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解
放
ギ
リ
シ
ャ
の
暗
転
と
ア
メ
リ
ヵ
合
衆
国

由㍉ソ
劃

井

大
三
郎

一、

竭
閧
ﾌ
意
味
と
限
定

　
「
世
界
史
の
現
時
点
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
民
は
二
つ
の
生
活
様
式
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
選
択
は
し
ば
し
ば
自
由
な
も
の
で
は
な
い
。

　
第
一
の
生
活
様
式
は
多
数
者
の
意
志
に
基
づ
き
、
自
由
な
諸
制
度
、
代
議
政
体
、
自
由
選
挙
、
個
人
の
自
由
の
保
証
、
言
論
と
宗
教
の

自
由
、
政
治
的
抑
圧
か
ら
の
自
由
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

　
第
二
の
生
活
様
式
は
多
数
者
に
対
し
て
力
つ
く
で
押
し
つ
け
ら
れ
た
少
数
者
の
意
志
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
恐
怖
と
抑
圧
、
新
聞

と
放
送
の
統
制
、
不
正
な
選
挙
、
個
人
の
自
由
の
抑
圧
に
依
存
し
て
い
る
。

　
私
は
、
武
装
し
た
少
数
者
や
外
部
か
ら
の
圧
力
に
よ
る
征
服
の
試
み
に
抵
抗
し
て
い
る
自
由
な
諸
民
族
を
支
持
す
る
こ
と
こ
そ
合
衆
国

の
政
策
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
る
」
（
傍
点
引
用
者
）

　
一
九
四
七
年
三
月
一
二
日
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
ト
ル
ー
マ
ン
は
自
ら
上
下
両
院
合
同
会
議
に
の
ぞ
み
、
ギ
リ
シ
ャ
と
ト
ル
コ
に

対
し
て
四
億
ド
ル
も
の
援
助
を
供
与
す
る
法
案
の
制
定
を
求
め
る
教
書
を
発
表
し
た
が
、
そ
の
援
助
を
行
う
根
拠
を
右
の
よ
う
に
極
め
て

一
般
的
か
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
形
で
提
示
し
た
。

　
こ
の
教
書
は
、
後
に
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
通
称
さ
れ
、
ソ
連
に
対
す
る
「
封
じ
込
め
政
策
」
8
5
貯
岱
ぎ
ヨ
①
三
宕
ぎ
鴇
の
嗜
矢
を

放
っ
た
教
書
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
の
敗
北
の
後
に
は
対
外
的
「
過
剰
介
入
」
o
＜
臼
8
ヨ
旨
一
喜
①
葺
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の
政
策
上
の
起
源
と
し
て
批
判
さ
れ
て
き
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
共
産
主
義
の
「
直
接
・
間
接
侵
略
」
に
対
す
る
「
自
由
世
界
」
の
防

衛
と
い
う
論
理
は
戦
後
の
合
衆
国
政
府
に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
対
外
介
入
の
最
大
の
根
拠
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
論
理
の
原
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T
）

が
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
に
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
、
当
時
の
ギ
リ
シ
ャ
と
ト
ル
コ
の
事
態
を
「
武
装
し
た
少
数
者
や
外
部
か
ら
の
圧
力
に
よ
る
征
服
の
試
み
に
抵
抗
し
て
い
る
自

由
な
諸
民
族
」
の
危
機
の
象
徴
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
の
是
非
を
、
今
日
の
史
料
段
階
を
ふ
ま
え
て
実
証
的
に
再
検
討
し
て
み
る
必
要

が
あ
る
。

　
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
中
で
同
じ
く
危
機
が
強
調
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
、
ギ
リ
シ
ャ
と
ト
ル
コ
と
で
は
そ
の
「
危
機
」
の
性
格

は
異
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
ギ
リ
シ
ャ
の
場
合
に
は
、
大
戦
以
来
の
経
済
混
乱
に
加
え
、
「
公
正
な
」
選
挙
に
よ
る
政
府
が
「
共
産
主
義
者
が
指
導
す
る
数
千
の
武

装
勢
力
の
テ
ロ
活
動
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
。
さ
ら
に
、
彼
ら
の
活
動
が
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ

ア
と
の
国
境
地
帯
に
お
い
て
著
し
く
、
し
か
も
、
そ
の
国
境
地
帯
で
は
国
連
安
全
保
障
理
事
会
が
派
遣
し
た
調
査
団
が
「
国
境
侵
犯
」
の

有
無
を
目
下
調
査
中
で
あ
る
と
し
て
、
誕
生
間
も
な
い
人
民
民
主
主
義
諸
国
か
ら
の
圧
力
を
示
唆
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ト
ル
コ
の

場
合
に
は
、
「
ギ
リ
シ
ャ
を
苦
し
め
て
き
た
よ
う
な
惨
禍
か
ら
免
れ
て
き
た
」
が
、
「
そ
の
領
土
保
全
が
中
東
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
に
必

須
」
で
あ
り
、
「
そ
の
領
土
保
全
の
維
持
に
必
要
な
近
代
化
」
の
た
め
の
援
助
を
提
案
し
て
い
た
。
教
書
の
中
に
は
ソ
連
を
明
示
的
に
非

難
し
た
部
分
は
皆
無
で
あ
る
が
、
こ
の
提
案
の
背
景
に
、
前
年
八
月
に
ソ
連
が
行
っ
た
ダ
ー
ダ
ネ
ル
ス
海
峡
共
同
防
衛
案
を
拒
否
し
て
い

た
ト
ル
コ
政
府
の
立
場
を
強
化
す
る
意
図
が
底
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
、
ギ
リ
シ
ャ
の
場
合
は
主
と
し
て
国
内
政
治
的
、
せ
い
ぜ
い
バ
ル
カ
ン
と
い
う
地
域
的
背
景
を
持
っ
た
紛
争
で
あ
り
、
ト
ル
コ

の
場
合
は
海
峡
問
題
と
い
う
米
ソ
が
直
接
関
与
す
る
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
な
争
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
両
国
が
直
面
す
る
危
機
を
異
な

る
性
格
の
も
の
と
認
識
し
な
が
ら
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
が
援
助
の
対
象
国
と
し
て
両
国
を
一
括
し
た
背
景
に
は
、
そ
れ
ま
で
両
国
に
主
た

る
影
響
力
を
行
使
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
が
自
ら
の
経
済
危
機
に
直
面
し
て
ギ
リ
シ
ャ
を
含
む
世
界
の
各
地
で
そ
の
関
与
を
軽
減
な
い
し
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

算
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
合
衆
国
に
対
し
て
一
九
四
七
年
四
月
以
降
の
援
助
の
肩
替
り
を
要
請
し
た
事
実
が
あ
っ
た
。

　
以
上
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
背
景
を
歴
史
的
に
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
a
、
ギ
リ
シ
ャ
国
内
の
政
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治
社
会
史
、
b
、
a
と
の
関
連
で
の
バ
ル
カ
ン
地
域
史
、
c
、
海
峡
問
題
を
め
ぐ
る
米
ソ
関
係
、
d
、
東
部
地
中
海
地
域
に
お
け
る
英
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

関
係
、
と
い
う
四
つ
の
側
面
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
の
際
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
発
表
に
至
る
過

程
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ
問
題
の
中
心
的
位
置
を
考
慮
し
て
、
小
論
で
は
a
の
側
面
、
特
に
、
解
放
か
ら
「
内
戦
」
へ
の
戦
後
ギ
リ
シ
ャ
史

の
展
開
と
そ
れ
に
対
す
る
合
衆
国
側
の
対
応
に
焦
点
を
あ
て
る
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
時
期
の
ギ
リ
シ
ャ
史
を
検
討
す
る
場
合
、
次
の
三
つ
の
時
期
に
区
分
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
期
は
、
一
九
四
四
年
一
〇
月
に
E
A
M
（
国
爵
三
犀
曾
〉
℃
①
寓
ひ
臼
9
一
犀
8
ζ
①
8
0
0
p
国
民
解
放
戦
線
、
以
下
E
A
M
と
略
称
）

を
中
心
と
し
た
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
勢
力
の
蜂
起
と
イ
ギ
リ
ス
軍
の
上
陸
と
に
よ
っ
て
枢
軸
軍
が
一
掃
さ
れ
た
時
点
か
ら
四
⊥
ハ
年
三
月
に
戦
後

初
の
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
の
時
期
（
一
九
四
四
年
一
〇
月
～
四
六
年
三
月
）

　
第
二
期
は
、
そ
の
総
選
挙
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
E
A
M
と
ギ
リ
シ
ャ
政
府
軍
と
の
間
に
散
発
的
な
武
力
衝
突
が
始
ま
り
、
そ
の
拡
大
の

末
、
遂
に
は
一
九
四
七
年
一
二
月
、
北
部
山
岳
地
帯
に
お
い
て
E
A
M
を
中
核
と
す
る
臨
時
民
主
政
府
の
樹
立
が
発
表
さ
れ
る
と
共
に
ア

テ
ネ
政
府
側
が
E
A
M
の
中
核
政
党
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
共
産
党
（
ス
o
ヨ
日
o
犀
三
ω
再
涛
o
口
国
o
巳
巳
や
田
『
畠
o
ω
以
下
K
K
E
と
略
記
）
を
非
合

法
化
す
る
ま
で
の
時
期
（
一
九
四
六
年
三
月
～
四
七
年
一
二
月
）
。

　
第
三
期
は
、
戦
闘
が
通
常
戦
の
様
相
を
呈
す
る
に
つ
れ
て
臨
時
民
主
政
府
側
に
不
利
と
な
り
、
結
局
、
一
九
四
九
年
一
〇
月
に
臨
時
民

主
政
府
側
が
敗
北
を
宣
言
し
、
「
内
戦
」
が
終
結
す
る
ま
で
の
時
期
（
一
九
四
七
年
＝
一
月
～
四
九
年
一
〇
月
）
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
は
大
戦
中
、
隣
国
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
そ
れ
と
比
肩
し
う
る
程
の
影
響
力
と
抵

抗
力
を
示
し
た
が
、
右
の
時
期
区
分
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
解
放
後
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
と
は
全
く
対
照
的
に
政
権
か
ら
排
除
さ
れ

た
上
、
白
色
テ
ロ
と
軍
事
弾
圧
に
さ
ら
さ
れ
、
遂
に
は
公
式
の
政
治
舞
台
か
ら
は
一
掃
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
コ
ル
コ
が
戦
後
の
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

リ
シ
ャ
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
国
」
と
形
容
し
た
よ
う
に
大
戦
の
終
り
が
「
内
戦
」
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
い
う
類
似
性
が
見
ら
れ
る

が
、
こ
こ
で
も
中
国
と
は
全
く
対
照
的
に
「
一
九
四
九
年
一
〇
月
」
に
発
せ
ら
れ
た
の
は
勝
利
の
宣
言
で
は
な
く
、
苦
汗
に
満
ち
た
敗
北

の
宣
言
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
「
現
代
の
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
」
で
あ
る
。

　
一
体
何
が
ギ
リ
シ
ャ
を
し
て
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
や
中
国
と
は
全
く
異
っ
た
軌
跡
を
た
ど
ら
せ
た
の
か
。
ま
た
、
「
革
命
」
と
い
う
基

185
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準
で
は
な
く
、
戦
後
の
「
民
主
化
」
と
い
う
基
準
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
ギ
リ
シ
ャ
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
勢
力
は
、
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス

の
そ
れ
に
比
べ
て
著
し
い
逆
境
に
置
か
れ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
連
合
国
を
担
う
大
国
と
し
て
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
戦
後
民
主
化
を
標
榜

し
た
合
衆
国
は
こ
の
「
解
放
ギ
リ
シ
ャ
の
暗
転
」
の
過
程
に
い
か
に
か
か
わ
っ
た
の
か
。

　
そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
、
紙
幅
の
制
約
も
あ
り
、
先
の
時
期
区
分
の
第
一
期
、
つ
ま
り
、
解
放
直
後
の
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
軍
事
介
入
か

ら
一
九
四
六
年
三
月
の
総
選
挙
実
施
に
至
る
過
程
に
限
定
し
て
検
討
す
る
。
こ
の
時
期
は
イ
ギ
リ
ス
が
主
導
す
る
形
で
戦
後
ギ
リ
シ
ャ
の

再
編
が
強
行
さ
れ
て
ゆ
く
時
期
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
、
ソ
連
と
共
に
ヤ
ル
タ
会
談
に
お
け
る
「
解
放
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宣
言
」
の
共
同
署
名
者

た
る
合
衆
国
が
こ
の
過
程
に
ど
う
関
わ
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
素
描
す
る
と
、
A
、
ギ
リ
シ
ャ
の
革
命
運
動
史
乃
至
「
内
戦
」
史
そ
れ
自
体
へ
の
関
心
に
よ
る
も
の
と
、
B
、
国

際
政
治
史
的
関
心
に
よ
る
も
の
と
が
並
行
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
時
期
的
変
化
に
着
目
す
る
と
、
ま
ず
当
事

者
や
目
撃
者
に
よ
る
同
時
期
的
な
証
言
や
分
析
が
一
九
四
〇
年
代
後
半
に
見
ら
れ
、
次
い
で
、
戦
闘
終
結
後
の
五
〇
年
代
に
は
当
事
者
や

専
門
家
に
よ
る
研
究
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
そ
の
主
な
も
の
を
挙
げ
る
と
、
連
合
国
軍
事
使
節
団
の
一
員
と
し
て
大
戦
中
レ

ジ
ス
タ
ン
ス
と
の
連
絡
に
あ
た
・
た
C
・
M
・
ウ
・
ド
ハ
匙
・
ア
メ
リ
カ
大
使
館
付
武
官
の
経
歴
を
も
つ
W
°
H
°
マ
ク
ネ
楚
・
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ル
カ
ン
史
の
専
門
家
L
．
S
．
ス
タ
ヴ
リ
ア
ノ
ス
等
の
著
作
は
こ
の
初
期
の
も
の
に
属
す
る
。
ま
た
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
の
当
事
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

証
言
と
し
て
は
E
A
M
の
軍
事
組
織
の
指
令
官
だ
っ
た
S
・
サ
ラ
フ
ィ
ス
の
著
作
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

六
〇
年
代
以
降
に
毒
と
、
ギ
リ
シ
ャ
語
文
献
を
駆
使
し
た
共
産
党
史
や
。
ジ
ス
タ
ン
ス
に
参
加
し
た
当
事
者
か
ら
の
聴
き
取
り
調
査

で
肉
窮
さ
れ
た
研
塞
、
が
表
わ
劃
加
え
て
、
軍
事
史
的
研
究
や
，
イ
ツ
、
ソ
連
で
の
研
究
も
錯
さ
れ
て
、
A
系
列
の
研
究
が
進
展

を
見
せ
た
。
同
時
に
、
六
〇
年
代
中
頃
よ
り
ア
メ
リ
カ
側
の
関
係
公
文
書
が
公
開
・
公
刊
さ
れ
始
め
た
と
い
う
新
し
い
史
料
段
階
を
ふ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
V

え
て
、
B
系
列
の
研
究
、
と
り
わ
け
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ア
メ
リ
カ
関
係
史
の
研
究
が
緒
に
つ
き
始
め
て
い
る
。

　
以
上
の
研
究
史
を
振
り
返
る
時
、
第
一
に
気
づ
く
問
題
点
は
、
A
系
列
の
研
究
の
重
点
が
E
A
M
や
K
K
E
等
の
政
治
運
動
史
に
集
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
V

し
、
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
戦
後
ギ
リ
シ
ャ
の
経
済
構
造
が
十
分
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
介
入
や
英

軍
の
駐
留
と
権
力
機
構
と
の
関
連
も
不
明
確
な
ま
ま
に
、
軍
事
衝
突
を
「
内
戦
」
と
把
握
す
る
傾
向
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
こ
の
点
の
検
討

も
残
さ
れ
て
い
る
。
　
　
・
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第
二
に
、
A
系
列
の
研
究
と
B
系
列
の
研
究
と
を
総
合
す
る
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。
後
者
に
お
い
て
は
大
国
間
の
権
力
政
治
が
過
大

評
価
さ
れ
、
前
者
に
あ
っ
て
は
、
国
際
的
契
機
が
軽
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
研
究
史
上
の
こ
の
乖
離
状
況
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
バ

ル
カ
ン
地
域
史
の
視
点
を
導
入
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
側
の
領
土
要
求
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
等
の
少
数
民
族
問
題
、
大
ギ
リ
シ
ャ
主
義
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
等
と
北
隣
の
バ
ル
カ
ン
諸
国
に
お
け
る
人
民
民
主
主
義
革
命
の
進
行
過
程
と
を
統
一
的
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
、
東

部
地
中
海
地
域
に
お
け
る
変
動
が
ギ
リ
シ
ャ
に
及
ぼ
し
た
外
圧
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
戦
後
ギ
リ
シ
ャ
を
バ
ル
カ
ン
と
東
部
地

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

中
海
と
い
う
二
重
の
地
域
性
に
お
い
て
把
握
す
る
必
要
性
を
強
調
し
た
所
以
で
あ
る
。

注

（
1
）
　
斎
藤
真
『
ア
メ
リ
カ
外
交
の
論
理
と
現
実
』
（
東
大
出
版
会
、
一
九
六
二
年
）
八
四
－
八
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
2
）
　
以
上
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
引
用
は
以
下
に
よ
っ
た
。
¢
°
ω
‘
ω
窪
糞
ρ
O
o
ヨ
ヨ
葺
①
①
8
閃
9
①
蒔
5
ヵ
9
。
ρ
δ
昌
ω
》
肉
聴
恥
ら
ミ
ご
①

　
　
寒
ミ
§
α
q
恥
§
自
切
ミ
き
、
、
ミ
帆
§
誉
、
》
旨
ミ
§
g
き
O
、
題
ら
馬
§
氏
臼
ミ
詠
遷
（
ω
・
Φ
ω
o
。
）
り
≦
・
。
ω
ゴ
ぎ
σ
q
8
p
H
O
認
・
署
・
＜
鵠
～
×
一
・

（
3
）
　
方
法
論
的
に
整
理
し
て
言
え
ば
、
国
際
関
係
を
一
国
（
Z
p
ま
昌
）
・
地
域
（
幻
①
o
Q
δ
⇒
）
・
世
界
（
O
一
〇
げ
①
）
と
の
三
層
に
区
分
し
た
上
で
そ
の
相
関

　
　
を
分
析
す
る
方
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
ギ
リ
シ
ャ
の
場
合
は
バ
ル
カ
ン
と
東
部
地
中
海
と
い
う
二
重
の
地
域
的
規
定
性
を
帯
び
て
い

　
　
る
点
に
特
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
4
）
臼
。
鴫
8
節
9
窪
9
囚
。
野
。
噂
↓
詳
鳶
§
§
ミ
ぎ
§
z
k
‘
目
㊤
刈
・
。
”
唱
』
・
。
①
・

（
5
）
ρ
竃
゜
≦
。
。
穿
霧
ρ
な
誉
。
、
b
篤
§
ミ
』
8
山
。
炉
謹
。
。
…
告
。
嫡
§
島
§
器
㌃
誉
・
♀
§
こ
◎
ミ
ー
N
§
レ
9
匹
。
コ
・
§
ρ

（
6
）
≦
°
国
’
ζ
。
2
亀
r
臼
隷
Q
、
恥
簿
b
§
§
§
翁
ぎ
、
§
風
卜
》
馬
ミ
ミ
§
”
い
o
巳
。
P
　
⑩
ミ
”
こ
の
著
者
は
二
〇
世
紀
基
金
の
調
査
団
に
参

　
　
加
し
次
の
報
告
最
を
ま
と
め
て
い
る
。
男
ω
ヨ
o
穿
臼
9
芝
．
国
・
ζ
。
Z
①
一
戸
俸
国
゜
U
・
ζ
。
Z
巴
一
沁
魯
o
蕊
§
牒
｝
鳴
Q
鳶
寒
ひ
Z
・
曵
・
・
お
心
o
。
・

（
7
）
　
炉
ω
゜
ω
B
講
一
雪
o
ω
u
O
鳶
ミ
恥
、
冨
§
識
ら
§
b
馬
貯
§
§
亀
§
翫
O
篭
ミ
ミ
ミ
電
噛
O
岳
8
0
q
P
お
㎝
さ
。
い
ギ
リ
シ
ャ
側
の
資
料
状
況
に
つ
い
て
は

　
　
次
の
論
文
が
参
考
に
な
る
。
目
．
ψ
ω
冨
貫
冨
コ
8
陣
国
・
勺
・
勺
9
昌
9
。
σ
q
o
宕
巳
o
。
・
㌦
．
U
口
一
げ
一
δ
α
q
墨
9
一
8
一
〉
三
。
一
。
…
牢
①
器
三
－
U
ミ
O
「
8
8
、
、
智
ミ
、
§
馬

　
　
ミ
さ
概
無
隷
霞
跨
S
蔓
り
×
×
噂
一
ロ
p
O
一
逡
c
o
”
℃
ρ
置
㊤
占
α
q
o
°

（
8
）
　
ω
8
嘗
彗
o
ω
留
『
鑑
ω
u
O
鳶
寒
沁
a
§
§
ミ
》
、
§
8
い
o
註
8
り
お
㎝
ご
α
P
肉
卜
》
恥
触
臼
ぎ
9
0
遷
ミ
導
恥
○
禽
簿
沁
題
軌
累
§
＆
》
ミ
塁
》

　
　
目
O
コ
畠
O
P
一
⑩
o
o
ρ

（
9
）
o
°
Ω
゜
囚
。
二
ω
。
巳
9
ω
誌
き
。
N
ミ
§
§
“
b
さ
ミ
・
§
亀
要
。
遷
ミ
§
♀
馬
馬
袖
G
§
§
§
ミ
寄
ミ
ト
。
己
8
μ
8
q
・
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（
0
1
）
　
U
O
§
一
巳
ρ
信
O
国
信
畠
o
◎
。
螂
卜
恥
恥
肉
§
ミ
貸
詰
軌
0
3
一
Φ
刈
O
い
国
昌
o
q
＝
o
o
ケ
　
言
即
昌
ロ
層
一
鋤
二
〇
昌
　
げ
冥
　
臼
O
ゴ
ロ
　
国
O
≦
P
円
潮
恥
　
ζ
ミ
喬
謎
馬
O
恥
、
　
穿
、
靴
動
喬
旨
恥
畠
旨
翫

　
　
　
G
軋
e
農
　
き
、
凡
遣
Q
、
馬
Q
ら
♪
N
℃
軋
恥
l
N
b
戚
鈴
　
H
O
昌
自
O
昌
り
一
り
刈
b
D
°

（
1
1
）
　
一
〇
ず
昌
○
°
一
〇
茸
己
①
o
。
”
沁
馬
q
o
計
凡
嵩
》
縣
》
恥
誌
勲
℃
二
昌
o
①
8
P
一
㊤
刈
b
D
噛
国
α
o
q
麟
「
○
．
b
U
9
＝
角
昌
o
ρ
『
》
馬
Q
、
馬
免
神
○
軋
尊
凡
』
壽
、
、
N
も
戚
戚
l
N
魁
戯
斜
い
o
昌
像
o
P

　
　
　
一
㊤
O
O
い
国
①
［
⇒
N
即
一
〇
7
け
O
♪
O
、
凡
恥
ら
》
恥
隷
』
貸
き
概
西
弩
苛
ら
》
馬
醤
肉
恥
q
O
』
ミ
職
o
謎
ミ
嵩
概
」
（
O
嵩
ミ
、
、
鴨
G
o
』
黛
甑
O
謡
N
b
恥
軌
l
N
b
軋
⑨
閏
「
餌
昌
犀
h
ロ
答
P
ζ
己
　
Φ
刈
ω
恥
づ

．
　
員
゜
沢
昌
7
美
長
属
P
り
℃
①
月
爵
ロ
o
ロ
8
勺
o
邸
竃
葛
9
呂
8
蕾
ρ
≧
o
o
笛
斜
お
①
ω
゜
日
本
で
も
こ
の
面
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
。
小
此
木

　
　
　
真
三
郎
「
ギ
リ
シ
ャ
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
一
九
四
一
年
－
一
九
四
七
年
」
『
社
会
科
学
（
静
岡
大
）
』
一
九
六
一
年
一
二
月
、
『
産
業
と
科
学
（
静

　　

@
岡
大
）
』
一
九
六
二
年
三
月
、
一
九
六
三
年
三
月
。
勝
部
　
元
「
ギ
リ
シ
ャ
の
内
戦
一
九
四
六
ー
一
九
四
九
」
『
桃
山
学
院
大
学
社
会
学
論
集
』
一

　
　
　
九
六
八
－
六
九
年
。
木
戸
蕩
「
ギ
リ
シ
ャ
の
内
戦
」
『
国
際
政
治
』
五
＝
、
一
号
（
一
九
七
五
年
一
〇
月
）
。
斎
藤
治
子
「
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
反
フ

　
　
　
ァ
シ
ズ
ム
統
一
戦
線
」
『
歴
史
評
論
』
三
三
〇
号
（
一
九
七
七
年
一
〇
月
）
、
同
「
ギ
リ
シ
ア
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
と
ソ
連
」
『
史
論
（
東
京
女
子
大

　
　
　
学
）
』
三
一
（
一
九
七
七
年
）
。

（
1
2
）
　
関
係
公
文
書
の
中
で
同
時
期
的
に
公
刊
さ
れ
た
も
の
と
し
て
以
下
が
必
見
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
側
の
も
の
と
し
て
は
、
O
°
b
コ
‘
b
o
ミ
§
§
跨

　
　
　
涛
恥
頓
喬
、
駄
馬
醤
恥
馬
｝
馬
恥
讐
獄
斜
職
O
蕊
軌
醤
Q
、
亀
馬
ら
恥
、
智
醤
袋
縞
蔓
N
も
軋
⑨
　
O
ヨ
げ
゜
①
㎝
㊤
b
o
”
　
い
O
昌
匹
O
P
H
Φ
心
㎝
…
沁
魯
O
、
馬
ミ
馬
勘
亀
b
d
、
蹄
凡
動
ひ
ミ
篭
凡
縞
§
恥
謎
・

　
　
　
ミ
遂
b
匙
鵡
縞
翫
§
＆
O
鳶
ミ
野
》
ミ
恥
§
、
N
詮
軌
”
い
o
巳
o
P
H
㊤
ミ
゜
合
衆
国
側
と
し
て
は
、
q
．
ω
G
U
o
℃
什
゜
o
h
ω
冨
け
P
、
．
〉
乙
3
0
お
①
8

　
　
　
p
⊃
コ
自
6
ロ
「
犀
団
讐
層
b
愚
貸
、
馬
§
鴨
謡
馬
ミ
働
縣
昏
壽
切
黛
N
貯
勘
き
ω
¢
や
」
①
ヨ
①
コ
紳
×
＜
H
”
】
≦
9
団
　
倉
　
一
①
軽
日
　
（
ω
゜
U
°
勺
賃
げ
＝
o
讐
一
〇
コ
ロ
。
　
Z
ρ
　
b
δ
り
O
O
）
脚
侮
o
二

　
　
　
恥
袋
ミ
ミ
§
ミ
喬
嵩
職
肉
“
ら
O
§
§
偽
隷
職
喬
職
o
轟
偽
O
、
馬
》
馬
》
壽
、
詩
喬
謎
肉
ら
O
蓋
O
§
苛
ミ
跨
鴇
O
嵩
縣
O
O
、
恥
馬
ら
鳴
讐
～
＜
β
畠
ω
ゴ
一
昌
σ
q
8
P
一
㊤
膳
刈
（
ω
。
U
°
勺
ロ
げ
一
一
〇
ゆ
二
〇
p

　
　
　
］
Z
ρ
ω
O
㎝
）
…
O
O
昌
o
q
「
①
器
讐
ω
①
5
鎖
一
ρ
O
O
ヨ
ヨ
一
鐸
①
Φ
O
口
「
o
「
①
断
α
q
⇒
菊
O
一
帥
二
〇
昌
1
ー
り
寒
喬
、
軋
醤
晦
砺
、
》
魯
篤
詮
“
謎
ら
恥
馬
O
Q
、
馬
恥
ら
馬
鳥
醤
翫
↓
寒
、
詠
遷
輸
ぐ
く
O
ω
，
°

　
　
　
凶
コ
α
q
ρ
O
昌
層
μ
O
ら
8

　　

@　

@一

纔
Z
〇
年
代
中
頃
以
降
公
刊
さ
れ
た
外
交
文
書
は
、
q
．
ω
‘
U
①
O
ρ
o
一
妙
。
・
8
暫
肉
ミ
馬
蒔
隷
沁
乳
葛
翫
§
恥
ミ
ζ
ぎ
9
9
㌔
↓
譜
≧
§
、

　
　
　
肉
恥
匙
飾
》
幡
詩
鳥
．
H
㊤
軽
心
く
o
ド
く
り
≦
9
◎
ω
『
ぎ
o
q
8
P
　
⑩
①
切
…
ド
O
昏
㎝
＜
o
一
陰
く
H
H
H
u
≦
m
ω
臣
⇒
σ
q
8
P
　
一
⑩
①
㊤
一
　
O
ら
O
　
＜
o
ド
＜
一
一
゜
ぐ
く
霧
ず
一
昌
σ
q
8
P

　
　
　
H
Φ
①
⑩
二
逡
刈
く
o
一
゜
＜
”
≦
9
ω
三
ロ
σ
q
8
7
一
雪
目
（
以
下
、
沁
寓
と
略
記
）
。
議
会
資
料
と
し
て
は
、
q
°
ω
‘
O
。
コ
α
q
屋
。
・
ρ
ω
①
岳
8
塾
O
o
∋
ヨ
゜
o
p

　
　
　
閃
。
・
㊦
雪
寄
巨
。
3
肉
誌
昏
ミ
§
寒
ミ
§
α
q
憩
き
鷺
§
馬
§
O
譜
書
ミ
§
早
§
喬
・
・
b
。
・
ミ
ミ
層
≦
聾
断
縄
8
・
し
o
蚕
マ
イ
ク

　
　
　
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
さ
れ
た
文
書
と
し
て
は
、
○
田
。
①
o
剛
ω
賃
簿
①
α
曼
一
。
ω
。
ミ
剛
8
偽
U
①
℃
『
o
h
ω
3
仲
ρ
N
ミ
“
ミ
o
q
§
ミ
§
戚
沁
禽
§
、
鼻
沁
愚
o
こ
ひ

　
　
　
Z
9
。
ま
p
巴
〉
唇
訂
く
①
ω
・
日
ぎ
「
o
津
ヨ
巴
ξ
q
三
く
臼
。
。
［
受
℃
‘
げ
ま
巴
9
0
幽
》
ヨ
臼
言
9
・
　
り
刈
S
国
・
＜
叫
℃
o
ω
署
胃
団
霞
o
℃
ρ
等
。
そ
の
他
政
府
高

　
　
　
官
関
係
の
公
開
文
書
と
し
て
は
、
＝
°
ω
゜
↓
歪
目
雪
℃
巷
①
湯
節
U
雷
昌
》
島
窃
8
℃
昌
臼
ω
（
日
歪
ヨ
き
＝
げ
鎚
q
）
…
智
目
窃
閃
o
胃
o
舞
四
一
℃
省
ω
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俸
U
回
9
ユ
留
（
勺
『
一
口
O
①
呼
O
コ
　
q
昌
一
く
°
）
等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
回
想
録
、
日
記
の
類
も
準
一
次
史
料
と
し
て
必
見
で
あ
る
。

（
1
3
）
ω
8
客
窪
ρ
×
且
剛
ω
”
O
鳶
象
馬
§
匙
ミ
恥
O
、
§
咋
ぎ
軽
ミ
3
N
詮
軋
高
壇
漂
、
鳶
ミ
§
き
暮
Q
．
．
↓
ミ
§
§
b
8
ミ
ミ
．
．
・
↓
冨
ω
・
。
巴
。
三
5

　
目
8
ω
甲
訂
養
9
8
Q
Q
’
乏
剛
け
臼
①
び
．
．
〉
§
巴
8
昌
℃
o
ぎ
団
ざ
≦
角
a
O
尉
8
8
含
二
品
≦
°
≦
・
口
、
．
り
b
馬
黛
§
§
ミ
国
§
o
遂
・
ω
－
心
。
・
ω
唱
『
回
粛

　
　
一
⑩
お
い
じ
d
歪
8
幻
「
困
巨
ぎ
゜
ぎ
”
↓
ぎ
O
蔦
讐
議
。
、
暮
免
O
。
ミ
き
・
篤
・
こ
ぎ
≧
Q
ミ
肉
8
黛
○
鳶
ミ
ぎ
罎
ミ
O
ミ
ミ
ミ
§
ミ
b
甘
§
、
§
遷

　
貯
守
§
鱒
↓
§
評
セ
§
匙
Q
、
ミ
q
3
零
3
8
δ
ジ
一
⑩
Q
。
ρ
同
時
に
以
下
の
拙
稿
も
あ
る
。
油
井
大
三
郎
他
「
『
ヤ
ル
タ
外
交
』
か
ら
ト
ル
ー
マ

　
　
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
へ
」
『
歴
史
学
研
究
』
三
八
六
（
一
九
七
二
年
七
月
）
、
油
井
大
三
郎
「
帝
国
主
義
世
界
体
制
の
再
編
と
『
冷
戦
』
の
起
源
」
『
歴

　
　
史
学
研
究
』
一
九
七
四
年
別
冊
。

（
1
4
）
　
こ
の
点
で
は
先
に
あ
げ
た
O
S
S
の
報
告
書
が
役
立
つ
他
、
一
九
四
六
年
一
月
に
発
足
し
た
ギ
リ
シ
ャ
政
府
の
通
貨
統
制
委
員
会
に
参
画
し
た

　
　
ア
メ
リ
カ
人
顧
問
の
博
士
論
文
が
役
立
つ
。
O
⇔
a
口
2
℃
讐
冨
話
o
P
、
、
↓
冨
閃
言
帥
⇒
9
9
。
一
国
×
窟
「
回
Φ
⇒
・
①
ω
o
h
Ω
器
①
8
臨
o
ヨ
い
ぴ
賃
㊤
一
δ
⇒
δ

　
　
↓
崔
ヨ
o
⇒
U
o
o
窪
ぎ
ρ
0
9
0
げ
①
弓
μ
㊤
軽
令
ζ
霞
o
ゴ
目
㊤
腿
メ
、
、
℃
『
U
．
集
■
■
ω
費
8
自
o
P
国
岱
「
く
胃
仙
q
艮
く
‘
H
Φ
昏
ρ
ま
た
、
国
o
犀
ず
自
。
3
ω
≦
①
簿
－
国
ω
8
梓
け
・

　
　
O
鳶
象
§
出
き
N
ミ
ら
匙
§
概
肉
ら
§
o
ミ
ら
砺
職
謹
遷
竈
竃
l
N
ま
甜
い
o
註
o
P
巳
課
゜
は
概
観
を
う
る
の
に
役
立
つ
。
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二
、
ギ
リ
シ
ャ
の
解
放
と
イ
ギ
リ
ス
の
介
入

　
一
九
四
四
年
一
〇
月
一
四
日
、
ア
テ
ネ
は
ド
イ
ッ
軍
の
占
領
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
そ
の
日
首
都
の
郊
外
に
は
E
L
A
S
（
国
旨
三
パ
o
ω

ピ
仁
。
降
o
ω
》
℃
σ
年
ゴ
臼
9
節
o
ω
ω
什
δ
8
ω
ギ
リ
シ
ャ
国
民
解
放
軍
）
の
ア
ッ
テ
ィ
カ
第
二
師
団
が
待
機
す
る
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
軍
の
空
挺
部
隊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑
）

が
市
民
の
歓
乎
の
声
に
迎
え
ら
れ
て
首
都
に
進
駐
し
た
。
そ
し
て
一
一
月
四
日
に
は
枢
軸
軍
は
ギ
リ
シ
ャ
全
土
か
ら
一
掃
さ
れ
た
。
一
九

四
一
年
四
月
二
三
日
の
降
伏
以
来
三
年
半
ぶ
り
に
ギ
リ
シ
ャ
は
独
立
を
回
復
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ギ
リ
シ
ャ
が
第
二
次
世
界
大
戦
に
直
接
巻
き
込
ま
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
イ
タ
リ
ア
軍
が
侵
入
し
た
一
九
四
〇
年
一
〇
月
末
以
来
で
あ

っ
た
。
そ
の
時
点
の
ギ
リ
シ
ャ
は
、
メ
タ
ク
サ
ス
（
一
〇
山
昌
昌
［
o
o
　
一
く
［
O
什
⇔
×
O
ω
）
に
よ
る
独
裁
体
制
の
下
に
あ
り
、
一
九
三
六
年
八
月
四
日
以
来

国
王
の
勅
令
に
よ
っ
て
憲
法
の
民
主
的
条
項
は
削
除
さ
れ
、
国
会
は
解
散
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
「
八
月
四
日
体
制
」
と
呼
ば
れ
る
独

裁
政
権
は
イ
者
ア
．
・
．
シ
ズ
ム
の
侵
略
に
果
敢
に
抵
抗
し
、
イ
タ
ー
ア
軍
を
国
境
外
に
押
し
戻
し
た
が
、
翌
年
四
墾
至
っ
て
大
量

の
ド
イ
ツ
軍
の
侵
略
を
う
け
、
四
月
二
三
日
に
降
伏
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
以
後
ギ
リ
シ
ャ
は
枢
軸
軍
の
占
領
下
に
お
か
れ
た
。



図1　枢軸三国の占領地区と抵抗運動の勢力範囲（1943－1944）
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占
領
期
の
ギ
リ
シ
ャ
で
は
、
亡
命
し
た
国
王
の
下
に
ツ
ー
デ
ロ
ス
（
国
ヨ
巳
き
仁
①
一
円
8
乱
臼
o
°
。
）
首
相
を
中
心
と
す
る
亡
命
政
権
が
カ
イ

ロ
に
組
織
さ
れ
る
一
方
、
本
国
は
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
・
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
三
国
軍
に
よ
り
分
割
占
領
（
図
－
参
照
）
さ
れ
、
ア
テ
ネ
に
は
ツ
オ

ラ
コ
グ
ラ
ウ
（
O
①
臼
σ
q
δ
ω
目
‘
・
o
冨
閃
o
σ
q
「
窪
）
を
首
相
と
す
る
親
独
的
な
偲
撮
政
権
が
発
足
し
て
い
た
。
ま
た
、
早
く
か
ら
枢
軸
占
領
軍
に
対

す
る
抵
抗
も
組
織
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
最
大
の
も
の
が
一
九
四
一
年
九
月
に
ギ
リ
シ
ャ
共
産
党
（
K
K
E
）
・
農
民
党
・
社
会
党
・
人
民

民
主
同
盟
等
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
左
翼
政
党
と
共
和
左
派
と
の
連
合
の
性
格
を
も
つ
E
A
M
で
あ
り
、
そ
の
軍
事
組
織
が
E
」
A
S

（
四
二
年
四
月
に
発
足
）
で
あ
っ
た
。
E
A
M
・
E
L
A
S
は
四
三
年
夏
以
来
全
土
で
攻
勢
を
か
け
、
四
四
年
三
月
に
は
解
放
区
に
独
自

の
行
政
組
織
P
E
E
A
（
勺
o
ま
匠
国
℃
ぎ
8
一
国
ひ
コ
ま
゜
。
〉
需
瓦
9
①
8
の
ぢ
国
民
解
放
政
治
委
員
会
）
を
発
足
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
影
響
力
に

つ
い
て
は
様
様
な
見
解
が
あ
る
が
、
解
放
時
に
お
い
て
、
E
A
M
は
総
人
口
七
百
万
人
中
の
実
に
二
百
万
を
擁
し
、
全
土
三
三
州
中
の
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

五
パ
ー
セ
ン
ト
に
及
ぷ
三
一
・
五
州
に
支
配
が
及
ん
で
い
た
（
図
－
参
照
）
と
の
評
価
が
そ
の
最
大
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
E
L
A
S
の
兵
力

に
つ
い
て
も
正
規
軍
だ
け
で
五
万
（
ω
巳
　
ω
帥
同
⇔
ゆ
ω
）
か
ら
七
万
（
ρ
ζ
゜
乏
o
o
穿
。
ロ
ω
①
）
、
そ
の
他
予
備
役
七
万
、
等
と
評
価
に
幅
が
あ
る
が
、

ど
の
研
究
も
、
E
A
M
・
E
L
A
S
の
勢
力
が
ギ
リ
シ
ャ
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
に
お
い
て
圧
倒
的
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を

一
致
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
勢
力
と
し
て
は
、
共
和
主
義
右
派
の
ゼ
ル
ヴ
ァ
ス
（
Z
9
・
尉
巨
8
⇒
N
臼
毒
ω
）
大
佐
に
指
揮
さ
れ
た

E
D
E
S
（
国
旨
コ
涛
o
ω
O
巨
o
げ
益
鼻
o
ω
国
臣
巳
犀
o
ω
ω
着
山
①
ω
ヨ
o
ω
国
民
民
主
連
盟
、
一
九
四
一
年
九
月
結
成
）
や
一
九
四
三
年
初
め
に
プ

サ
ロ
ス
（
H
）
一
【
P
一
併
H
一
〇
ω
　
℃
ω
9
H
【
O
ω
）
等
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
E
K
K
A
（
国
臣
三
謀
囚
9
。
一
囚
9
8
a
鉱
〉
需
転
チ
。
3
ω
尻
国
民
社
会
解
放
運
動
）

等
が
あ
っ
た
が
、
後
者
は
プ
サ
ロ
ス
の
死
後
四
散
し
、
前
者
は
一
万
二
千
人
程
の
兵
力
を
擁
し
た
が
、
そ
の
影
響
力
は
北
西
部
の
エ
ピ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ス
地
方
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
が
展
開
さ
れ
た
他
の
国
々
と
同
様
、
ギ
リ
シ
ャ
で
も
戦
前
の
旧
体
制
に
繋
が
る
抵
抗
と
共

産
党
等
を
中
心
と
す
る
左
翼
的
抵
抗
と
の
二
類
型
が
存
在
し
た
が
、
後
者
が
圧
倒
的
影
響
力
を
誇
っ
て
い
た
点
で
隣
国
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
と
類
似
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
亡
命
政
権
や
イ
ギ
リ
ス
は
抵
抗
運
動
の
前
進
が
革
命
の
進
展
に
繋
が
る
こ
と
を
恐
れ
、
現
地
の
抵

抗
運
動
と
の
連
携
に
苦
慮
し
て
い
た
。
そ
の
上
、
ギ
リ
シ
ャ
の
場
合
、
戦
前
の
旧
体
制
と
は
「
八
月
四
日
体
制
」
と
呼
ば
れ
る
擬
似
フ
ァ

シ
ズ
ム
体
制
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
た
社
会
勢
力
は
枢
軸
軍
の
占
領
下
で
偲
偲
政
権
と
亡
命
政
権
へ
と
二
分
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
ギ

リ
シ
ャ
本
国
の
抵
抗
運
動
は
外
来
と
土
着
と
の
二
重
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
闘
争
に
直
面
し
た
。
他
方
、
亡
命
政
権
の
場
合
に
は
、
ツ
デ
ー
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ロ
ス
首
相
等
の
共
和
右
派
を
吸
収
し
つ
つ
も
、
国
王
の
権
威
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
国
王
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
ニ
世

（
0
8
お
訂
ε
自
身
が
メ
タ
ク
サ
ス
独
裁
体
制
の
生
み
の
親
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
共
和
主
義
的
色
彩
の
強
い
本
国
の
抵
抗
運
動
と
の
連

携
に
一
層
苦
慮
し
、
益
益
イ
ギ
リ
ス
へ
の
依
存
を
深
め
て
い
た
。

　
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ャ
の
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
の
仲
介
に
よ
り
解
放
前
段
階
に
お
い
て
亡
命
政
権
が
主
導
権
を
握
る
形
で
連
合
政
権
の
樹
立

が
構
想
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
場
合
と
は
対
照
的
に
、
本
国
で
圧
倒
的
な
影
響
力
を
行
使
し
て
い
た
左
翼
的
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ジ
ス
タ
ン
ス
の
側
が
む
し
ろ
大
幅
な
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。

　
例
え
ば
、
一
九
四
四
年
五
月
二
〇
日
に
亡
命
政
権
と
E
A
M
を
含
む
全
抵
抗
組
織
の
代
表
の
間
で
締
結
さ
れ
た
レ
バ
ノ
ン
協
定
で
は
、

全
ゲ
リ
ラ
軍
の
統
一
、
国
民
統
一
政
府
に
よ
る
秩
序
と
自
由
の
保
障
、
対
敵
協
力
者
へ
の
処
罰
、
等
の
点
が
合
意
さ
れ
た
。
ま
た
、
国
民
統

一
政
府
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
既
に
亡
命
政
府
の
首
相
に
な
っ
て
い
た
社
会
民
主
党
の
パ
パ
ン
ド
レ
ウ
（
Ω
8
同
σ
q
団
o
ω
℃
巷
き
時
8
ロ
）
を
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

相
と
し
、
閣
僚
を
E
A
M
五
名
、
自
由
党
五
名
、
人
民
党
三
名
、
そ
の
他
七
名
の
割
合
で
配
分
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
閣
僚
の
四
分
の
一
し
か

与
え
ら
れ
な
か
っ
た
E
A
M
側
の
不
満
は
強
く
、
E
A
M
側
が
実
際
に
閣
僚
を
カ
イ
ロ
に
送
っ
た
の
は
九
月
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
軍
事
作
戦
上
も
現
地
の
抵
抗
組
織
は
九
月
二
六
日
の
カ
ゼ
ル
タ
協
定
に
よ
り
イ
ギ
リ
ス
の
ス
コ
ピ
ー
（
即
O
昌
胆
一
畠
　
ζ
゜
　
ω
O
O
げ
一
Φ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

将
軍
（
ギ
リ
シ
ャ
派
遣
連
合
軍
最
高
司
令
官
）
の
指
揮
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　
つ
ま
り
、
解
放
前
夜
に
し
て
既
に
ギ
リ
シ
ャ
の
左
翼
的
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
勢
力
は
軍
事
作
戦
上
の
み
な
ら
ず
、
戦
後
政
権
構
想
上
も
大
幅

な
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
枢
軸
占
領
軍
の
打
倒
と
戦
後
ギ
リ
シ
ャ
の
民
主
的
復
興
と
い
う
大
義

の
た
め
の
妥
協
で
あ
っ
た
。

　
九
月
初
め
よ
り
E
L
A
S
は
中
部
ギ
リ
シ
ャ
で
ド
イ
ツ
軍
に
対
し
一
斉
反
撃
に
出
て
い
た
が
、
一
〇
月
四
日
に
は
イ
ギ
リ
ス
軍
が
ペ
ロ

ポ
ネ
ソ
ス
半
島
北
部
に
上
陸
、
一
〇
月
一
四
日
に
は
ア
テ
ネ
が
解
放
さ
れ
、
そ
の
四
日
後
、
パ
パ
ン
ド
レ
ウ
政
権
が
首
都
に
復
帰
し
た
。

一
一
月
四
日
に
は
ギ
リ
ツ
ヤ
全
土
か
ら
枢
軸
軍
が
一
掃
さ
れ
、
ギ
リ
シ
ャ
は
い
ち
早
く
「
戦
後
」
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は

新
た
な
緊
張
の
始
ま
り
で
も
あ
っ
た
。

　
解
放
後
の
パ
パ
ン
ド
レ
ウ
政
権
が
ま
ず
直
面
し
た
の
は
、
い
か
に
し
て
各
種
の
軍
事
組
織
を
解
体
し
て
、
単
一
の
国
民
軍
を
創
設
す
る

か
、
で
あ
っ
た
。
＝
月
初
め
に
は
、
亡
命
政
府
系
の
山
岳
旅
団
や
神
聖
大
隊
が
ア
テ
ネ
に
復
帰
し
た
。
山
岳
旅
団
と
は
一
九
四
四
年
四
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月
に
エ
ジ
プ
ト
で
発
生
し
た
E
A
M
に
共
鳴
す
る
将
兵
の
反
乱
を
イ
ギ
リ
ス
軍
が
鎮
圧
し
た
後
に
左
翼
や
共
和
左
派
を
排
除
し
た
形
で
再

建
さ
れ
た
第
三
旅
団
で
あ
る
が
、
四
四
年
夏
に
イ
タ
リ
ア
戦
線
に
参
加
、
リ
ミ
ニ
の
攻
防
で
勇
名
を
と
ど
ろ
か
せ
て
以
来
、
山
岳
旅
団
と

通
称
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
神
聖
大
隊
は
四
四
年
四
月
当
時
チ
ュ
ニ
ジ
ア
戦
線
に
出
動
し
て
い
た
た
め
反
乱
将
兵
の
影
響
を
う
け
て
い
な

か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
亡
命
政
府
系
軍
隊
の
中
枢
は
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
リ
ス
（
囚
o
コ
ω
♂
昌
甑
8
ω
＜
①
三
三
ω
）
将
軍
ら
を
中
心
と
す
る
強
固
な
王
党
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
将
校
組
織
S
A
N
（
ω
旨
ユ
。
ω
Q
ヨ
o
ω
〉
×
δ
ヨ
9
。
一
涛
。
口
Z
Φ
8
）
に
よ
っ
て
握
ら
れ
て
お
り
、
極
め
て
王
党
派
色
の
強
い
軍
隊
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
リ
ス
は
ア
テ
ネ
復
帰
後
、
国
民
統
一
軍
の
参
謀
総
長
に
就
任
す
る
。

　
そ
の
上
、
親
独
偲
偲
政
権
下
の
治
安
大
隊
の
残
党
は
カ
ゼ
ル
タ
協
定
で
対
敵
協
力
者
と
規
定
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
処
罰
を
免
れ
、

E
A
M
攻
撃
に
狂
奔
し
て
い
た
。
ま
た
、
ア
テ
ネ
を
中
心
に
王
党
派
の
抵
抗
組
織
と
し
て
発
足
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
反
E
A
M
的
性

格
の
故
に
偉
偲
政
権
か
ら
武
器
援
助
を
う
け
、
メ
タ
ク
サ
ス
独
裁
の
残
党
を
も
吸
収
し
て
い
た
「
X
」
隊
は
イ
ギ
リ
ス
軍
の
ア
テ
ネ
進
駐

に
勢
い
づ
い
て
い
た
。
一
一
月
末
に
設
置
さ
れ
た
国
家
警
備
隊
（
Z
。
ま
p
巴
O
岳
a
ω
）
や
憲
兵
隊
に
は
治
安
大
隊
の
残
党
や
対
独
協
力
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

が
多
数
流
れ
込
ん
で
い
た
。

　
ギ
リ
シ
ャ
の
軍
隊
や
警
察
は
元
来
戦
前
の
メ
タ
ク
サ
ス
独
裁
の
下
で
王
党
派
的
、
右
翼
的
性
格
を
刻
印
さ
れ
て
い
た
上
、
枢
軸
軍
の
占

領
期
に
本
国
に
残
留
し
た
部
分
は
偲
偲
政
権
下
に
吸
収
さ
れ
た
し
、
海
外
に
亡
命
し
た
部
分
は
四
月
反
乱
の
鎮
圧
後
、
王
党
派
の
主
導
性

の
下
に
再
編
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
旧
亡
命
政
権
側
が
依
存
す
る
軍
隊
や
警
察
に
関
す
る
限
り
、
ギ
リ
シ
ャ
の
解
放
は
同
時
に
「
旧
体

制
し
の
復
活
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
パ
パ
ン
ド
レ
ウ
政
権
は
山
岳
旅
団
と
神
聖
大
隊
を
中
核
と
し
て
正
規
軍
の
創
設
を
構
想
し
、
E
」
A
S
や
E
D
E

S
に
武
装
解
除
を
求
め
た
。
当
然
、
E
A
M
側
は
E
L
A
S
の
一
方
的
解
散
の
要
求
に
反
機
、
一
時
妥
協
案
と
し
て
E
L
A
S
の
削
減
案
も

検
討
さ
れ
た
が
、
結
局
、
既
存
の
全
軍
隊
の
同
時
解
散
を
強
く
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
チ
ャ
ー
チ
ル
か
ら
の
指
示

を
う
け
あ
く
ま
で
山
岳
旅
団
、
神
聖
大
隊
を
解
散
さ
せ
な
い
よ
う
パ
パ
ン
ド
レ
ウ
政
権
に
圧
力
を
か
け
、
一
二
月
一
日
に
は
ス
コ
ピ
ー
将

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

軍
が
直
接
ギ
リ
シ
ャ
派
遣
連
合
軍
最
高
司
令
官
名
で
E
L
A
S
と
E
D
E
S
に
対
し
て
一
〇
日
ま
で
に
武
装
解
除
す
る
よ
う
命
令
し
た
。

　
ス
コ
ビ
ー
の
命
令
は
あ
た
か
も
占
領
軍
の
指
令
の
如
く
ギ
リ
シ
ャ
政
府
の
頭
越
し
に
行
わ
れ
た
。
連
合
国
の
一
員
た
る
ギ
リ
シ
ャ
に
お

い
て
で
あ
る
。
E
A
M
側
は
ス
コ
ビ
ー
の
越
権
行
為
と
し
て
反
機
し
、
命
令
を
拒
否
、
二
日
に
は
E
A
M
系
閣
僚
が
辞
職
し
た
。
三
日
に
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は
抗
議
の
集
会
と
デ
モ
が
、
四
日
に
は
ゼ
ネ
ス
ト
が
呼
び
か
け
ら
れ
た
。
解
放
間
も
な
い
ギ
リ
シ
ャ
は
一
挙
に
政
治
危
機
に
直
面
し
た
の

で
あ
る
。

　
一
二
月
三
日
朝
、
会
場
に
予
定
さ
れ
た
ア
テ
ネ
中
心
部
の
憲
法
広
場
に
集
ま
っ
て
き
た
デ
モ
隊
は
、
広
場
前
に
警
察
の
阻
止
線
が
は
ら

れ
て
い
る
の
を
発
見
、
小
ぜ
り
合
い
が
繰
り
返
さ
れ
る
中
で
、
警
官
側
が
発
砲
し
た
た
め
死
傷
者
（
死
者
は
少
い
推
定
で
七
名
、
多
い
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
で
二
一
名
、
負
傷
者
は
数
十
名
か
ら
百
数
十
名
に
の
ぼ
っ
た
と
言
わ
れ
る
）
が
続
出
す
る
惨
事
と
な
っ
た
。
折
り
し
も
、
こ
の
日
は
日

曜
日
で
あ
り
、
「
血
の
日
曜
日
」
が
ギ
リ
シ
ャ
で
も
繰
り
返
え
さ
れ
た
。
怒
り
に
燃
え
た
デ
モ
隊
は
阻
止
線
を
突
破
、
憲
法
広
場
は
六
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

人
の
群
衆
で
う
め
つ
く
さ
れ
、
な
お
数
千
人
が
周
囲
に
あ
ふ
れ
た
。

　
午
後
に
な
り
イ
ギ
リ
ス
軍
が
介
入
し
、
市
内
の
要
所
を
か
た
め
た
。
翌
四
日
早
朝
、
ス
コ
ビ
i
将
軍
は
E
L
A
3
．
に
対
し
て
七
二
時
間

以
内
に
ア
テ
ネ
、
ピ
レ
ウ
ス
か
ら
退
去
す
る
よ
う
命
令
し
た
。
他
方
、
ア
テ
ネ
、
ピ
レ
ウ
ス
の
労
働
者
は
一
斉
に
ゼ
ネ
ス
ト
に
突
入
、
前

日
の
犠
牲
者
の
枢
を
先
頭
に
し
た
デ
モ
に
も
警
察
か
ら
の
発
砲
が
く
り
か
え
さ
れ
、
怒
っ
た
デ
モ
隊
は
各
地
の
警
察
署
を
襲
撃
し
、
占
拠

し
た
。
混
乱
が
拡
大
す
る
中
で
パ
パ
ン
ド
レ
ウ
首
相
は
辞
意
を
表
明
し
、
後
任
を
自
由
党
の
ソ
フ
ー
リ
ス
（
日
冨
巨
ω
8
。
野
『
b
ゲ
。
島
m
）
に

託
そ
う
と
し
た
が
、
チ
ャ
ー
チ
ル
が
直
接
干
渉
し
、
パ
パ
ン
ド
レ
ウ
の
辞
意
を
撤
回
さ
せ
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
ソ
フ
ー
リ
ス
が
「
変
装
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

た
独
裁
制
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
と
怒
っ
た
よ
う
に
、
解
放
ギ
リ
シ
ャ
の
主
権
は
侵
害
さ
れ
て
い
た
。

　
チ
ャ
ー
チ
ル
は
同
時
に
ス
コ
ビ
i
将
軍
に
対
し
て
E
L
A
S
を
ア
テ
ネ
か
ら
一
掃
す
る
よ
う
厳
命
し
た
た
め
、
英
軍
と
E
L
A
S
と
の

直
接
的
軍
事
衝
突
は
必
至
と
な
っ
た
。

　
イ
ア
ト
リ
デ
ス
に
よ
る
と
、
当
時
の
軍
事
バ
ラ
ン
ス
は
表
1
の
通
り
で
あ
り
、
全
国
的
に
は
E
L
A
S
側
が
優
勢
で
あ
っ
た
が
、
E
L

A
S
の
主
力
は
中
部
ギ
リ
シ
ャ
に
あ
り
、
ま
た
、
エ
ピ
ル
ス
地
方
で
は
E
D
E
S
と
の
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
た
た
め
、
ア
テ
ネ
周
辺
で
動

員
可
能
な
兵
力
は
正
規
軍
八
千
、
予
備
役
一
万
～
一
・
五
万
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
政
府
軍
や
イ
ギ
リ
ス
軍
は
大
部
分
ア
テ

ネ
地
域
に
集
中
（
約
六
千
～
一
万
）
し
、
航
空
機
や
戦
車
等
の
装
備
の
点
で
も
優
越
し
て
い
た
た
め
、
E
A
M
内
部
で
は
イ
ギ
リ
ス
軍
と

の
戦
闘
に
突
入
す
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
意
見
の
対
立
が
表
面
化
し
た
。
共
産
党
は
突
入
も
や
む
な
し
と
し
た
の
に
対
し
、
社
会
党
の
ス

ヴ
ォ
ロ
ス
（
〉
一
①
×
恥
口
匹
①
R
　
ω
＜
O
一
〇
ω
）
は
交
渉
に
よ
る
戦
闘
回
避
を
主
張
、
激
論
の
末
、
ス
コ
ビ
ー
の
退
去
命
令
を
拒
否
し
、
ギ
リ
シ
ャ
政
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

側
の
諸
施
設
に
限
定
し
て
攻
撃
す
る
点
で
一
致
を
見
た
。
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表11944年12月初のギリシャにおける軍事力配置

山　岳　旅　団14…

神　聖、大　劇　…
ア
テ
ネ
政
府
側

都　市　警　察la…

臆
枷
∫

rX」隊　　　巨…
歩兵3齢団（イ・ド人）1創…

イ
ギ
リ
ス
軍

空　廷　旅団μ…
機　甲　旅　団lL…
歩　兵　連　隊1・・…

10，000

50，000ラiELAS
注latrides，　op．　cit．，　P．176．

　
一
二
月
六
日
未
明
、
主
要
官
庁
を
攻
撃
し
た
E
L
A
S
は
そ
こ
に
イ
ギ
リ

ス
が
駐
屯
し
て
い
る
の
を
発
見
、
混
乱
の
中
に
遂
に
イ
ギ
リ
ス
軍
と
E
L
A

S
軍
と
の
戦
闘
が
勃
発
し
、
戦
闘
は
全
国
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
の
中
心
的
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
は
枢
軸
軍

を
一
掃
し
た
の
も
束
の
間
に
し
て
今
度
は
他
な
ら
ぬ
連
合
軍
の
一
翼
た
る
イ

ギ
リ
ス
軍
と
の
戦
闘
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
戦
闘
は
決
し
て

「
内
戦
」
。
一
く
隣
≦
9
。
目
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
ギ
リ
シ
ャ
の
こ
の
事
態
は
現
に
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
戦
争
を
続
行
中
の
連
合
国

の
戦
争
目
的
に
照
ら
し
て
も
様
々
な
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
た
。

　
第
一
に
、
チ
ャ
ー
チ
ル
自
身
が
当
事
者
と
し
て
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
と
共
に

確
認
し
た
大
西
洋
憲
章
第
三
項
、
「
両
国
は
す
べ
て
の
国
民
が
自
ら
の
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
5

形
態
を
選
ぶ
権
利
を
尊
重
す
る
。
ま
た
、
両
国
は
強
制
的
に
主
権
と
自
治
と
　
ー

・
を
奪
わ
れ
た
国
民
に
対
し
そ
れ
ら
が
回
復
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
」
と
し

た
原
則
に
照
ら
し
て
で
あ
る
。

　
第
二
に
は
、
連
A
ロ
国
が
掲
げ
た
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
理
念
に
照
ら
し
て
解
放

　
後
の
ギ
リ
シ
ャ
で
進
行
し
始
め
た
「
旧
体
制
」
復
活
の
事
態
は
ど
う
評
価

さ
れ
る
か
、
で
あ
る
。

　
疑
問
は
当
時
か
ら
既
に
イ
ギ
リ
ス
国
内
に
お
い
て
も
、
労
働
党
や
自
由
党
の
指
導
者
、
ま
た
、
『
タ
イ
ム
ズ
』
、
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
等

の
有
力
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
も
表
明
さ
れ
て
い
た
が
、
他
の
連
合
国
、
特
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
ソ
連
は
ど
う
対
応
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
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隷
μ
。
。
↓
冨
力
9
①
o
h
＞
§
団
ぎ
9
。
舞
℃
o
＝
曹
の
．
、
蟻
〉
・
σ
q
ロ
鴇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
6

　
　
μ
凹
H
謹
ρ
噂
．
H
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
9
）
巨
託
①
゜
・
騨
§
ミ
も
o
．
b
。
8
H
q
ご
炉
。
。
．
。
。
薯
匿
き
。
・
噂
．
．
↓
冨
ぎ
ヨ
①
血
巨
①
9
喧
富
。
＝
冨
田
三
①
。
｛
≧
冨
a
、
§
》
ミ
ミ
§

　
　
向
智
蔑
ら
貸
蕊
概
h
琴
縣
肉
黛
ま
㌧
§
嵩
沁
き
聴
§
嘘
U
o
o
°
お
お
b
＆
。

（
1
0
）
寅
ま
①
ω
噛
起
．
ら
ミ
署
゜
H
°
。
ω
む
゜
。
ご
囚
。
涛
P
。
》
ら
ド
薯
゜
日
・
。
㎝
占
。
。
。
。
°

（
1
1
）
　
こ
の
時
点
の
ギ
リ
シ
ャ
共
産
党
の
方
針
に
つ
い
て
ク
ー
ス
ー
ラ
ス
は
あ
る
党
員
の
証
言
に
基
づ
い
て
一
二
月
革
命
を
め
ざ
す
武
装
降
起
が
決
定

　
　
さ
れ
た
と
評
価
（
国
o
口
ω
〇
三
。
■
9
尽
゜
織
計
℃
℃
．
b
。
O
O
山
2
）
し
て
い
る
が
、
英
軍
や
パ
パ
ン
ド
レ
ウ
側
の
能
動
性
（
ω
冨
く
ユ
彗
o
。
。
讐
9
．
亀
計
卜
⊃
島
）

　
　
な
い
し
衝
突
の
隅
発
性
（
ζ
o
Z
Φ
陣
戸
．
．
日
7
0
0
三
年
o
⇔
『
o
h
雲
α
q
露
ヨ
α
q
ぎ
〉
件
ザ
①
コ
。
。
り
O
①
8
昌
げ
臼
巳
H
㊤
匁
、
、
卜
§
恥
蔦
ら
貸
蕊
砺
旨
蔑
“
§
匙
肉
翁
馬

　
　
肉
ミ
。
鷺
§
沁
馬
鼠
鳴
§
り
O
。
ρ
一
逡
㊤
b
㎝
b
。
b
8
）
を
指
摘
す
る
見
解
が
多
い
。
E
A
M
自
体
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
Z
巴
。
昌
巴
日
ひ
①
§
断
o
⇒
宰
o
ヨ

　
　
（
国
〉
】
≦
）
”
ミ
詩
免
切
8
鉤
§
隻
N
詮
戯
－
さ
、
鼻
N
詮
距
》
け
げ
Φ
拐
噂
日
㊤
腿
㎝
を
参
照
。

（
1
2
）
　
当
時
ア
メ
リ
カ
大
使
館
付
武
官
と
し
て
事
件
を
目
撃
し
た
マ
ク
ネ
イ
ル
は
デ
モ
隊
が
非
武
装
で
あ
っ
た
こ
と
、
憲
法
広
場
の
斜
前
の
警
察
本
部

　
　
か
ら
軍
服
姿
の
男
が
飛
び
出
し
、
「
撃
て
！
」
と
叫
ん
で
、
最
初
に
発
砲
し
た
と
証
言
し
て
い
る
　
（
竃
o
Z
①
剛
一
r
O
鳶
暮
b
畿
馬
§
§
♪
唱
゜
置
O
）
。

　
　
ま
た
、
警
察
に
は
多
数
の
対
敵
協
力
者
や
メ
タ
ク
シ
ス
ト
が
流
入
し
て
い
た
た
め
彼
ら
の
党
派
的
敵
憶
心
や
報
復
へ
の
恐
怖
心
が
惨
事
の
背
景
に



　
な
っ
た
点
も
多
く
の
指
摘
が
あ
る
。
死
傷
者
数
に
つ
い
て
は
イ
ア
ト
リ
デ
ス
が
種
々
の
数
値
を
比
較
し
て
い
る
（
号
゜
ミ
‘
㍗
昌
課
）

（
1
3
）
　
］
≦
o
Z
①
≡
”
o
》
織
馬
‘
b
㍗
H
お
占
幽
軽
’

（
1
4
）
　
奪
ミ
‘
鳴
9
一
麟
占
ミ
゜

三
、
英
ソ
秘
密
合
意
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

　
一
九
四
四
年
一
二
月
三
日
、
「
血
の
日
曜
日
」
の
惨
劇
が
起
っ
た
そ
の
日
、
国
務
長
官
ス
テ
テ
ィ
ニ
ア
ス
（
国
α
≦
9
㎏
α
　
H
〃
°
　
ω
一
〇
け
け
一
ロ
一
ロ
ロ
「
）
〃

は
「
ヴ
ォ
イ
ス
・
オ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
」
を
通
じ
て
次
の
声
明
を
発
表
し
た
。

　
　
「
…
…
合
衆
国
政
府
は
引
き
続
き
他
国
の
内
政
へ
の
干
渉
を
自
制
す
る
。
連
合
軍
の
軍
事
的
安
全
が
脅
さ
れ
な
い
限
り
、
合
衆
国
は

　
い
か
な
る
友
好
国
の
い
か
な
る
政
府
に
対
し
て
も
そ
の
構
成
に
影
響
を
及
ぼ
す
積
り
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
国
民
は
当
然
な
が
ら
解
放
さ

　
れ
た
諸
国
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
や
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
諸
勢
力
の
願
望
に
共
感
を
寄
せ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
国
民
は
、
ド
イ
ツ
に
対
し
て

　
勇
敢
に
戦
っ
た
こ
れ
ら
の
諸
集
団
が
ド
イ
ッ
に
対
す
る
現
在
の
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
軍
事
作
戦
を
妨
げ
る
積
り
の
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い

　
↑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
7

　
る
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
こ
の
声
明
は
E
A
M
に
共
感
を
寄
せ
る
ギ
リ
シ
ャ
の
民
衆
に
歓
乎
の
声
で
迎
え
ら
れ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
共
産
党
の
機
関
紙
即
。
8
ω
窟
ω
器

は
そ
の
全
文
を
掲
載
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
が
ロ
ン
ド
ン
の
政
策
を
批
判
し
た
意
義
を
強
調
し
た
。
ま
た
、
マ
ク
ネ
イ
ル
の
目
撃
談
に
よ
れ

ば
、
デ
モ
隊
は
絶
え
間
な
く
「
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
」
と
叫
び
、
隊
列
の
中
に
は
多
数
の
ギ
リ
シ
ャ
国
旗
と
共
に
無
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
星
条
旗
が
ひ
る
が
え
り
、
そ
の
他
若
干
の
ソ
連
国
旗
が
あ
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
は
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
さ
ら
に
、
＝
一
月
五
日
、
ス
テ
テ
ィ
ニ
ア
ス
国
務
長
官
は
イ
タ
リ
ア
政
府
の
組
閣
問
題
に
関
連
し
て
、
合
衆
国
は
「
イ
タ
リ
ア
国
民
が

自
ら
の
政
府
の
問
題
を
外
部
か
ら
の
干
渉
な
し
に
民
主
的
方
向
に
沿
っ
て
解
決
す
る
よ
う
期
待
し
て
い
る
。
こ
の
政
策
は
領
土
が
解
放
さ

れ
た
連
合
国
の
諸
政
府
に
関
し
て
は
一
層
明
確
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
述
べ
た
。
こ
の
後
段
が
暗
に
ギ
リ
シ
ャ
の
問
題
を
差

し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ア
テ
ネ
駐
在
の
マ
グ
ヴ
ェ
イ
（
ピ
ぎ
8
ぎ
ζ
①
。
＜
o
餌
σ
q
ゴ
）
米
国
大
使
は
、
同
日
付
の
報
告
の
中
で
ア

メ
リ
カ
の
外
交
官
が
内
紛
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
全
力
を
尽
し
な
が
ら
、
同
時
に
イ
ギ
リ
ス
を
当
惑
さ
せ
な
い
よ
う
注
意
し
て
い
る

旨
打
電
し
て
い
る
。
ま
た
、
合
衆
国
海
軍
作
戦
部
長
キ
ン
グ
（
国
5
①
゜
・
骨
』
．
訳
ぎ
σ
q
）
提
督
も
同
日
、
地
中
海
艦
隊
司
令
官
ヒ
ュ
ウ
ィ
ッ
ト



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

（
寓
．
囚
゜
出
①
≦
一
茸
）
中
将
に
対
し
て
在
ギ
リ
シ
ャ
英
軍
向
物
資
の
運
搬
用
に
米
船
舶
を
使
用
さ
せ
な
い
よ
う
命
令
し
た
。

　
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
チ
ャ
ー
チ
ル
政
権
は
不
快
の
念
を
か
く
さ
な
か
っ
た
。
イ
ー
デ
ン
（
》
巳
ゴ
o
こ

国
山
魯
）
外
相
は
駐
米
大
使
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
の
態
度
は
「
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
の
方
が
類
似
の
行
動
や
コ
メ
ン
ト
を
極
め
て
慎
重
に
控
え
て

い
る
の
で
か
え
っ
て
有
害
で
あ
っ
た
」
旨
伝
達
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
ま
た
、
チ
ャ
ー
チ
ル
は
、
英
軍
と
E
L
A
S
と
の
軍
事
衝
突
が
既

に
進
行
中
で
あ
っ
た
一
二
月
九
日
に
自
ら
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
電
話
を
か
け
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
腹
心
ホ
プ
キ
ン
ズ
　
（
国
9
。
護
矯
い
゜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

頃
8
犀
ぎ
ω
）
に
対
し
て
米
船
舶
の
使
用
停
止
命
令
を
撤
回
す
る
よ
う
申
し
入
れ
た
。

　
チ
ャ
ー
チ
ル
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
批
判
は
心
外
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
同
年
の
八
月
中
旬
に
ギ
リ
シ
ャ
上
陸
作
戦
の
実
施

に
必
要
な
ア
メ
リ
カ
空
軍
の
援
助
を
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
要
請
し
た
電
報
の
中
で
、
ド
イ
ツ
軍
の
撤
退
後
E
A
M
や
共
産
党
の
蜂
起
の
可

能
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
「
私
は
、
貴
殿
が
混
乱
や
市
街
戦
の
、
ま
た
、
専
制
的
な
共
産
党
政
権
成
立
の
見
通
し
の
ど
ち
ら
も
私
以
上
に

好
ま
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
。
そ
し
て
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
が
八
月
二
六
日
付
の
返
電
の
中
で
「
ド
イ
ツ
軍
撤
退

後
ギ
リ
シ
ャ
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
十
分
な
英
軍
を
待
機
さ
せ
る
よ
う
貴
殿
が
準
備
す
る
こ
と
に
異
存
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
て
い

　
　
　
　
　
　
（
5
）

た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
一
層
重
大
な
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
ソ
連
と
の
間
で
バ
ル
カ
ン
に
関
す
る
一
種
の
「
勢
力
圏
分
割
」
の
合
意
が
存
在
し
、
合

衆
国
側
も
期
限
付
な
が
ら
そ
れ
を
了
解
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。

　
既
に
ソ
連
軍
が
ル
ー
マ
ニ
ア
国
境
内
に
入
り
、
西
進
し
て
い
た
一
九
四
四
年
五
月
三
一
日
、
チ
ャ
ー
チ
ル
は
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
電
報

を
送
り
、
①
ソ
連
は
ル
ー
マ
ニ
ア
問
題
で
主
導
性
を
発
揮
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
問
題
で
主
導
性
を
発
揮
す
る
よ
う
駐
英
ソ
連
大
使

に
提
案
し
た
こ
と
、
②
ソ
連
大
使
は
合
衆
国
の
同
意
が
あ
れ
ば
最
終
的
に
合
意
す
る
と
回
答
し
た
こ
と
、
③
こ
の
提
案
は
、
「
バ
ル
カ
マ

を
勢
力
圏
ω
喜
臼
①
o
h
一
島
ロ
魯
8
に
分
割
す
る
」
も
の
で
は
な
く
、
「
戦
時
情
勢
に
の
み
適
用
さ
れ
る
」
こ
と
、
を
通
知
し
、
了
解
を
求

め
た
。
こ
れ
に
対
し
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
六
日
一
一
日
の
返
信
の
中
で
、
そ
の
よ
う
な
協
定
が
あ
れ
ば
、
軍
事
的
決
定
も
非
軍
事
的
領
域

に
拡
大
し
、
結
局
、
勢
力
圏
分
割
に
帰
結
す
る
と
し
て
不
同
意
を
表
明
し
た
。
そ
れ
で
も
チ
ャ
ー
チ
ル
は
断
念
せ
ず
、
折
返
し
説
得
の
電

報
を
送
っ
た
。
そ
の
中
で
彼
は
、
「
ロ
シ
ア
は
ギ
リ
シ
ャ
問
題
の
主
導
権
を
我
々
に
と
ら
せ
る
用
意
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
E
A
M
と
そ
の

あ
ら
ゆ
る
悪
だ
く
み
が
ギ
リ
シ
ャ
国
民
軍
に
よ
っ
て
統
制
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
な
し
に
は
、
貴
殿
が
い
た
く
憂

198



慮
さ
れ
て
い
る
内
戦
と
国
土
の
荒
廃
が
お
こ
る
」
と
強
調
し
て
、
「
三
カ
月
の
試
験
期
間
」
と
い
う
条
件
で
の
了
解
を
求
め
た
。
結
局
、
ロ

ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
六
月
二
二
日
の
返
答
で
「
三
カ
月
の
試
験
期
間
」
と
い
う
条
件
付
で
妥
協
し
た
が
、
同
時
に
、
協
定
が
あ
く
ま
で
「
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

後
の
勢
力
圏
分
割
」
を
意
味
し
な
い
よ
う
釘
を
さ
し
た
。

　
チ
ャ
ー
チ
ル
が
こ
の
英
ソ
協
定
に
よ
っ
て
何
を
狙
っ
て
い
た
の
か
は
も
は
や
多
言
を
要
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
表
面
上
は
各
々
の
軍
事
作

戦
領
域
の
画
定
の
よ
う
に
説
明
し
な
が
ら
も
、
真
の
狙
い
は
ソ
連
と
E
A
M
と
を
分
断
し
、
E
A
M
の
孤
立
化
を
は
か
る
こ
と
に
よ
っ
て

ギ
リ
シ
ャ
に
亡
命
政
権
主
導
の
戦
後
体
制
の
創
出
を
容
易
に
し
よ
う
と
す
る
所
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
戦
争
の
戦
術
で
は
な
く
、

戦
争
の
政
治
で
あ
っ
た
。

　
し
か
も
、
こ
の
英
ソ
合
意
の
対
象
は
バ
ル
カ
ン
全
域
に
拡
大
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
ソ
連
軍
が
既
に
ブ
カ
レ
ス
ト
、
ソ
フ
ィ
ア
に
進
駐
し
、
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
の
解
放
も
間
近
か
に
迫
っ
て
お
り
、
他
方
、
イ
ギ
リ
ス
軍
も
ペ

ロ
ポ
ネ
ソ
ス
半
島
の
北
部
に
上
陸
し
て
い
た
状
況
下
の
一
〇
月
九
日
、
チ
ャ
ー
チ
ル
は
モ
ス
ク
ワ
を
訪
問
、
ス
タ
ー
リ
ン
と
の
会
談
に
入

っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
9

　
チ
ャ
ー
チ
ル
自
身
の
回
想
に
よ
る
と
、
初
日
の
席
上
、
チ
ャ
ー
チ
ル
は
「
バ
ル
カ
ン
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
で
は
な
い
か
」
と
語
り
、
　
－

表
皿
の
よ
う
な
数
値
を
書
き
込
ん
だ
メ
モ
を
ス
タ
ー
リ
ン
に
渡
し
た
と
い
う
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
し
ば
ら
く
翻
訳
さ
れ
る
の
を
聞
い
た
後
、

「
青
鉛
筆
を
取
り
出
し
て
、
大
き
な
ゾ
印
を
つ
け
、
わ
れ
わ
れ
の
ほ
う
へ
紙
を
戻
し
た
。
こ
れ
を
紙
に
書
く
ほ
ど
の
時
間
も
か
か
ら
ず
に
、

す
べ
て
が
決
っ
た
の
で
あ
る
。
」
…
…
「
こ
の
後
、
長
い
沈
黙
が
つ
づ
い
た
。
鉛
筆
で
書
か
れ
た
紙
片
は
机
の
中
央
に
置
か
れ
た
ま
ま
だ

っ
た
。
つ
い
に
私
が
口
を
開
い
た
。
『
何
百
万
の
人
々
の
運
命
に
関
す
る
問
題
を
、
こ
ん
な
無
造
作
な
や
り
方
で
処
理
し
て
し
ま
っ
た
よ

う
に
み
え
る
と
、
か
な
り
冷
笑
的
に
思
わ
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
？
．
こ
の
紙
は
焼
い
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
』
『
い
や
、
取
っ
て
お
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
V

さ
い
』
と
ス
タ
ー
リ
ン
が
い
っ
た
。
」

　
約
三
〇
年
後
に
公
開
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
側
の
関
連
文
書
に
よ
る
と
、
こ
の
メ
モ
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
の
後
モ
ロ
ト
フ
と
イ
ー
デ
ン
の
間

で
細
部
に
わ
た
る
折
衝
が
続
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
お
け
る
両
者
の
比
重
が
最
も
大
き
な
争
点
と
な
り
、
ギ
リ
シ
ャ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
ル
ー
マ
ニ
ア
に
つ
い
て
は
既
に
五
月
に
か
わ
さ
れ
て
い
た
A
ロ
意
を
再
確
認
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ャ
の
解
放
を
間
近

か
に
控
え
た
時
点
で
の
再
確
認
で
あ
る
が
故
に
、
む
し
ろ
戦
後
に
効
力
を
持
続
さ
せ
る
合
意
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。



表II　1944年10月9日英
　　　ソ首脳会談でチャー
　　　チルが提出したメモ

ルーマニア

　ロシア　　　　　　　　90％

　その他　　　　　　　　10％

ギリシャ

・ギリ・偏1錫餐）・・％

　ロシア

ユーゴスラヴィァ

ハンガリー一

ブルガリア

　ロシア

　その他

　10％
50－50％

50－50％

75％

25％

（注）左図は，C．　L．　Sulzbergerが入

手したというチャーチル・メモの写
し（C．LSulzberger，　A　Long　Row
of　Candles，　N．　Y．，1969参照。）

　
チ
ャ
ー
チ
ル
は
ス
タ
ー
リ
ン
と
の
合
意
に
達
し
た
二
日

後
、
モ
ス
ク
ワ
か
ら
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
宛
に
書
簡
を
送
り
、

バ
ル
カ
ン
に
つ
い
て
の
英
ソ
間
の
合
意
が
予
備
的
な
性
格
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
「
メ
モ
」
に
つ
い
て
は
全
く

言
及
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ハ
リ
マ
ン
（
≦
°
〉
＜
臼
Φ
F

出
碧
ユ
日
雪
）
駐
ソ
大
使
は
一
〇
月
一
二
日
に
チ
ャ
ー
チ
ル
か

ら
メ
モ
を
正
文
化
し
た
ス
タ
ー
リ
ン
宛
書
簡
を
見
せ
ら
れ
、

ロ
…
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
や
ハ
ル
の
反
接
を
予
言
し
た
た
め
、
結
局
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

正
式
の
書
簡
は
送
ら
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
合
衆
国
側
も
「
メ
モ
」
の
内
容
に
つ
い
て
当
時
既
に
知

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
合
衆
国
側
が
英
ソ
に
そ
の
不
承

認
を
通
告
し
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
む
し
ろ
、
当
時
ま
だ

国
務
長
官
だ
っ
た
ハ
ル
は
、
『
回
想
録
』
の
中
で
バ
ル
カ
ン

に
お
け
る
勢
力
圏
分
割
が
ヤ
ル
タ
会
談
に
不
幸
な
影
響
を
与

え
た
と
の
べ
、
「
こ
の
英
ソ
協
定
に
対
し
て
…
…
断
乎
た
る

戦
い
を
し
て
い
れ
ば
、
バ
ル
カ
ン
に
お
け
る
我
々
の
後
日
の

困
難
の
一
部
は
生
じ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
」
と
述
べ
て

（
1
0
）

い
る
。

　
一
九
四
四
年
六
月
時
点
で
は
コ
ニ
ケ
月
の
試
験
期
間
」
と

い
う
条
件
を
つ
け
た
に
も
拘
ら
ず
、
合
衆
国
政
府
は
一
〇
月

時
点
で
は
そ
の
条
件
の
履
行
を
英
ソ
に
迫
る
こ
と
を
放
棄
し

た
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
チ
ャ
ー
チ
ル
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
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そ
れ
は
合
衆
国
政
府
が
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
主
導
権
を
戦
後
に
お
い
て
も
了
解
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
経
過
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
行
動
を
内
政
干
渉
と
す
る
ス
テ
テ
ィ
ニ
ア
ス
国
務
長
官
の
批
判
は
迫
力
に
欠
け
る
も
の

で
あ
っ
た
。
事
実
、
＝
」
月
九
日
に
チ
ャ
ー
チ
ル
か
ら
抗
議
を
う
け
た
ホ
プ
キ
ン
ス
は
大
統
領
付
参
謀
レ
イ
ヒ
提
督
と
協
議
の
上
、
ア
メ

リ
カ
船
舶
使
用
不
許
可
命
令
を
撤
回
さ
せ
て
窺
・
以
鱗
ワ
シ
…
は
当
初
の
批
判
的
姿
勢
か
ら
転
じ
て
ギ
リ
シ
・
に
お
け
る
イ
ギ

リ
ス
の
主
導
性
を
認
め
た
上
で
そ
の
政
策
の
部
分
修
正
を
求
め
る
調
停
的
姿
勢
へ
と
転
じ
て
ゆ
く
。

　
一
二
月
一
三
日
付
の
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
チ
ャ
ー
チ
ル
宛
の
電
報
は
そ
の
変
化
を
象
徴
し
て
い
る
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
ま
ず
「
両
国

間
の
統
一
と
協
同
を
揺
が
す
も
の
は
何
も
な
い
」
こ
と
を
断
っ
た
上
で
、
「
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
現
在
の
一
連
の
事
態
の
中
で
わ
が
政
府

が
貴
殿
に
同
調
で
き
ず
に
き
た
」
の
は
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
的
政
策
と
世
論
の
反
擾
の
故
で
あ
る
と
釈
明
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
E
A
M

側
の
強
硬
姿
勢
の
基
本
的
理
由
は
国
王
の
意
図
に
対
す
る
不
信
に
あ
る
と
の
判
断
に
基
づ
き
、
①
摂
政
制
の
導
入
、
②
王
制
に
関
す
る
国

民
投
票
実
施
ま
で
国
王
の
帰
国
延
期
の
公
衆
③
総
選
挙
実
施
習
の
明
確
但
④
山
岳
旅
岡
神
聖
大
隊
を
含
適
鮭
部
隊
の
解
散
、
⑤

非
党
派
的
基
礎
に
基
づ
く
国
民
軍
の
創
設
ま
で
法
と
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
英
軍
駐
留
、
等
の
具
体
的
助
言
を
行
っ
た
。

　
当
時
、
戦
況
は
、
ア
テ
ネ
中
心
部
を
掌
握
し
た
も
の
の
、
イ
ギ
リ
ス
軍
が
周
囲
を
数
に
お
い
て
優
越
す
る
E
L
A
S
に
包
囲
さ
れ
苦
戦

し
て
じ
る
状
況
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
軍
は
、
治
安
大
隊
の
元
隊
員
等
を
投
入
し
て
国
家
警
備
隊
を
約
二
万
人
に
増
強
、
イ
タ
リ
ア
か
ら

二
個
師
団
を
空
輸
す
る
な
ど
し
て
大
勢
挽
回
に
必
死
で
あ
っ
た
。
他
方
、
E
L
A
S
の
側
は
イ
ギ
リ
ス
空
軍
の
爆
撃
や
E
D
E
S
と
の
戦

闘
勃
発
に
よ
り
兵
力
の
分
散
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り
、
戦
線
は
膠
着
の
様
相
を
呈
し
始
め
た
。
そ
の
結
果
、
ア
テ
ネ
に
急
派
さ
れ
て
い

た
マ
ク
ミ
ラ
ン
（
＝
9
。
同
o
匡
ζ
8
8
竃
9
。
口
）
弁
理
公
使
と
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
（
口
費
o
匡
≧
Φ
×
帥
巳
①
同
）
野
戦
司
令
官
は
一
二
月
一
＝
日
連
名
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

チ
ャ
ー
チ
ル
に
対
し
、
軍
事
的
解
決
は
不
可
能
で
あ
り
、
政
治
解
決
を
希
望
す
る
旨
打
電
し
た
。

　
国
内
外
で
の
批
判
の
高
ま
り
、
現
地
で
の
戦
線
膠
着
と
い
う
状
況
下
で
チ
ャ
！
チ
ル
は
二
五
日
急
拠
ア
テ
ネ
を
訪
問
、
パ
パ
ン
ド
レ
ウ

政
権
の
閣
僚
や
シ
ア
ン
ト
ス
（
0
8
品
訂
ω
冨
三
〇
ω
）
共
産
党
書
記
長
等
の
E
A
M
代
表
と
も
会
談
し
、
政
治
解
決
の
道
を
探
っ
た
。
そ
の

結
果
、
E
A
M
の
提
案
し
た
新
政
府
へ
の
大
幅
入
閣
や
全
部
隊
の
解
散
等
の
要
求
を
あ
く
ま
で
拒
否
し
た
上
、
当
初
消
極
的
で
あ
っ
た
摂

政
制
の
導
入
を
決
意
し
、
ダ
マ
ス
キ
ノ
ス
（
H
）
鋤
【
P
笛
ω
パ
一
5
0
ω
）
大
主
教
を
摂
政
と
し
、
そ
の
下
で
共
産
党
を
排
除
し
た
新
政
権
を
発
足
さ
せ

る
意
向
を
か
た
め
た
。
そ
の
上
で
チ
ャ
ー
チ
ル
は
再
び
E
L
A
S
へ
の
攻
撃
再
開
を
指
令
、
ア
テ
ネ
へ
の
猛
爆
撃
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
の
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結
果
、
E
L
A
S
は
ア
テ
ネ
か
ら
撤
退
さ
せ
ら
れ
、
不
利
な
状
況
下
で
の
休
戦
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
ダ
マ
ス
キ
ノ
ス
摂
政
案
は
元
来
リ
ー
パ
i
（
幻
Φ
α
q
言
⇔
匡
い
Φ
Φ
需
脱
）
イ
ギ
リ
ス
大
使
が
唯
一
の
打
開
策
と
し
て
一
二
月
一
〇
日
に
提
案
し

て
い
た
も
の
で
、
ア
テ
ネ
に
急
派
さ
れ
た
マ
ク
ミ
ラ
ン
も
「
穏
健
で
、
合
理
的
、
か
つ
進
歩
的
政
策
な
ら
漠
然
と
し
た
急
進
派
を
強
固
な
共

産
主
義
者
の
核
か
ら
切
り
離
し
う
る
」
と
考
え
、
共
和
派
的
色
彩
の
強
い
ダ
マ
ス
キ
ノ
ス
に
あ
え
て
白
羽
の
矢
を
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
障
害
は
「
国
王
狂
」
（
マ
ク
ミ
ラ
ン
の
表
現
）
と
言
わ
れ
る
チ
ャ
ー
チ
ル
の
説
得
、
さ
ら
に
、
国
王
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
ニ
世
そ
の
人

の
了
解
を
い
か
に
と
り
つ
け
る
か
に
あ
っ
た
。
こ
の
説
得
工
作
で
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
果
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
。
先
の
一
二
月
＝
二

日
付
の
電
報
で
彼
は
、
チ
ャ
ー
チ
ル
に
摂
政
制
を
勧
告
し
て
い
た
し
、
チ
ャ
ー
チ
ル
が
大
主
教
擁
立
を
決
断
（
一
二
月
二
七
日
）
し
た
翌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

日
に
は
ギ
リ
シ
ャ
国
王
に
対
し
て
説
得
の
電
報
を
送
っ
て
い
る
。

　
結
局
、
一
二
月
三
〇
日
、
国
王
は
ダ
マ
ス
キ
ノ
ス
大
主
教
を
摂
政
に
任
命
。
翌
年
一
月
三
日
、
ダ
マ
ス
キ
ノ
ス
の
任
命
に
よ
り
共
和
派

の
プ
ラ
ス
テ
ィ
ラ
ス
（
一
4
一
7
0
一
p
δ
O
ω
　
℃
一
帥
o
励
自
「
9
0
ω
）
将
軍
を
首
相
と
す
る
自
由
党
等
共
和
派
主
体
の
内
閣
が
誕
生
し
た
が
、
E
A
M
は
排
除
さ

れ
た
。
一
方
、
休
戦
協
定
は
ス
コ
ビ
ー
将
軍
と
E
L
A
S
と
の
間
で
一
月
一
一
日
に
締
結
さ
れ
、
「
一
二
月
戦
闘
」
は
約
一
カ
月
で
終
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
2

し
た
。
次
い
で
二
月
二
日
よ
り
、
プ
ラ
ス
テ
ィ
ラ
ス
政
府
と
E
A
M
中
央
委
員
会
と
の
間
で
政
治
軍
事
問
題
の
交
渉
が
行
わ
れ
、
難
航
の
　
2

末
、
一
二
日
に
よ
う
や
く
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。

　
全
九
条
よ
り
な
る
協
定
で
は
、
そ
の
前
文
で
政
府
側
が
大
西
洋
憲
章
や
テ
ヘ
ラ
ン
会
談
の
決
定
に
基
づ
く
自
由
権
の
尊
重
等
を
誓
約
し

た
上
で
、
表
現
、
結
社
の
自
由
や
団
結
権
の
尊
重
（
一
条
）
、
戒
厳
令
の
撤
廃
（
二
条
）
、
対
敵
協
力
者
の
公
職
追
放
（
七
条
）
、
警
察
・
憲

兵
隊
の
粛
清
（
八
条
）
、
等
の
民
主
化
措
置
が
約
束
さ
れ
、
E
A
M
や
共
産
党
の
合
法
政
党
と
し
て
の
地
位
が
保
障
さ
れ
た
。
ま
た
、
政

治
犯
へ
の
恩
赦
（
三
条
）
や
人
質
の
釈
放
（
四
条
）
が
決
定
さ
れ
る
と
共
に
、
一
二
月
戦
闘
の
最
大
の
契
機
と
な
っ
た
軍
隊
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
E
L
A
S
の
武
装
解
除
が
規
定
さ
れ
な
が
ら
神
聖
大
隊
は
そ
の
ま
ま
統
一
国
民
軍
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
五
、
六

条
）
。
最
後
に
、
政
治
体
制
を
決
定
す
る
国
民
投
票
を
年
内
に
実
施
し
た
上
で
、
制
憲
議
会
選
挙
を
行
う
こ
と
、
そ
の
選
挙
監
視
団
派
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

を
連
合
国
に
要
請
す
る
こ
と
（
九
条
）
、
以
上
で
あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
、
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
は
、
そ
の
政
治
条
項
に
お
い
て
は
、
連
合
国
の
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
理
念
を
解
放
ギ
リ
シ
ャ
に
適
用
し
た
戦
後

民
主
化
憲
章
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
、
そ
の
軍
事
条
項
に
お
い
て
は
、
変
革
的
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
軍
隊
の
解
体
、
極
右
的
・
王
党
派



的
軍
隊
を
主
体
と
し
た
国
民
軍
の
創
設
、
つ
ま
り
、
「
旧
体
制
」
の
再
編
・
継
続
を
暗
示
さ
せ
た
。
当
時
の
ギ
リ
シ
ャ
の
権
力
構
造
は
、

ダ
マ
ス
キ
ノ
ス
摂
政
制
と
プ
ラ
ス
テ
ィ
ラ
ス
政
権
発
足
の
下
で
共
和
派
主
流
の
行
政
府
が
始
動
し
は
じ
め
た
も
の
の
、
イ
ギ
リ
ス
軍
の
駐

留
下
で
極
右
的
・
王
党
派
的
軍
隊
が
温
存
・
強
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
二
重
構
造
の
特
徴
を
も
ち
、
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
の
民
主
化
条
項
が

実
施
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
武
装
解
除
と
交
替
に
合
法
的
地
位
を
与
え
ら
れ
た
抵
抗
運
動
の
動
向
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
権
力
構
造
が

民
主
的
に
改
革
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
た
。

　
丁
度
同
じ
頃
、
米
英
ソ
三
国
首
脳
は
ヤ
ル
タ
に
会
し
て
大
戦
末
期
の
戦
争
遂
行
と
戦
後
構
想
を
協
議
し
た
。
そ
の
議
定
書
の
第
二
章
、

「
解
放
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
関
す
る
宣
言
」
の
中
で
は
、
三
国
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
被
解
放
国
や
旧
枢
軸
衛
星
国
に
お
い
て
「
す
べ
て
の
民
主
勢

力
を
広
汎
に
代
表
す
る
臨
時
政
府
を
樹
立
」
し
、
早
期
に
「
自
由
選
挙
」
を
実
施
す
る
よ
う
援
助
す
る
点
で
合
意
し
た
。

　
こ
の
条
項
は
後
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
は
じ
め
東
欧
諸
国
の
戦
後
体
制
の
評
価
の
尺
度
と
な
り
、
米
英
と
ソ
連
と
の
間
で
激
し
い
論
争
の
種

と
な
る
が
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
の
場
合
に
も
等
し
く
適
用
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
軍
事
干
渉
は
何
故
か
不
問
に
付
さ
れ

た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
3

　
ヤ
ル
タ
会
談
の
第
五
総
会
の
合
衆
国
側
議
事
録
に
よ
る
と
、
「
ス
タ
ー
リ
ン
は
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
の
行
動
を
批
判
し
た
り
、
　
2

干
渉
し
た
り
す
る
意
図
は
な
い
、
た
だ
何
が
進
行
し
て
い
る
の
か
知
り
た
い
だ
け
だ
と
繰
り
返
し
た
」
と
い
う
。
さ
ら
に
、
第
六
回
総
会

で
は
「
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
を
完
全
に
信
頼
し
て
い
る
」
と
ス
タ
ー
リ
ン
は
語
っ
た
と
い
う
。
ソ
連
側
の
公
文
書
に
よ

っ
て
も
後
日
（
四
月
二
四
日
）
ス
タ
ー
リ
ン
が
ト
ル
ー
マ
ン
宛
の
書
簡
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
「
ギ
リ
シ
ャ
に
は
真
に
代
議
制
的
な
政
府
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
私
は
知
り
ま
せ
ん
。
…
…
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
問

題
に
干
渉
し
よ
う
と
い
う
野
心
も
も
た
な
か
っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
安
全
に
と
っ
て
の
、
ベ
ル
ギ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
ギ
リ
シ
ャ
の
あ
ら
ゆ
る
意
義
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
」

　
実
際
、
一
二
月
戦
闘
の
最
中
で
も
『
プ
ラ
ウ
ダ
』
や
『
イ
ズ
ヴ
ェ
ス
チ
ア
』
は
沈
黙
を
守
っ
た
。
ま
た
、
チ
ャ
ー
チ
ル
と
の
交
渉
が
決

裂
し
、
イ
ギ
リ
ス
軍
の
新
た
な
攻
撃
に
E
L
A
S
が
苦
戦
し
て
い
る
最
中
の
一
二
月
末
に
、
ソ
連
政
府
は
ア
テ
ネ
に
新
大
使
派
遣
を
通
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

し
、
パ
パ
ン
ド
レ
ウ
政
権
側
を
喜
ば
せ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
ソ
連
の
対
応
は
、
単
な
る
不
干
渉
政
策
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
千
渉

の
黙
認
政
策
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
英
ソ
「
一
〇
月
合
意
」
が
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ギ
リ
シ
ャ
共
産
党
や
E
A
M
の



運
動
は
バ
ル
カ
ン
地
域
に
お
け
る
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
の
昂
揚
の
一
環
に
あ
り
な
が
ら
、
大
国
間
の
取
引
に
よ
っ
て
「
西
側
地
域
」
と
し

て
分
断
さ
れ
、
孤
立
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
、
い
わ
ば
境
界
地
域
の
変
革
運
動
と
し
て
の
困
難
さ
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
場
合
は
、
「
一
〇
月
合
意
」
の
直
接
的
当
事
者
で
は
な
い
が
故
に
、
一
二
月
戦
闘
の
当
初
は
イ
ギ
リ
ス
へ

の
率
直
な
批
判
が
語
ら
れ
た
。
世
界
大
の
自
由
化
を
め
ざ
す
改
革
的
戦
後
世
界
構
想
か
ら
す
れ
ば
「
勢
力
圏
分
割
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

な
チ
ャ
ー
チ
ル
の
保
守
的
戦
後
構
想
と
は
原
理
的
に
対
立
す
る
所
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
提
唱
し
た
「
四
人
の
警
察

官
」
構
想
が
国
連
安
全
保
障
理
事
会
に
お
け
る
「
大
国
一
致
」
の
原
則
と
し
て
結
実
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
ヤ
ル
タ
会
談
に
お
い
て
で
あ
っ

た
こ
と
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
ヤ
ル
タ
の
決
定
は
元
来
民
族
自
決
の
尊
重
と
大
国
主
導
の
世
界
運
営
と
い
う
二
律
背
反
的
性
格
を
も
っ
て

い
た
。
そ
の
上
、
伝
統
的
な
英
米
協
調
の
枠
組
は
戦
争
遂
行
の
当
初
か
ら
東
部
地
中
海
域
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
主
導
性
の
尊
重
と
し
て
発

現
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
世
界
大
の
自
由
化
構
想
の
前
提
に
は
当
然
社
会
主
義
的
体
制
変
革
の
阻
止
と
い
う
動
機
が
含
ま
れ
て
い
た
が

故
に
、
合
衆
国
側
の
イ
ギ
リ
ス
批
判
は
、
原
理
的
な
批
判
と
い
う
よ
り
、
政
策
の
部
分
的
修
正
を
求
め
る
立
場
へ
と
後
退
せ
ざ
る
を
得
な

い
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
4

　
但
し
、
修
正
の
焦
点
の
一
つ
が
摂
政
制
の
導
入
で
あ
っ
た
点
は
注
目
に
値
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
合
衆
国
の
政
治
風
土
に
は
反
君
主
　
2

制
の
伝
統
が
あ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
間
で
も
共
和
主
義
者
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
上
に
、
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
国
王
が
メ
タ
ク
サ
ス

独
裁
の
誕
生
に
加
担
し
た
こ
と
も
加
わ
り
、
一
九
四
三
年
七
月
に
亡
命
政
権
を
承
認
し
て
か
ら
も
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
は
、
政
権
基

盤
の
拡
大
や
立
憲
君
主
制
へ
の
改
変
を
希
望
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、
一
二
月
戦
闘
の
拾
収
段
階
で
「
国
王
狂
」
の
チ
ャ
ー
チ
ル
を
説
得
し

て
、
共
和
色
の
強
い
大
主
教
を
摂
政
に
し
、
国
王
の
復
帰
を
国
民
投
票
の
結
果
が
で
る
ま
で
延
期
さ
せ
た
こ
と
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
と

し
て
は
修
正
工
作
の
成
功
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
全
部
隊
の
解
体
と
い
う
勧
告
は
と
り
入
れ
ら
れ
ず
、
E
A
M
を
政
権
か
ら
締
め
出
し
た

形
で
の
摂
政
制
の
導
入
は
、
ウ
ィ
ッ
ト
ナ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
E
A
M
内
の
共
産
党
の
孤
立
化
を
狙
う
「
ソ
フ
ィ
ス
ト
ケ
ー
ト
さ
れ
た
反

共
戦
略
へ
の
英
米
の
収
敏
」
を
意
味
し
た
。
一
九
四
三
年
八
月
以
来
ギ
リ
シ
ャ
に
は
三
百
人
も
の
戦
略
情
報
局
（
O
S
S
）
の
要
員
が
派
遣

さ
れ
、
E
A
M
と
も
接
触
す
る
中
で
イ
ギ
リ
ス
の
ギ
リ
シ
ャ
政
策
に
疑
問
を
抱
き
、
E
A
M
と
共
和
派
（
＜
曾
凶
N
巴
ω
併
）
の
連
合
に
よ
る
戦
後

体
制
を
構
想
す
る
部
分
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
採
用
す
る
所
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
は
、
反

E
A
M
の
前
提
を
変
え
ず
に
、
王
党
派
中
心
の
体
制
に
共
和
派
的
色
彩
を
抽
入
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
王
党
派
軍
隊
の
解



体
が
実
行
さ
れ
ず
、
先
に
述
べ
た
権
力
の
二
重
構
造
が
残
る
中
で
果
し
て
こ
の
政
策
が
ど
れ
だ
け
の
実
効
性
を
も
つ
の
か
が
問
わ
れ
て
い

た
。
む
し
ろ
、
合
衆
国
政
府
は
イ
ギ
リ
ス
に
政
策
の
部
分
修
正
を
さ
せ
た
が
故
に
、
以
後
選
挙
監
視
等
の
形
で
責
任
の
一
端
を
負
わ
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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゜
9
譜
置
①
1
置
8

（
1
5
）
巨
邑
。
の
”
魯
・
禽
爵
噂
や
ω
b
。
o
山
卜
。
介
、
肉
竃
L
詮
距
ぎ
ト
ミ
き
円
曹
≧
§
・
肉
§
節
㌧
く
ミ
3
≦
9
ω
ま
p
o
q
8
P
H
8
P
寧
H
o
甲

　
μ
置
゜

（
1
6
）
　
冤
霧
”
9
ミ
醇
、
、
§
ミ
§
寄
馬
ミ
§
“
ミ
ミ
ミ
℃
乏
ρ
。
．
■
ず
一
『
α
q
8
P
お
㎝
伊
　
噂
や
刈
o
。
b
⊃
嫡
。
。
q
ω
…
ソ
同
盟
外
務
省
編
、
川
内
唯
彦
、
松
本
滋
訳

　
『
米
英
ソ
秘
密
外
交
書
簡
・
米
ソ
篇
』
（
大
月
書
店
、
一
九
五
七
年
）
二
〇
五
頁
。

（
1
7
）
厨
q
乙
o
ω
曽
号
’
瓢
“
‘
唱
゜
b
。
b
。
同
…
国
o
開
P
号
゜
職
2
㍗
お
ご
斎
藤
「
ギ
リ
シ
ャ
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
と
ソ
連
」
一
四
頁
、
ク
シ
デ
ィ
ス
は
一
九

　
五
五
年
の
論
文
で
は
一
二
月
事
件
に
ソ
連
は
「
中
立
的
」
と
評
価
し
な
が
ら
、
六
三
年
の
著
作
で
は
「
歴
史
的
状
況
証
拠
」
な
る
曖
昧
な
根
拠
を

　
あ
げ
て
ソ
連
の
関
与
を
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
×
且
一
ω
噂
§
．
鳥
譜
℃
や
認
⑩
－
㎝
ω
O
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
6

（
1
8
）
　
≦
葺
器
さ
愚
゜
禽
翌
一
ω
㎝
占
ω
①
”
置
ρ
鼠
ご
囚
o
涛
P
息
゜
禽
外
”
竈
」
♂
山
謡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

四
、
ヴ
ァ
ル
ギ
ザ
協
定
の
空
洞
化

　
　
「
我
々
の
武
装
闘
争
は
終
っ
た
。
E
」
A
S
は
解
散
す
る
。
三
年
近
く
も
の
問
、
諸
君
は
犠
牲
的
か
つ
英
雄
的
精
神
で
知
ら
れ
た
対

　
決
を
通
し
て
侵
略
者
と
激
し
く
戦
っ
た
。
…
…
諸
君
の
偉
業
を
誇
り
に
思
っ
て
い
る
。
諸
君
は
諸
君
の
国
に
対
す
る
義
務
を
果
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
家
に
帰
っ
た
暁
に
は
、
良
き
市
民
と
な
り
、
諸
君
の
民
主
主
義
的
理
想
を
追
求
し
続
け
て
く
れ
。
…
…
」

　
一
九
四
五
年
二
月
一
六
日
、
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
締
結
の
四
日
後
、
E
L
A
S
の
総
司
令
官
サ
ラ
フ
ィ
ス
（
ω
什
①
h
。
8
°
■
ω
胃
9
。
診
）
は
部
下
の

将
兵
に
武
装
解
除
を
指
令
し
た
。
大
部
分
の
将
兵
は
武
器
の
引
き
渡
し
に
応
じ
、
約
四
万
一
千
も
の
ラ
イ
フ
ル
銃
と
ほ
ぼ
同
数
の
そ
の
他

の
武
器
が
供
出
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
あ
く
ま
で
武
力
抵
抗
を
主
張
し
、
少
数
の
部
隊
で
山
岳
部
に
た
て
こ
も
っ
た
者
も
あ
っ
た
が
、
三
カ
月
後
に
は
政
府
軍
に
よ

っ
て
潰
滅
さ
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
亡
命
し
た
者
も
あ
り
、
そ
の
数
は
三
～
四
千
人
に
及
ん
だ
と
言
わ
れ
る
。
さ
ら



に
、
戦
争
中
ス
ラ
ヴ
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
民
族
解
放
戦
線
（
S
N
O
F
）
を
組
織
し
て
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
闘
争
を
続
け
て
い
た
少
数
民
族
マ
ケ
ド

ニ
ア
人
の
場
合
に
は
、
ア
テ
ネ
政
権
に
よ
る
政
治
的
か
つ
民
族
的
な
二
重
の
弾
圧
を
恐
れ
、
二
万
五
千
人
位
が
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
や
ブ

ル
ガ
リ
ア
に
亡
命
し
た
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
残
っ
た
人
々
の
間
で
は
抵
抗
組
織
が
再
編
さ
れ
、
民
族
解
放
戦
線
（
N
O
F
）
が
こ
の
頃

　
　
　
　
　
　
（
2
）

結
成
さ
れ
た
と
い
う
。

　
E
A
M
の
中
で
も
動
揺
が
あ
っ
た
。
既
に
一
二
月
の
「
血
の
日
曜
日
事
件
」
の
直
後
、
イ
ギ
リ
ス
軍
と
の
軍
事
衝
突
の
回
避
を
主
張
し

て
い
た
社
会
党
の
ス
ヴ
ォ
ロ
ス
や
ツ
ィ
リ
モ
コ
ス
（
国
証
ω
日
ω
三
日
o
ざ
ω
）
ら
は
E
A
M
を
脱
退
し
、
四
月
一
八
日
に
人
民
民
主
同
盟
・
ギ
リ

シ
ャ
社
会
党
（
E
L
D
・
S
K
E
）
を
結
成
し
た
。
そ
の
数
は
少
数
で
あ
っ
た
が
、
か
っ
て
E
A
M
が
臨
時
政
府
的
役
割
を
期
待
し
て
一
九

四
四
年
三
月
に
樹
立
し
た
国
民
解
放
政
治
委
員
会
（
P
E
E
A
）
の
議
長
で
あ
っ
た
元
ア
テ
ネ
大
学
教
授
ス
ヴ
ォ
ロ
ス
の
脱
退
は
、
E
A
M

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
V

の
統
一
戦
線
的
色
彩
を
弱
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
他
方
、
E
L
A
S
の
武
装
解
除
に
対
応
し
て
イ
ギ
リ
ス
軍
の
分
遣
隊
が
四
月
初
め
ま
で
に
は
主
要
都
市
に
進
駐
し
た
が
、
中
部
・
北
部

を
中
心
と
し
て
E
A
M
は
依
然
多
大
な
政
治
的
影
響
を
残
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、
政
府
軍
や
国
家
警
備
隊
は
徐
々
に
そ
の
進
駐
地
域
を
拡

大
せ
ざ
る
を
得
ず
、
全
国
的
に
国
家
警
備
隊
が
配
置
さ
れ
る
の
は
よ
う
や
く
五
月
中
旬
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
過
程
で
約
四
千

の
隠
匿
武
器
が
摘
発
さ
れ
た
が
、
同
時
に
、
合
法
的
手
続
ぬ
き
の
逮
捕
や
投
獄
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
み
か
、
左
翼
へ
の
報
復
的
な
暴
行
が

頻
発
し
、
摘
発
さ
れ
た
武
器
は
極
右
的
私
党
の
武
装
に
役
立
て
ら
れ
る
場
合
す
ら
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
枢
軸
占
領
下
の
擁
偲
政
権
と
繋
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
あ
っ
た
X
隊
は
こ
の
間
勢
力
を
急
増
さ
せ
、
秋
ま
で
に
は
公
称
二
〇
万
に
達
し
た
と
い
う
。
E
L
A
S
は
武
装
解
除
に
応
じ
て
い
っ
た

に
も
拘
ら
ず
、
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
で
確
認
さ
れ
た
市
民
的
自
由
権
や
E
A
M
も
含
め
た
政
党
活
動
の
自
由
の
保
障
の
条
項
は
、
軍
隊
や
警

察
の
党
派
的
性
格
の
故
に
当
初
か
ら
空
文
化
の
危
機
に
直
面
し
て
い
た
。

　
そ
も
そ
も
王
党
派
は
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
の
締
結
に
反
対
で
あ
っ
た
た
め
、
協
定
の
実
施
は
ひ
た
す
ら
共
和
派
政
権
の
肩
に
か
か
っ
て
い

た
。
と
り
わ
け
、
非
党
派
的
な
統
一
国
民
軍
の
創
設
が
難
問
で
あ
っ
た
。
既
に
述
べ
た
様
に
、
旧
亡
命
政
府
系
の
軍
隊
は
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
リ

ス
ら
S
A
N
に
結
集
す
る
王
党
派
将
校
に
掌
握
さ
れ
て
お
り
、
共
和
派
将
校
は
メ
タ
ク
サ
ス
独
裁
成
立
以
前
に
現
役
で
あ
っ
た
高
令
者
に

限
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
プ
ラ
ス
テ
ィ
ラ
ス
首
相
は
同
世
代
の
共
和
派
将
校
を
司
令
官
ク
ラ
ス
に
任
命
し
、
参
謀
次
長
で
あ
っ
た
ヴ
ェ

ン
テ
ィ
リ
ス
の
更
送
を
指
示
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
軍
事
使
節
団
の
反
対
に
会
い
、
計
画
は
挫
折
し
た
。
建
前
上
は
勧
告
権
を
も
つ
に
す
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（
5
）

ぎ
な
い
軍
事
使
節
団
が
事
実
上
占
領
軍
の
如
く
命
令
権
を
行
使
し
た
の
で
あ
っ
た
コ

　
軍
隊
の
中
枢
に
お
け
る
王
党
派
の
主
導
権
が
揺
が
な
か
っ
た
結
果
、
国
民
軍
全
体
の
再
編
に
も
党
派
的
な
性
格
が
刻
印
さ
れ
た
。
S
A

N
派
の
将
校
が
任
命
権
を
握
る
こ
と
に
よ
り
山
岳
旅
団
や
神
聖
大
隊
が
再
編
国
民
軍
の
中
核
に
す
わ
る
一
方
、
旧
E
L
A
S
の
将
兵
は
武

装
解
除
に
応
じ
た
に
も
拘
ら
ず
、
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
。
警
察
の
再
編
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ス
テ
ィ
ラ
ス
政
権
の
ラ
リ
ス

内
相
（
℃
⑦
臨
9
①
゜
。
カ
9
。
旨
切
）
は
一
九
四
五
年
一
月
末
に
対
敵
協
力
者
を
粛
清
し
て
警
察
を
再
組
織
す
る
様
指
示
し
た
が
、
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
締

結
直
後
に
メ
タ
ク
サ
ス
独
裁
時
代
の
治
安
関
係
者
ヴ
ラ
ホ
ス
（
ω
一
日
①
O
昌
　
く
一
〇
ゴ
O
ω
）
将
軍
が
首
相
直
属
治
安
問
題
次
官
に
就
任
し
た
た
め
、

ラ
リ
ス
内
相
は
抗
議
し
て
辞
任
、
粛
清
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
、
左
翼
に
対
す
る
取
締
り
は
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
を
無
視
し
た

形
で
苛
烈
を
き
わ
め
、
共
産
党
側
は
協
定
締
結
後
の
ニ
カ
月
間
に
＝
二
五
人
が
殺
さ
れ
、
七
五
一
〇
人
が
不
当
逮
捕
さ
れ
た
と
抗
議
し
た
。

当
時
の
警
察
力
は
国
家
警
備
隊
が
類
似
の
機
能
を
果
し
た
他
、
憲
兵
隊
（
約
一
万
二
千
人
）
、
都
市
警
察
（
約
四
千
人
）
、
特
殊
治
安
部
隊
等

か
ら
構
成
さ
れ
、
こ
こ
に
も
イ
ギ
リ
ス
警
察
使
節
団
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
が
、
協
定
揉
踊
の
現
実
は
変
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
合
衆
国

側
の
O
S
S
の
分
析
に
お
い
て
も
「
協
定
が
実
行
さ
れ
な
い
限
り
、
あ
り
う
る
方
向
は
メ
タ
ク
サ
ス
の
場
合
と
す
く
な
く
と
も
同
程
度
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

権
力
主
義
的
か
つ
無
慈
悲
な
警
察
国
家
で
あ
る
…
…
」
と
警
告
さ
れ
て
い
た
。

　
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
が
空
洞
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
危
機
を
感
じ
た
E
A
M
側
は
三
月
中
旬
連
合
国
の
外
交
使
節
に
対
し
て
ヤ
ル
タ
協
定
や

ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
の
実
施
を
監
視
す
る
連
合
国
委
員
会
の
設
置
を
求
め
る
要
請
文
を
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
マ
ク
ヴ
ェ
イ
米
国
大
使

は
「
ア
メ
リ
カ
世
論
は
決
し
て
い
か
な
る
種
類
の
専
制
も
支
持
し
な
い
が
、
わ
が
政
府
は
解
放
さ
れ
た
諸
国
に
統
治
機
関
を
創
設
し
た
り

は
し
な
い
」
旨
回
答
し
た
。
ま
た
、
モ
ス
ク
ワ
か
ら
の
報
道
は
ギ
リ
シ
ャ
警
察
の
行
動
を
非
難
し
た
が
、
ソ
連
政
府
の
具
体
的
対
応
は
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ら
れ
ず
、
結
局
、
E
A
M
側
の
要
請
は
無
視
さ
れ
た
。

　
そ
の
上
、
共
和
派
の
プ
ラ
ス
テ
ィ
ラ
ス
首
相
は
王
党
派
の
新
聞
か
ら
戦
時
中
に
対
独
協
力
の
疑
い
が
あ
る
と
非
難
さ
れ
、
結
局
、
四
月

七
日
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
後
任
に
は
、
元
共
和
派
な
が
ら
、
大
戦
末
期
に
エ
ジ
プ
ト
で
起
っ
た
親
E
A
M
の
将
兵
反
乱
を

鎮
圧
し
て
以
来
王
党
派
の
色
彩
を
強
め
て
い
た
ヴ
ル
ガ
リ
ス
（
剛
。
胃
o
ω
＜
o
巳
σ
q
。
。
『
一
ω
）
提
督
が
就
任
し
、
陸
・
海
軍
出
身
者
が
多
く
入
閣
し

（
8
）

た
。　

共
和
派
か
ら
の
入
閣
も
あ
っ
た
が
、
全
体
と
し
て
政
権
の
右
傾
化
は
否
め
ず
、
白
色
テ
ロ
は
一
向
に
や
む
気
配
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
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衷II　1936年1月選挙における政党別議席数

132
　
派

　
党

　
王

政　党　名（鱒者名）　｝灘数
自由党（・・…1・・G㏄・・…V・n・ze1・・）1　127

人民党（P．Tsaldaris）　　　　1　69

国民民主党（G．Kondylis）

｝63
独立党（J。Theotokis）

舳榊党（エM…x・・）　　　　1　　・

共産党（凡Zach・…d・）　　　1　・5
注OSS，　Cf冨‘A∬厩r5　Handbook　on　Greece，　Section　II，　on　Governmen彦and

　　　A」dministration，　pp．78－79，

故
、
前
首
相
プ
ラ
ス
テ
ィ
ラ
ス
を
含
め
た
、
ソ
フ
ー
リ
ス
（
↓
冨
∋
一
ω
8
島
。
。
ω
o
h
o
巳
剛
ω
自
由

党
）
、
カ
フ
ァ
ン
ダ
リ
ス
（
O
①
o
お
①
囚
帥
h
帥
民
巴
ω
進
歩
党
）
、
ツ
ー
デ
ロ
ス
（
国
ヨ
ヨ
9
。
窪
巴

目
8
＆
Φ
8
ω
）
の
共
和
派
政
治
指
導
者
は
、
六
月
初
め
ヴ
ル
ガ
リ
ス
首
相
に
次
の
警
告
を
発

し
た
。

　
「
昨
年
一
二
月
の
事
件
以
降
、
極
右
に
よ
っ
て
全
国
的
に
ひ
き
起
さ
れ
た
テ
ロ
活
動
は

．
日
増
し
に
悪
化
し
て
い
る
。
そ
の
性
格
と
程
度
は
今
や
王
党
派
で
な
い
市
民
の
生
活
を
不

可
能
に
す
る
程
で
あ
り
、
自
由
な
国
民
投
票
や
選
挙
の
準
備
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
妨

　
　
　
（
9
）

げ
て
い
る
。
」

　
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
の
空
洞
化
は
E
A
M
以
外
の
共
和
派
に
と
っ
て
も
脅
威
で
あ
っ

た
。
当
時
、
反
共
リ
ベ
ラ
ル
の
立
場
を
と
る
主
な
政
党
に
は
自
由
党
（
℃
巨
①
8
＜
子
9
0
コ

内
o
ヨ
日
9
。
）
、
進
歩
党
（
勺
『
O
．
O
α
⑦
く
二
犀
O
口
　
｝
〈
O
ヨ
ヨ
9
◎
）
、
国
民
統
一
党
（
E
E
K
、
党
首
”

囚
き
Φ
＝
o
娼
o
巳
o
ω
）
等
が
あ
り
、
G
・
パ
パ
ン
ド
レ
ウ
の
社
会
民
主
党
（
S
D
K
）
も
近
い

立
場
に
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
表
互
に
示
さ
れ
る
通
り
、
メ
タ
ク
サ
ス
独
裁
の
成
立
ま
で

両
大
期
間
期
の
ギ
リ
シ
ャ
議
会
の
勢
力
を
二
分
す
る
力
を
発
揮
し
た
E
・
ヴ
ェ
ニ
ゼ
ロ
ス

（
匹
①
｛
臣
臼
凶
o
ω
＜
①
巴
N
g
o
ω
）
の
流
れ
を
汲
む
自
由
党
が
最
大
の
政
党
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

枢
軸
占
領
下
で
不
活
擾
で
あ
っ
た
た
め
、
E
A
M
に
流
れ
た
支
持
者
も
多
く
、
解
放
後
の

一
九
四
五
年
二
月
初
め
か
ら
政
党
活
動
を
再
開
し
た
が
、
組
織
の
弱
体
、
指
導
者
の
老
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

化
と
対
立
、
綱
領
の
不
明
確
さ
等
の
た
め
影
響
力
を
後
退
さ
せ
て
い
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
王
党
派
の
側
で
は
一
九
四
五
年
一
月
末
に
は
ツ
ァ
ル
ダ
リ
ス
（
囚
o
房
・

3
⇒
一
ぎ
o
ω
日
゜
。
9
。
包
Φ
『
一
ω
）
等
を
中
心
に
人
民
党
が
再
建
さ
れ
、
二
月
中
旬
ま
で
に
は
全
国
に

支
部
を
設
置
し
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
保
護
も
あ
っ
て
、
王
党
派
の
中
核
的
政
党
に
な
っ
て

い
っ
た
。
し
か
も
、
E
A
M
の
進
出
に
脅
威
を
感
じ
て
い
た
富
裕
階
級
が
、
戦
前
に
共
和

209



派
で
あ
っ
た
者
を
含
め
、
戦
後
に
は
大
多
数
が
王
党
派
支
持
に
結
集
し
て
い
た
た
め
、
人
民
党
は
巨
額
の
政
治
資
金
を
獲
得
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
の
上
、
O
S
S
の
情
報
に
よ
る
と
、
ツ
ァ
ル
ダ
リ
ス
ら
は
左
翼
の
排
斥
を
め
ざ
し
て
憲
兵
隊
や
特
殊
治
安
部
隊
と
も
連
絡

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

を
と
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
、
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
の
締
結
に
も
反
対
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
人
民
党
は
警
察
や
軍
隊
に
よ
る
反
対
党
へ

の
弾
圧
や
X
隊
等
の
極
右
勢
力
に
よ
る
テ
ロ
活
動
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
、
同
時
に
、
反
共
の
政
治
的
精
神
的
支
柱
と
し
て
王
制
を
位
置
づ

け
、
早
く
か
ら
国
王
の
早
期
復
帰
を
主
張
す
る
と
共
に
、
「
大
ギ
リ
シ
ャ
主
義
」
を
標
榜
し
て
、
戦
後
の
講
和
を
機
に
領
土
の
拡
大
を
唱

導
し
て
い
た
。

　
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
の
死
文
化
が
進
行
す
る
中
で
E
A
M
と
そ
の
中
核
を
な
す
共
産
党
の
動
向
が
注
目
さ
れ
た
。
E
L
A
S
の
武
装
解
除

後
も
E
A
M
は
合
法
的
政
治
組
織
と
し
て
の
権
利
を
主
張
し
、
存
続
し
た
。
そ
の
後
、
人
民
民
主
同
盟
・
ギ
リ
シ
ャ
社
会
党
の
脱
退
に
よ

っ
て
連
合
の
幅
は
狭
ま
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
共
産
党
の
他
、
ギ
リ
シ
ャ
農
民
党
（
A
K
E
）
、
民
主
同
盟
（
D
E
）
、
民
主
急
進
党
（
D
R

K
）
、
ギ
リ
シ
ャ
社
会
党
（
S
K
E
）
の
四
党
が
残
っ
て
い
た
。
ま
た
、
左
派
リ
ベ
ラ
ル
・
グ
ル
ー
プ
（
O
A
F
）
の
よ
う
に
E
A
M
の
周

辺
に
あ
っ
て
友
好
関
係
を
維
持
し
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
E
A
M
の
政
治
的
影
響
力
は
な
お
多
大
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
そ
の
中
核
を
　
1
0

な
し
た
ギ
リ
シ
ャ
共
産
党
は
解
放
時
点
で
約
四
十
万
の
党
員
を
擁
し
て
い
た
と
言
わ
れ
、
ギ
リ
シ
ャ
の
他
の
政
党
が
指
導
者
間
の
対
立
で
　
2

離
合
集
散
を
く
り
か
え
す
非
組
織
的
な
私
党
的
性
格
を
残
し
て
い
た
だ
け
に
そ
の
影
響
は
無
視
し
得
な
か
っ
た
。

　
共
産
党
は
四
月
初
旬
第
一
一
回
中
央
委
員
会
総
会
を
開
催
し
、
「
す
べ
て
の
民
主
主
義
者
に
対
し
て
民
主
主
義
の
再
生
と
人
民
民
主
主

義
の
た
め
の
…
…
民
主
戦
線
に
加
わ
る
よ
う
」
呼
び
か
け
る
と
共
に
、
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
を
拒
否
し
て
山
岳
部
に
た
て
こ
も
っ
た
ヴ
ェ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
V

キ
オ
テ
ィ
ス
（
〉
同
凶
ω
＜
⊆
8
。
三
9
同
ω
）
を
非
難
し
た
。
つ
ま
り
、
共
産
党
側
は
白
色
テ
ロ
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
ヴ
ァ

ル
キ
ザ
協
定
遵
守
を
要
求
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
中
の
五
月
末
、
占
領
下
で
逮
捕
さ
れ
た
ま
ま
消
息
を
絶
っ
て
い
た

前
書
記
長
ザ
ハ
リ
ア
デ
ス
（
一
4
出
《
O
u
o
　
N
鋤
O
『
9
凶
帥
O
α
①
ω
）
が
ド
イ
ツ
の
敗
北
に
よ
っ
て
ダ
ハ
ウ
強
制
収
容
所
か
ら
釈
放
さ
れ
、
突
然
帰
国
し
た
。

ザ
ハ
リ
ア
デ
ス
は
直
ち
に
指
導
権
を
回
復
し
、
六
月
末
の
第
一
二
回
中
央
委
員
会
総
会
で
シ
ア
ン
ト
ス
に
代
り
、
書
記
長
に
復
帰
し
た
。

同
時
に
、
彼
は
報
告
の
中
で
「
来
る
べ
き
革
命
は
社
会
主
義
的
性
格
の
も
の
と
な
り
、
外
国
の
支
配
や
土
地
等
の
よ
う
に
な
お
残
っ
て
い

る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
的
課
題
を
同
時
に
解
決
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
語
り
、
新
し
い
路
線
へ
の
転
換
を
提
起
し
た
。
ま
た
、
テ
ロ
攻
撃

に
対
抗
す
る
た
め
「
民
主
的
市
民
は
全
国
的
な
ゼ
ネ
ス
ト
を
始
め
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
自
ら
の
生
活
を
防
衛
し
、
フ
ァ
シ
ス
ト
の
攻



撃
に
抵
抗
す
べ
き
で
あ
る
」
と
呼
び
か
け
た
。

　
こ
の
提
起
は
、
一
二
月
戦
闘
で
の
敗
北
以
来
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
共
産
党
側
の
巻
き
返
し
の
始
ま
り
を
感
じ
さ
せ
た
が
、
し

か
し
、
ザ
ハ
リ
ア
デ
ス
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
直
接
的
対
決
を
避
け
る
姿
勢
も
明
示
し
て
い
た
。

　
　
「
ギ
リ
シ
ャ
は
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
と
っ
て
必
須
な
連
絡
経
路
に
お
い
て
鋭
敏
か
つ
重
大
な
地
点
に
位
置
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
帝
国

　
が
存
在
す
る
限
り
、
こ
の
経
路
は
存
在
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
そ
れ
を
確
保
す
べ
く
全
力
を
あ
げ
る
だ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ャ
の
着
実
な
外
交
政

　
策
は
次
の
二
つ
の
極
の
間
で
作
動
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
は
ソ
ヴ
ェ
ト
・
ロ
シ
ア
を
中
心
と
す
ゐ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
バ
ル
カ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
の
極
で
あ
り
、
他
は
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
す
る
地
中
海
の
極
で
あ
る
。
」

　
こ
の
両
極
論
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
微
妙
な
国
際
的
位
置
を
象
徴
さ
せ
て
い
た
が
、
ザ
ハ
リ
ア
デ
ス
は
そ
れ
を
自
覚
す
る
が
故
に
、
社
会
主

義
革
命
の
路
線
や
白
色
テ
ロ
に
対
す
る
防
衛
の
戦
術
を
提
起
し
な
が
ら
も
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
軍
事
対
決
を
回
避
す
る
立
場
を
こ
の
時
点
で

は
採
用
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
共
産
党
は
こ
れ
以
降
も
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
の
実
施
を
要
求
し
続
け
て
ゆ
く
。

　
政
治
的
民
主
化
と
共
に
戦
後
の
ギ
リ
シ
ャ
に
と
っ
て
焦
眉
の
問
題
は
荒
廃
し
た
経
済
の
再
建
．
復
興
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1

　
四
年
も
の
戦
争
と
占
領
は
ギ
リ
シ
ャ
経
済
に
多
大
の
被
害
を
与
え
た
。
一
九
四
一
年
～
四
二
年
の
冬
に
は
深
刻
な
飢
謹
に
見
舞
わ
れ
、
　
2

国
際
赤
十
字
の
救
援
で
辛
じ
て
危
機
を
乗
り
き
っ
た
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。
枢
軸
軍
の
一
掃
後
の
国
土
の
荒
廃
も
深
刻
で
二
千
村
以
上
が
全

壊
、
戦
前
に
比
べ
耕
地
面
積
は
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
も
減
少
し
、
穀
物
生
産
は
半
減
し
た
。
運
搬
手
段
の
破
壊
も
甚
大
で
、
自
動
車
の
三
分

の
二
、
機
関
車
・
車
両
の
八
～
九
割
は
使
用
不
能
の
状
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
戦
前
か
ら
貿
易
依
存
度
が
高
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
輸
入

は
一
九
三
六
年
と
比
べ
て
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
輸
出
は
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
激
減
し
た
上
に
外
洋
船
舶
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
失
わ
れ

て
い
た
。
さ
ら
に
、
悪
性
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
加
わ
っ
た
。
流
通
通
貨
量
は
解
放
時
の
一
〇
～
＝
月
だ
け
で
も
七
〇
〇
倍
に
膨
張
、

復
帰
直
後
の
ア
テ
ネ
政
権
は
＝
月
一
〇
日
に
一
新
ド
ラ
ク
マ
が
五
〇
〇
億
旧
ド
ラ
ク
マ
に
相
当
す
る
新
通
貨
を
発
行
し
た
が
、
そ
れ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

も
急
激
な
貨
幣
価
値
の
下
落
を
食
い
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
解
放
直
後
の
ギ
リ
シ
ャ
を
待
ち
う
け
た
も
の
は
、
食
糧
危
機
、
国
土
の
荒
廃
、
悪
性
イ
ン
フ
レ
の
三
重
苦
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て

イ
ギ
リ
ス
側
は
連
合
国
復
興
救
済
機
関
（
U
N
R
R
A
）
の
適
用
を
う
け
る
ま
で
の
繋
ぎ
役
と
し
て
既
に
一
九
四
三
年
一
〇
月
時
点
よ

り
中
東
に
連
絡
部
隊
（
≦
年
⇔
蔓
ご
⇔
凶
ω
8
）
を
設
置
し
て
い
た
が
、
解
放
直
後
よ
り
こ
れ
が
中
心
と
な
り
食
糧
供
給
や
交
通
網
の
再
建
に



従
事
し
・
U
N
R
R
A
と
交
代
す
る
ま
で
に
三
八
・
七
万
ト
ン
の
物
資
を
供
給
し
た
。
他
方
、
U
N
R
R
A
の
側
は
救
援
物
資
が
ア
テ
ネ

政
権
の
政
治
的
武
器
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
、
折
衝
に
手
間
ど
っ
た
。
結
局
、
分
配
は
ア
テ
ネ
政
権
、
監
査
は
U
N
R
R

A
と
い
う
形
で
合
意
に
達
し
た
の
は
一
九
四
五
年
一
月
末
で
あ
り
、
実
際
に
連
絡
部
隊
か
ら
任
務
を
引
き
継
い
だ
の
は
四
月
に
入
っ
て
か

ら
で
あ
っ
た
。
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
人
、
イ
ギ
リ
ス
人
か
ら
な
る
七
百
人
以
上
の
外
国
人
ス
タ
ッ
フ
が
任
務
に
従
事
し
た
。
以
来
、
U
N

R
R
A
は
そ
の
年
の
後
半
だ
け
で
一
・
七
億
、
任
務
を
終
了
し
た
一
九
四
七
年
六
月
末
ま
で
の
通
算
で
四
．
一
億
ド
ル
、
二
六
六
万
ト
ン

の
物
資
を
ギ
リ
シ
ャ
に
供
給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
物
資
は
大
部
分
食
糧
や
衣
料
等
の
民
需
品
で
あ
っ
た
が
、
有
償
払
下
げ
方

式
が
と
ら
れ
た
た
め
、
多
く
が
富
裕
階
級
に
買
い
占
あ
ら
れ
た
上
、
闇
市
場
に
高
い
価
格
で
流
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
必
要
な
貧

因
層
に
は
行
き
届
か
ず
、
む
し
ろ
、
右
翼
的
政
治
家
や
官
僚
の
不
正
の
源
泉
と
も
な
っ
た
。
そ
の
上
に
行
政
の
無
能
さ
が
加
わ
り
、
U
N

R
R
A
の
当
事
者
で
さ
え
「
U
N
R
R
A
が
克
服
せ
ね
ば
な
ら
な
い
障
害
の
一
つ
は
し
ば
し
ば
政
府
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
程

　
　
　
（
1
5
）

で
あ
っ
た
。

　
ギ
リ
シ
ャ
派
遣
U
N
R
R
A
使
節
団
長
は
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
っ
た
が
、
ギ
リ
シ
ャ
政
府
と
の
協
定
で
U
N
R
R
A
自
体
は
監
査
権
限

し
か
与
え
ら
れ
ず
、
実
際
の
運
営
は
当
初
、
ギ
リ
シ
ャ
政
府
閣
僚
と
イ
ギ
リ
ス
人
の
各
種
顧
問
を
主
と
す
る
合
同
政
策
委
員
会
（
一
。
一
昌
什

勺
o
葛
団
○
◎
ヨ
ヨ
窪
8
）
で
決
定
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
側
は
合
衆
国
に
も
顧
問
の
派
遣
を
働
き
か
け
た
が
、
合
衆
国
側
は
名
目
的
参
加
だ
け

で
共
同
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
の
を
恐
れ
、
参
加
を
断
っ
た
。
マ
ク
ヴ
ェ
イ
大
使
に
よ
れ
ば
、
「
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
U
N
R
R
A
は
段
々

イ
ギ
ー
ス
の
政
策
の
手
段
と
な
っ
て
き
て
お
り
」
、
し
か
も
イ
ギ
リ
ス
の
や
り
魂
「
ギ
リ
シ
ャ
政
府
の
樹
立
や
解
体
に
影
響
を
与
．
を

の
と
同
じ
方
法
を
使
っ
た
明
ら
か
な
勢
力
圏
政
治
」
と
受
け
と
め
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
U
N
R
R
A
に
よ
る
復
興
援
助
も
イ
ギ
リ
ス
の
内
政
干
渉
と
ギ
リ
シ
ャ
自
体
の
寡
頭
支
配
構
造
と
い
う
二
重
の
壁
に
直
面
し
て
い
た
。

　
ギ
リ
シ
ャ
政
府
自
体
に
ょ
る
経
済
再
建
の
努
力
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
、
一
九
四
五
年
六
月
、
元
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
総
裁
ヴ
ァ
ル
ヴ

ァ
レ
ソ
ス
（
囚
胃
冨
ぎ
ω
＜
碧
く
醇
①
‘
・
ω
8
）
が
ヴ
ル
ガ
リ
ス
政
権
の
副
首
相
兼
供
給
相
に
就
任
し
て
以
来
、
一
連
の
経
済
改
革
に
着
手
し
た
。

ま
ず
、
一
ポ
ン
ド
ー
1
二
〇
〇
〇
ド
ラ
ク
マ
水
準
で
の
通
貨
の
安
定
を
め
ざ
す
と
共
に
、
物
価
と
賃
金
の
凍
結
、
割
当
制
に
よ
る
消
費
物
資
の
．

均
等
分
配
、
増
税
に
よ
る
財
政
の
均
衡
化
等
が
追
求
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
蒔
的
に
卸
売
物
価
の
下
降
、
流
通
物
資
の
増
大
が
見
．
観
た

が
、
賃
金
凍
結
に
対
す
る
労
働
者
の
反
対
の
み
な
ら
ず
、
固
定
資
産
等
へ
の
直
接
税
増
税
に
対
す
る
寡
頭
支
配
階
級
の
反
掻
に
直
面
し
た
。
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表III戦前・戦後ギリシヤの財政構造

　　　　　　　　　　　　　（単位：10億ドラクマ）

歳 出 歳 入

1938－9年

額1％

1951－52年

額1％

1938－9年
1951－52年
　（予算）

蕊一額％
大 帥6621…IL66・1… 当該年度

ｪ ・8811924
文　　部 …1・・1 496 6．5

直
接
税

前年度分 一
225

厚　　生 33・レ・1 6721・・ 小　　計 788 19．0 1，149 22．6

運釧4981… …1・・ 関　　税 U・61ト297
農務1・661・・ 171 2．4 籍上高1 ・9211435i

外　　務 ・・巨・1621・・ 鹸劉・娼 783

民
　
　
　
政
　
　
　
関
　
　
　
連

法　　務 ・・31・・1・5gl・・ 酒　　税 130 ・381

工　　業 一1一 961・・

間
接
税

専売収入 203 125・

商業1一 一
2751・・ 印紙税

2651 ・・71

海運1221・・ 娼1・・ その他 811 618

その他 32 堰E・ ・・1
0．5 小　　計

竃3651… 竃938レ・・

墨峯鮒1・1一 33gl
4．7 合　　　　計

4・531・…
5，087100．0

小 計13・976・・ 4，228 58．0 ll　I
内務126311575 歳入不足分 43411名…

陸軍17291ト…国
　
防
　
関
　
連

海　　軍 224 P 144

空軍・741　・89
三軍共通 一1 952 P
小　　計 為39・1…13・6・1…

総
計1　・・　SS7　1・・…1・・　2SS　li…1 4・　587　ll・・2ssl

（注）　Bickham　Sweet－Escott，　Greece：APolitical　and　Economic　Survey　1939－1953，

　　P．190より作成。1938－9年の数値は実際のものを300倍して1952年の貨幣価値

　　で表示してある。
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表IV　戦前・戦後ギリシャの就業構成

6
6
5
3
0
4
2
5
　
　
　
　
9
0

％

5
5
0
．
a
9
4
3
。
4
　
　
　
　
3
，
α
F
O
　
噌
⊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

ー

1

咋
櫛

業
業
鵡
果
業
業
職
口
貝
隊
　
　
　
　
　
他
　
設
林
健
　
輸
　
門
務
　
　
の
　
造
農
製
鉱
運
商
専
公
軍
　
　
　
　
そ

α
Ω
鵬
鵬
Z1

6
8
3
4
7
6
8
9
6
9
4
0

％

3
乳
α
4
，
犠
a
L
α
α
α
2
，
α
r
D
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

一

1

1σ9

昨
搬

ω
数
実

8
1
0
8
0
9
2
7
1
2
0
8
9
3
4
5
6
6
7
3
4
0
7
7
3
8
3
7
5
9
4
9
9
3
5
0
3
軌
◎
◎
臥
5
，
4
島
街
Z
℃
哉
2
9
4
2
　
　
1
0
1
8
8
4
2
1
1
6
5
4
1
1
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
．

鰻
蹴
◎

1

1

業
業
業
業
業
職
員
融
業
畜
他
計

口

造
　
　
輸
　
　
門
務
　
　
　
　
の

人

農
製
鉱
運
商
専
公
金
漁
牧
そ
合

総

（注） 1928年：US，　OSS，　C酬’1∠4ffairs　Handbook　oπGreece，　Section　1，0n

　　　　　　　GeograPhical　and　Social　Back8round，　pp．50－51．

1951年：Sweet－Escott，　op．　cit．，　p，177，

　
表
皿
が
示
す
様
に
、
戦
前
、
戦
後
を
通
じ
て
ギ
リ
シ
ャ
の

歳
入
に
占
め
る
直
接
税
の
比
重
は
極
め
て
低
い
の
に
対
し

て
、
大
衆
課
税
的
性
格
を
も
つ
間
接
税
の
比
重
が
四
分
の
三

以
上
を
占
め
て
い
る
。
ヴ
ァ
ル
ヴ
ァ
レ
ソ
ス
の
改
革
が
意
図

し
た
の
は
直
接
税
の
増
税
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
歳
入
構
成

を
変
更
し
、
財
政
の
均
衡
に
役
立
て
る
と
共
に
、
富
裕
層
へ

の
増
税
に
よ
り
部
分
的
に
せ
よ
、
富
の
再
配
分
に
役
立
て
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
寡
頭
支
配
階
級
の

強
い
反
接
を
招
い
た
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
注
目
す
べ
き

は
、
財
政
の
不
均
衡
が
一
層
拡
大
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

｝
九
五
一
－
二
年
は
国
内
の
戦
闘
が
終
結
し
た
二
年
後
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4

る
が
、
軍
事
関
連
の
歳
出
が
全
体
の
四
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
（
メ
　
2

タ
ク
サ
ス
独
裁
期
で
約
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
六
－
七
年
予

算
で
約
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
占
め
る
と
い
う
軍
事
国
家
的

性
格
が
持
続
し
て
お
り
、
そ
れ
が
財
政
赤
字
の
主
要
原
因
を

な
し
て
い
る
。
し
か
も
、
歳
入
不
足
分
は
全
歳
出
の
三
〇
パ

ー
セ
ン
ト
に
も
達
し
て
お
り
、
こ
れ
だ
け
の
巨
額
赤
字
は
結

局
、
外
国
か
ら
の
借
款
や
贈
与
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
「
対
外
援
助
」
に
よ
る
軍
事
国
家
の
維
持
と
い
う

所
に
ギ
リ
シ
ャ
財
政
の
基
本
的
問
題
性
が
底
在
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
ま
た
、
寡
頭
支
配
階
級
を
生
み
だ
す
経
済
構
造
に
つ
い
て



も
若
干
の
分
析
を
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
表
W
か
ら
読
み
と
れ
る
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代
末
か
ら
五
〇
年
代
初
に
か
け
て
の
ギ
リ
シ
ャ
の
就
業
構
造
に
は
そ
れ
程
大
き
な
変
動

は
見
ら
れ
な
い
。
五
〇
数
パ
ー
セ
ン
ト
の
農
業
人
口
、
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
の
工
鉱
業
人
口
、
一
〇
数
パ
ー
セ
ン
ト
の
第
三
次
産
業
部

門
と
い
う
低
開
発
国
的
色
彩
の
濃
い
構
成
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
時
期
の
他
の
バ
ル
カ
ン
諸
国
が
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
の
農
業
人

ロ
を
記
録
し
て
い
た
の
と
比
較
す
れ
ば
、
相
対
的
に
は
脱
農
化
が
進
ん
で
い
た
と
言
え
る
が
、
そ
れ
は
可
耕
地
が
国
土
の
五
分
の
一
以
下

に
限
ら
れ
る
と
い
う
地
理
的
条
件
に
も
由
来
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
経
営
規
模
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ト
ル
コ
と
の
住
民
交
換
や

一
九
二
四
年
の
土
地
改
革
の
影
響
を
う
け
、
大
多
数
が
小
農
経
営
で
あ
っ
た
（
一
九
二
八
年
時
点
で
農
家
総
数
約
九
五
万
戸
中
の
九
割
は

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
で
あ
っ
た
）
。
さ
ら
に
、
表
V
が
示
す
通
り
、
穀
類
の
よ
う
な
必
需
食
糧
は
輸
入
に
依
存
し
、
タ
バ
コ
．
果
物
の
よ

う
な
奢
修
的
農
産
物
（
そ
れ
が
全
輸
出
高
の
四
分
の
三
を
占
め
る
）
の
生
産
に
集
中
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
農
業
は
自
給
性
の
低

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

い
、
極
め
て
輸
出
志
向
性
の
強
い
農
業
で
あ
っ
た
。

　
他
方
、
工
業
化
は
、
食
品
加
工
（
ぶ
ど
う
酒
、
ビ
ー
ル
、
オ
リ
：
ブ
油
、
製
粉
等
）
、
タ
バ
コ
、
化
学
肥
料
、
繊
維
（
綿
、
絹
、
羊
毛
）

等
の
軽
工
業
部
門
を
中
心
に
進
展
し
て
お
り
、
重
工
業
製
品
に
つ
い
て
は
若
干
の
兵
器
産
業
を
除
い
て
こ
の
時
点
で
は
ほ
と
ん
ど
輸
入
に

依
存
し
て
い
た
（
表
V
参
照
）
。
こ
れ
ら
軽
工
業
部
門
の
中
で
は
繊
維
（
一
九
三
八
年
の
工
業
生
産
総
額
の
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
化
学
肥

料
（
二
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
食
品
加
工
（
一
七
・
五
パ
；
セ
ン
ト
）
の
三
業
種
が
基
軸
的
位
置
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
経
営
実
態
は
、

一
方
に
少
数
の
独
占
的
大
企
業
が
存
在
し
、
他
方
に
多
数
の
家
族
経
営
的
小
企
業
が
あ
る
と
い
う
二
重
構
造
の
点
で
特
徴
的
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
一
九
三
八
年
時
点
に
お
け
る
約
四
〇
万
人
の
工
業
労
働
者
の
三
分
の
一
は
雇
用
者
数
五
人
以
下
の
小
工
場
で
働
い
て
い
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
一
九
四
五
年
五
月
時
点
で
見
る
と
、
化
学
工
業
関
係
六
社
で
生
産
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
支
配
、
羊
毛
紡
績
工
業
で
は
三

社
で
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
綿
織
物
工
業
で
は
六
社
で
四
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
支
配
す
る
と
い
う
程
の
生
産
の
集
中
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
上
、

こ
れ
ら
の
中
心
的
工
業
は
、
北
部
の
原
料
生
産
地
域
を
基
盤
と
し
て
成
長
し
た
タ
バ
コ
加
工
業
を
例
外
と
し
て
、
圧
倒
的
に
ア
テ
ネ
．
ピ

レ
ウ
ス
地
区
に
集
中
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
三
〇
年
時
点
に
お
け
る
雇
用
者
数
二
五
人
以
上
の
工
場
数
で
見
る
と
、
化
学
工
業
で
は

五
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
繊
維
で
は
三
九
パ
ー
セ
ン
ト
が
同
地
区
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
地
区
に
良
港
と
安
い
電
力
源
が
集
中
し

て
い
る
上
、
ト
ル
コ
と
の
住
民
交
換
の
結
果
、
低
賃
金
で
、
し
か
も
熟
練
し
た
労
働
力
が
大
量
流
入
し
て
い
た
た
め
と
言
わ
れ
る
。
さ
ら
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に
、
大
企
業
が
特
定
資
本
の
下
に
系
列
化
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
化
学
工
業
の
上
位
二
社
を
支
配
す
る
ボ
ド
サ
キ
ス
（
b
d
。
匹
。
ω
路
鍼
ω

≧
冨
冨
゜
。
ω
冨
伍
。
ω
）
が
同
時
に
兵
器
、
造
船
、
ぶ
ど
う
酒
、
絹
製
品
等
の
部
門
に
も
支
配
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
は
そ
の
典
型
例
で
あ
っ
た
。

ヴ
ァ
ル
ヴ
ァ
レ
ソ
ス
は
一
九
五
二
年
に
な
っ
て
経
済
改
革
の
た
め
の
報
告
を
提
出
し
、
ア
テ
ネ
・
ピ
レ
ウ
ス
地
区
以
外
の
中
小
企
業
の
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

成
を
提
唱
す
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
既
に
述
べ
た
工
業
の
寡
頭
体
制
の
打
破
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
同
時
に
、
ギ
リ
シ
ャ
経
済
の
対
外
依
存
度
の
高
さ
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
農
業
の
場
合
は
既
に
見
た
通
り
、
必
需
食
糧
を
輸

入
し
、
奢
修
的
農
産
物
を
輸
出
す
る
構
造
に
あ
り
、
し
か
も
、
後
者
の
輸
出
が
大
幅
入
超
基
調
に
あ
る
貿
易
収
支
を
緩
和
さ
せ
る
上
で
重

要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
（
表
V
参
照
）
。
工
業
の
場
合
は
、
軽
工
業
部
門
を
中
心
に
輸
入
代
替
的
工
業
と
農
産
物
加
工
業
に
お
け
る
工
業

化
が
あ
る
程
度
進
展
し
て
い
た
訳
で
あ
る
が
、
前
者
は
そ
の
原
料
の
多
く
を
輸
入
に
、
後
者
は
製
品
の
多
く
を
輸
出
に
依
存
し
て
い
た
。

そ
の
上
、
重
工
業
製
品
は
大
部
分
輸
入
に
依
存
し
た
。
そ
の
た
め
表
V
で
明
ら
か
な
様
に
、
戦
後
復
興
期
に
輸
入
が
激
増
し
な
が
ら
、
輸

出
が
停
滞
（
特
に
タ
バ
コ
の
場
合
、
栽
培
地
の
北
部
で
の
戦
闘
継
続
の
影
響
が
甚
大
で
あ
っ
た
）
し
た
こ
と
に
よ
り
元
来
の
入
超
基
調
が

更
に
拡
大
し
て
し
ま
っ
た
。
戦
前
か
ら
貿
易
収
支
の
赤
字
は
移
民
（
一
八
二
〇
年
か
ら
の
百
年
で
約
四
二
万
人
が
南
北
ア
メ
リ
カ
・
中

東
等
に
流
出
し
た
）
か
ら
の
送
金
や
海
運
・
観
光
収
入
で
補
っ
て
き
た
が
、
戦
後
復
興
期
の
大
幅
入
超
は
そ
の
補
填
能
力
を
超
え
る
も
の

で
、
結
局
、
外
国
か
ら
の
大
規
模
援
助
や
借
款
に
依
存
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ギ
リ
シ
ャ
経
済
の
こ
の
よ
う
な
対
外
依
存
の
高
さ
と
東
地
中
海
の
要
路
に
位
置
す
る
と
い
う
地
理
的
条
件
が
相
侯
っ
て
海
運
業
は
早
く

か
ら
発
達
を
見
せ
、
一
九
三
九
年
時
点
で
保
有
船
舶
数
で
世
界
第
九
位
、
地
中
海
域
で
は
仏
伊
に
次
ぐ
地
位
を
占
め
て
い
た
が
、
こ
の
海

運
業
に
お
い
て
も
寡
頭
制
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
表
W
が
示
す
様
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
輸
出
は
戦
前
・
戦
後
と
も
西
欧
に
過
半
が
、

合
衆
国
も
含
め
る
と
、
三
分
の
二
が
向
け
ら
れ
て
お
り
、
輸
入
は
戦
前
に
は
半
数
近
く
が
西
欧
か
ら
、
戦
後
は
合
衆
国
の
比
重
が
急
増
し

て
西
欧
と
合
せ
て
三
分
の
二
以
上
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
東
欧
・
ソ
連
と
の
貿
易
は
戦
後
急
速
に
そ
の
比
重
を

減
少
さ
せ
た
が
、
戦
前
に
お
い
て
も
一
～
二
割
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
つ
ま
り
、
ギ
リ
シ
ャ
は
、
ザ
ハ
リ
ア
デ
ス
の
言
っ
た
様
に
、
地
理
的
に
は
バ
ル
カ
ン
と
東
部
地
中
海
と
の
二
極
に
属
す
る
と
は
言
え
、
そ

の
伝
統
的
な
経
済
構
造
上
は
西
欧
、
さ
ら
に
は
合
衆
国
に
繋
が
る
東
部
地
中
海
の
極
に
著
し
く
傾
斜
し
て
い
た
。
し
か
も
、
原
料
・
食
品
の

輸
出
や
重
工
業
品
の
輸
入
、
さ
ら
に
は
、
海
運
等
の
面
で
著
し
く
資
本
主
義
「
中
心
部
」
に
従
属
し
た
「
周
辺
部
」
的
貿
易
国
家
で
あ
っ
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（百万ドル）表V　戦前・戦後ギリシャの国際収支

1・93卜・年平均 i　・95・年

葉タバコ・紙巻タバコ 39．2 3＆1

果　　　　　　　　物 13．8 31．8

輸
オリーヴ・オリーヴ油 6．2 3．8

貿 ワ　　　　イ　　　　ン 22 2．2

皮　　　　革　　　　類 2．7 2．2

鉱　　　　　　　　石 4．3 2．6

出 木　　　　　　　　材 2．3 2．7

そ　　　の　　　他 11．3 6．9

易 小　　　　　　　　計 82．0 90．3

穀　　　　　　　　類 22．7 41．6

そ　の　他　食　糧 13．6 59．0

輸
木　　　　　　　　材幽 4．6 17．1

収 鉄・そ　の　他金　属 13．8 33．4

石　　　炭・石　　　油 11．3　’ 39．5

化　　学　　製　　品 8．0 24．8

繊　　維　　製　　品 17．8 54．1

機　　械　　製　　品 6．7 64．8

支 入 自　　　動　　　　車 1．2 10．3

そ　　　　の　　　　他 27．3 83．6

小　　　　　　　　計 127．0 428．2

合 計 一45．0 1　－33・・

貿
在外ギリシャ人等よりの送金 24．3 （18．0）

易 海 運　　　収　　　入 9．0 （20．2）

外 海 外　投　資　収　益 8．7 一
収 観 光　　　収　　　入 7．7 一
入 小 計 49．7 一

（注）貿易収支：Sweet－Escott，　op．　cit．，　pp．185－186，189．

　　　貿易外収支：State　Dept．，　Background　lnformation　on　Greece　and

　　　　　　　　　Turkish　Aid，　March　1947，　p．4．
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（％）表VI戦前・戦後ギリシャの貿易相手国構成

輸　　出　　先 輸　　入　　先

1936－8年
i平均） 1950年

1936－8年
i平均） 1950年

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

イ　　ギ　　リ　　ス

h　　　　イ　　　　ツ

t　　ラ　　ン　　ス

x　　ル　　ギ　　ー

I　　ラ　　ン　　ダ

C　　タ　　リ　　ア

I　ー　ス　ト　リ　ア

ｬ　　　　　　　計

10．0

R5．3

Q．9

P．4

Q．8

S．4

P．9

@58，7

15．1

P9．9

T．3

O．4

Q．0

S．8

U．4

@53．9

13．3

Q6．2

P．7

P．0

Q．2

Q．2

Q．0

@4＆6

12．4

W．0

R．5

S．5

Q．1

U．2

P．9

@38．6

アメ　リカ合衆国
g　　　　ル　　　　コ

G　　ジ　　プ　　ト

15．9

O．6

Q．5

16．4

P．3

S．5

6．2

P．5

32．5

Q．5

東
欧
・
ソ
連

チェコスロヴァキァ

u　ル　ガ　リ　ア
求@　ー　　マ　　ニ　　ア

?[ゴスラヴィア
¥　　　　　　　連

ｬ　　　　　　　計

3．0

O．3

Q．8

Q．7

O．6

@9．4

0．5

F
：
　
0
，
5

1．7

O．2

W．9

S．8

Q．9

@18．5

0．2

|
0
．
1
0
．
2
『
　
0
．
5

そ　　　　　の 他1…1・・4　2・・［　　1　…
総 計1・…1・・・・　・…l　　l　・…
（注）Sweet．．Escott，　op．　cit．，　p．187より作成。

た
。
そ
し
て
軽
工
業
、
商
業
、
金
融
、

海
運
業
に
君
臨
す
る
寡
頭
制
が
こ
の
従

属
構
造
の
国
内
的
基
盤
を
形
成
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ァ
ル
ヴ
ァ
レ
ソ
ス
の
改
革
が
直
面

し
た
の
は
実
に
こ
の
よ
う
な
経
済
構
造

で
あ
っ
た
。
寡
頭
層
を
中
心
と
す
る
富

裕
階
級
は
、
か
っ
て
共
和
主
義
者
で
あ

っ
た
者
も
含
め
、
解
放
後
は
E
A
M
へ

の
敵
意
か
ら
人
民
党
等
の
王
党
派
を
物

心
両
面
で
支
援
す
る
方
向
に
あ
っ
た
。

ま
た
、
国
民
軍
の
中
枢
は
再
編
後
も
王

党
派
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
上
、
ヴ
ル
ガ

リ
ス
首
相
自
身
が
元
共
和
派
と
は
言
っ

て
も
、
親
E
A
M
将
兵
の
反
乱
鎮
圧
以

来
王
党
派
色
を
強
め
て
い
た
。
そ
れ

故
、
ヴ
ル
ガ
リ
ス
政
権
に
共
和
派
も
入

閣
し
て
い
た
と
は
言
え
、
こ
の
政
権
が

寡
頭
的
経
済
構
造
に
メ
ス
を
入
れ
得
る

基
盤
は
極
め
て
脆
弱
で
あ
っ
た
。
と
り

わ
け
、
ヴ
ル
ガ
リ
ス
首
相
自
身
が
寡
頭

支
配
層
の
頂
点
に
た
つ
ボ
ド
サ
キ
ス
が
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所
有
す
る
工
場
の
経
営
に
関
与
し
た
経
歴
さ
え
も
っ
て
い
た
。
結
局
、
ヴ
ァ
ル
ヴ
ァ
レ
ソ
ス
の
改
革
は
、
直
接
税
増
税
や
固
定
価
格
に
反

対
す
る
大
商
人
や
大
企
業
家
に
よ
る
販
売
ス
ト
や
商
品
退
蔵
と
、
賃
上
げ
を
要
求
す
る
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
と
、
に
挾
撃
さ
れ
る
形
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

挫
折
し
、
ヴ
ァ
ル
ヴ
ァ
レ
ソ
ス
自
身
は
九
月
初
め
辞
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
ま
さ
に
、
政
治
変
革
ぬ
き
に
経
済
変
革
が
あ
り
え
な
い
こ

と
を
象
徴
す
る
結
末
で
あ
っ
た
。

注
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す
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研
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N
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猟
゜
℃
，
“
。
卜
。
ω
歯
b
。
↑
ク
ー
ス
ー
ラ
ス
は
こ
の
十
二
中
総
の
報
告
を
も
っ
て
新
し
い
対
決
へ
の
準
備
と
評
価
し
て
い
る
が
、
ユ
ー
ド
ゥ
の
様

　
に
、
二
極
外
交
路
線
の
採
用
の
意
味
を
重
視
し
て
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
「
合
法
路
線
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
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う
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総
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行
と
武
装
抵
抗
の
始
ま
り
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軍
隊
の
民
主
的
改
革
や
政
治
活
動
の
自
由
の
保
障
と
い
う
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
の
根
幹
部
分
が
実
行
さ
れ
な
い
上
に
、
経
済
改
革
も
進
捗

し
な
い
ま
ま
、
王
制
に
関
す
る
国
民
投
票
と
総
選
挙
問
題
の
処
理
が
日
程
に
の
ぼ
っ
て
い
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
問
題
を
定
め
た
ヴ
ァ
ル

キ
ザ
協
定
の
第
九
条
に
は
主
要
連
合
国
に
監
視
団
の
派
遣
が
要
請
さ
れ
て
お
り
、
ヤ
ル
タ
会
談
に
お
け
る
英
米
ソ
三
首
脳
の
合
意
と
も
相

侯
っ
て
、
投
票
実
施
の
方
法
、
期
日
の
決
定
は
国
際
問
題
で
も
あ
っ
た
。

　
ワ
シ
ン
ト
ン
は
そ
れ
ま
で
一
貫
し
て
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
ロ
ン
ド
ン
の
主
導
権
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
き
た
が
、
一
二
月
戦
闘
の

際
の
調
停
、
ア
テ
ネ
政
府
か
ら
の
財
政
援
助
の
要
請
、
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
以
降
の
ギ
リ
シ
ャ
情
勢
へ
の
懸
念
、
さ
ら
に
は
、
合
衆
国
自
体

の
東
部
地
中
海
地
域
へ
の
関
心
の
高
ま
り
に
促
さ
れ
て
、
六
月
末
頃
に
な
る
と
国
務
省
内
部
で
独
自
の
ギ
リ
シ
ャ
政
策
の
確
立
を
求
め
る

声
が
強
ま
っ
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
チ
ャ
ー
チ
ル
政
権
の
親
王
党
派
的
ギ
リ
シ
ャ
政
策
に
は
批
判
的
で
あ
り
、
ま
た
、

「
共
和
制
的
統
治
形
態
は
、
既
に
全
体
主
義
の
汚
名
を
き
て
い
る
君
主
制
の
復
帰
よ
り
平
和
な
将
来
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
大
き
い
」
と

の
判
断
を
抱
い
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
冷
却
期
間
を
置
く
意
味
か
ら
も
、
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
で
規
定
さ
れ
て
い
た
順
序
を
逆
転
さ
せ
、
国



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

民
投
票
の
前
に
総
選
挙
を
実
施
す
る
よ
う
勧
告
し
た
。

　
ま
た
、
監
視
団
の
構
成
に
つ
い
て
、
合
衆
国
側
は
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
の
場
で
英
米
ソ
三
国
に
必
要
な
ら
フ
ラ
ン
ス
を
加
え
る
よ
う
提
案
し

た
。
し
か
し
、
ソ
連
側
は
テ
ロ
が
横
行
し
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
国
境
の
侵
犯
が
繰
り
返
え
さ
れ
て
い
る
ギ
リ
シ
ャ
の
現
状
で
は

自
由
で
民
主
的
な
選
挙
の
実
施
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
ず
、
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
の
即
時
履
行
が
先
決
で
あ
る
と
主
張
、
最
終
的
に
は
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
二
日
ロ
ン
ド
ン
外
相
理
事
会
の
場
で
不
参
加
を
表
明
し
た
。

　
他
方
、
イ
ギ
リ
ス
側
で
は
、
七
月
末
の
総
選
挙
の
結
果
、
チ
ャ
ー
チ
ル
が
敗
北
し
、
保
守
党
に
代
っ
て
ア
ト
リ
ー
（
Ω
Φ
ヨ
①
葺
〉
巳
8
）

労
働
党
政
権
が
登
場
し
て
い
た
。
労
働
党
は
従
来
か
ら
チ
ャ
ー
チ
ル
の
ギ
リ
シ
ャ
干
渉
政
策
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
大
戦
に

よ
る
本
国
経
済
へ
の
打
撃
、
海
外
権
益
の
喪
失
等
に
よ
っ
て
戦
後
に
深
刻
な
経
済
・
財
政
危
機
が
訪
れ
る
こ
と
を
予
想
し
、
対
外
関
与
の

整
理
に
迫
ら
れ
て
い
た
。

　
八
月
一
五
日
、
日
本
の
敗
北
に
よ
り
世
界
大
戦
が
終
結
す
る
と
、
そ
の
恐
れ
は
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。
八
月
二
一
日
合
衆
国
政
府

は
、
イ
ギ
リ
ス
が
戦
争
遂
行
上
の
物
資
供
給
の
大
部
分
を
依
存
し
て
い
た
武
器
貸
与
を
停
止
す
る
旨
突
然
発
表
し
た
。
戦
後
復
興
に
も
合

衆
国
か
ら
の
物
資
供
給
を
期
待
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
側
の
驚
き
は
大
き
く
、
ア
ト
リ
ー
政
権
は
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
協
定
の
批
准
と
も
か

ら
め
て
、
九
月
に
入
り
六
〇
億
ド
ル
も
の
巨
額
の
贈
与
な
い
し
低
利
借
款
を
合
衆
国
側
に
申
し
入
れ
た
。
こ
の
要
請
は
一
二
月
初
め
英
米

金
融
・
通
商
協
定
と
し
て
結
実
し
、
翌
四
六
年
七
月
合
衆
国
議
会
の
批
准
を
経
て
三
七
・
五
億
ド
ル
も
の
巨
額
借
款
が
供
与
さ
れ
る
こ
と

　
（
3
）

に
な
る
。

　
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
自
国
の
経
済
危
機
の
高
ま
り
の
中
で
一
層
合
衆
国
へ
の
依
存
姿
勢
を
強
め
る
と
共
に
、
伝
統
的
な
帝
国
権
益
の

維
持
と
整
理
と
の
間
で
揺
れ
る
こ
と
に
な
る
。
大
戦
の
終
結
は
、
大
戦
中
よ
り
潜
行
し
て
い
た
資
本
主
義
世
界
に
お
け
る
「
中
心
部
」
の

移
動
を
顕
在
化
さ
せ
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
ギ
リ
シ
ャ
も
そ
の
影
響
か
ら
無
縁
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
労
働
党
政
権
の
成
立
と
合
衆
国
の
影
響
力
の
高
ま
り
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ギ

リ
シ
ャ
政
策
に
何
ら
か
の
変
化
が
起
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
た
。
九
月
初
め
摂
政
ダ
マ
ス
キ
ノ
ス
が
自
ら
ロ
ン
ド
ン
を
訪
問
し
た
の
も
そ
れ

故
で
あ
っ
た
。
労
働
党
政
権
首
脳
と
協
議
の
結
果
、
彼
は
、
合
衆
国
側
が
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、
国
民
投
票
を
延
期
し
、
総
選
挙
を
早

期
に
実
施
す
る
こ
と
で
合
意
に
達
し
た
。
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そ
の
結
果
、
九
月
一
九
日
、
英
米
仏
三
国
政
府
は
ソ
連
不
参
加
の
ま
ま
、
総
選
挙
の
監
視
団
派
遣
を
決
定
し
た
。
そ
の
際
、
マ
ク
ヴ
ェ

イ
大
使
は
ヴ
ル
ガ
リ
ス
首
相
に
対
し
て
二
重
投
票
、
有
権
者
名
簿
の
改
窟
等
を
防
ぎ
、
「
民
主
選
挙
が
民
主
的
に
実
施
さ
れ
る
」
よ
う
希

　
　
？
）

望
し
た
。
確
か
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
選
挙
は
ヤ
ル
タ
会
談
で
合
意
さ
れ
た
解
放
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宣
言
が
規
定
し
た
「
自
由
選
挙
に
よ
る
民
主
政

府
樹
立
」
を
米
英
ソ
三
国
が
援
助
す
る
と
の
条
項
の
試
金
石
で
あ
っ
た
。
東
欧
で
ソ
連
が
試
め
さ
れ
た
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
で
は
英
米
が

試
め
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
英
米
仏
三
国
の
監
視
団
派
遣
の
決
定
を
う
け
て
、
一
〇
月
六
日
、
ヴ
ル
ガ
リ
ス
政
権
は
翌
年
一
月
二
〇
日
に
総
選
挙
を
実
施
す
る
旨
公

表
し
た
。
人
民
党
等
の
王
党
派
は
狂
喜
し
、
社
会
民
主
党
の
パ
パ
ン
ド
レ
ウ
等
二
、
三
の
政
党
指
導
者
も
同
調
姿
勢
を
示
し
た
が
、
E
A

M
の
み
な
ら
ず
、
自
由
党
、
進
歩
党
、
農
民
党
や
ス
ヴ
ォ
ロ
ス
の
社
会
党
等
も
こ
ぞ
っ
て
強
い
反
機
を
示
し
た
。
マ
ク
ヴ
ェ
イ
米
国
大
使

の
報
告
に
よ
る
と
、
自
由
党
党
首
ソ
フ
ー
リ
ス
は
、
そ
れ
ま
で
X
隊
や
右
翼
団
体
の
「
見
え
ざ
る
政
府
」
に
翻
弄
さ
れ
て
き
た
ヴ
ル
ガ
リ

ス
政
権
の
下
で
は
公
正
な
選
挙
は
あ
り
え
な
い
と
の
判
断
を
抱
き
、
「
必
要
な
条
件
が
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
、
自
由
党
は
国
民
的
悲
劇
を

生
む
嘆
か
わ
し
い
馨
コ
メ
デ
ィ
の
責
任
を
負
う
訳
に
は
鑑
な
い
」
と
声
明
し
た
。
共
産
党
の
機
関
紙
空
．
。
．
・
．
．
諏
．
は
政
府
の
決
定
羽

は
「
人
民
に
対
す
る
ク
ー
デ
タ
の
合
法
化
で
あ
る
」
と
非
難
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
中
道
と
左
翼
諸
政
党
の
こ
の
よ
う
な
強
い
反
擾
に
直
面
し
て
リ
ー
パ
ー
英
国
大
使
は
摂
政
に
対
し
て
「
中
道
左
派
に
よ
る
新
政
権
の
樹

立
」
を
勧
告
し
た
。
そ
の
際
、
リ
ー
パ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
あ
ら
ゆ
る
犠
牲
を
払
っ
て
国
王
の
復
帰
に
努
力
し
、
右
派
を
支
持
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
い
う
広
く
流
布
し
て
い
る
疑
念
を
と
り
除
く
必
要
が
あ
る
と
米
国
大
使
に
語
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
労
働
党
政
権
成
立
に
よ

る
軌
道
修
正
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
結
局
、
一
〇
月
九
日
ヴ
ル
ガ
リ
ス
首
相
は
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
た
が
、
後
継
首
班
は
容
易
に
決
ま
ら
ず
、
政
局
は
一
カ
月
以
上
も
空
転
。

摂
政
は
自
ら
首
相
を
兼
務
し
た
り
、
元
ア
テ
ネ
大
学
教
授
の
カ
ネ
ロ
プ
ー
ロ
ス
（
勺
雪
9
。
旨
o
肝
囚
き
巴
o
B
β
一
〇
ω
）
に
よ
る
息
つ
ぎ
的
政
権

を
樹
立
し
た
が
、
政
局
は
安
定
し
な
い
ば
か
り
か
、
一
カ
月
で
ア
テ
ネ
市
内
の
物
価
が
倍
化
す
る
程
深
刻
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
み
ま

わ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
下
で
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
一
一
月
一
三
日
マ
ク
ネ
イ
ル
（
鵠
o
o
8
同
ζ
o
Z
巴
）
外
務
政
務
次
官
を
ギ
リ
シ
ャ
に
派

遣
、
事
態
の
収
拾
に
あ
た
ら
せ
た
。
マ
ク
ネ
イ
ル
次
官
は
、
連
合
政
権
の
樹
立
、
イ
ギ
リ
ス
ま
た
は
連
合
国
に
よ
る
経
済
諮
問
委
員
会
の



結
成
、
通
貨
安
定
の
た
め
の
借
款
供
与
の
三
点
を
提
案
し
た
。
し
か
し
、
人
民
党
が
あ
く
ま
で
連
立
政
権
に
は
反
対
し
た
た
め
、
マ
ク
ネ

イ
ル
は
次
善
の
策
と
し
て
中
道
派
政
権
を
勧
告
し
た
。
そ
の
結
果
、
自
由
党
の
ソ
フ
ー
リ
ス
を
首
班
と
し
、
去
る
六
月
初
め
に
ソ
フ
ー
リ

ス
と
共
に
極
右
の
テ
ロ
活
動
に
対
す
る
抗
議
声
明
を
発
し
た
カ
フ
ァ
ン
ダ
リ
ス
（
副
首
相
）
や
ツ
ー
デ
ロ
ス
（
副
首
相
）
、
さ
ら
に
、
ヴ
ァ

ル
キ
ザ
協
定
締
結
時
の
外
相
で
あ
っ
た
ソ
フ
ィ
ア
ノ
プ
ー
ロ
ス
（
匂
o
ぎ
ω
o
欝
口
o
℃
〇
三
〇
ω
外
相
）
等
が
入
閣
し
た
共
和
派
単
独
政
権
が
構

想
さ
れ
た
。
摂
政
は
王
党
派
を
排
除
し
た
政
権
に
不
安
を
感
じ
、
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
や
り
方
に
不
満
を
抱
い
て
、
辞
意
を
表
明
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

が
、
米
国
大
使
の
説
得
も
あ
っ
て
留
任
し
、
ソ
フ
ー
リ
ス
政
権
は
よ
う
や
く
＝
月
二
二
日
に
発
足
し
た
。

　
ソ
フ
ー
リ
ス
政
権
の
発
足
に
対
し
て
、
共
和
派
は
狂
喜
し
、
左
翼
政
党
は
徹
底
し
た
民
主
化
政
策
の
実
行
を
条
件
に
好
意
的
反
応
を
示

し
た
。
・
れ
に
対
し
て
王
党
派
は
、
亡
命
中
の
国
王
が
共
和
派
単
独
政
権
の
成
立
に
不
満
叢
覇
し
て
い
た
こ
と
も
あ
．
て
、
「
イ
ギ
リ

ス
の
不
当
な
干
渉
」
と
非
難
し
、
町
に
は
軍
部
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
の
噂
が
流
さ
れ
る
程
で
あ
っ
た
。

　
反
右
翼
か
つ
反
共
の
「
中
道
的
解
決
」
は
、
合
衆
国
政
府
が
多
く
の
地
域
の
戦
後
処
理
に
あ
た
っ
て
望
ま
し
い
と
し
た
路
線
で
あ
り
、

労
働
党
政
権
の
登
場
に
よ
り
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
も
そ
の
可
能
性
が
浮
上
し
た
か
に
見
え
た
。
し
か
し
、
一
二
月
戦
闘
直
後
に
成
立
し
た

プ
ラ
ス
テ
ィ
ラ
ス
共
和
派
政
権
が
直
面
し
た
あ
の
権
力
の
二
重
構
造
の
壁
が
よ
り
一
層
肥
大
し
た
形
で
浮
上
す
る
こ
と
も
予
測
さ
れ
、
こ

の
「
中
道
的
解
決
」
に
は
危
う
い
実
験
の
色
彩
も
濃
厚
で
あ
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
一
一
月
末
に
は
英
米
仏
三
国
代
表
か
ら
な
る
連
合
国
選

挙
監
視
使
節
団
が
到
着
、
そ
の
大
半
は
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
っ
た
。
協
議
の
結
果
、
総
選
挙
は
翌
年
三
月
三
一
日
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
使
節
団
は
そ
の
準
備
活
動
に
入
っ
た
。

　
政
権
問
題
と
並
ん
で
経
済
危
機
の
克
服
も
焦
眉
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　
一
一
月
二
三
日
、
ベ
ヴ
ィ
ン
（
｝
…
同
づ
①
ω
什
　
ω
O
＜
一
口
）
外
相
は
イ
ギ
リ
ス
議
会
で
の
演
説
の
中
で
ギ
リ
シ
ャ
の
財
政
．
経
済
情
勢
の
悪
化
を

憂
慮
し
、
技
術
的
援
助
の
意
向
を
表
明
し
た
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
訪
問
中
の
マ
ク
ネ
イ
ル
外
務
次
官
を
通
じ
て
ギ
リ
シ
ャ
政
府
側
に
伝
達

済
で
あ
っ
た
が
、
一
二
月
三
日
に
至
り
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
合
衆
国
に
対
し
て
英
米
合
同
経
済
使
節
団
の
ギ
リ
シ
ャ
派
遣
を
提
案
す
る
に

至
っ
た
。
既
に
述
べ
た
様
に
、
イ
ギ
リ
ス
自
体
が
自
国
の
通
貨
安
定
・
経
済
復
興
の
た
め
の
巨
額
借
款
を
合
衆
国
に
要
請
中
で
、
そ
の
交

渉
が
大
詰
め
を
迎
え
て
い
た
時
点
で
も
あ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
に
対
す
る
経
済
援
助
に
あ
た
っ
て
も
合
衆
国
の
抱
き
込
み
を
狙
っ
た
の
で
あ
っ

（
塑

ナ
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ま
た
、
ギ
リ
シ
ャ
政
府
側
も
、
古
く
は
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
会
談
に
亡
命
政
権
を
代
表
し
て
参
加
し
て
い
た
ヴ
ァ
ル
ヴ
ァ
レ
ソ
ス
（
当
時

ギ
リ
シ
ャ
銀
行
総
裁
）
を
通
じ
て
ワ
シ
ン
ト
ン
に
二
五
〇
〇
万
ド
ル
の
借
款
を
要
請
し
て
い
た
よ
う
に
、
U
N
R
R
A
以
外
に
合
衆
国
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ら
の
直
接
的
援
助
を
期
待
し
て
い
た
。

　
他
方
、
合
衆
国
側
は
、
ギ
リ
シ
ャ
駐
在
英
軍
指
令
部
が
合
衆
国
に
対
し
て
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
責
任
分
担
を
求
め
る
よ
う
本
国
に
勧
告

し
て
い
た
こ
と
を
察
知
し
、
ア
ト
リ
i
英
国
首
相
の
訪
米
時
に
何
ら
か
の
提
案
が
な
さ
れ
る
と
予
想
し
て
、
既
に
一
一
月
一
〇
日
の
時
点

で
国
務
省
近
東
ア
フ
リ
カ
局
長
に
よ
る
「
ギ
リ
シ
ャ
情
勢
の
悪
化
と
合
衆
国
の
行
動
提
起
」
と
題
す
る
メ
モ
が
作
成
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ

き
バ
ー
ン
ズ
（
掛
目
Φ
ω
円
b
d
団
ヨ
①
ω
）
国
務
長
官
か
ら
大
統
領
に
勧
告
が
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
メ
モ
で
は
「
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
軍
事
的

責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
我
国
の
政
策
を
逆
転
さ
せ
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
る
が
、
情
勢
が
極
あ
て
重
大
で
あ
る
の
で
事
態
改
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
た
め
我
国
の
積
極
的
措
置
は
正
当
化
さ
れ
る
」
と
し
て
、
借
款
の
供
与
や
経
済
顧
問
の
派
遣
が
提
案
さ
れ
て
い
た
。

　
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
側
が
英
米
合
同
経
済
使
節
団
の
ギ
リ
シ
ャ
派
遣
を
提
案
し
た
時
点
で
は
、
合
衆
国
側
も
直
接
的
な
経
済
援
助
に
踏

み
切
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
合
衆
国
政
府
と
し
て
は
、
合
同
使
節
団
の
派
遣
が
ギ
リ
シ
ャ
世
論
に
好
ま
し
い
影
響
を
与
え
な
　
2
4

い
と
の
判
断
で
そ
れ
へ
の
参
加
を
断
わ
り
、
翌
年
一
月
九
日
に
復
興
物
資
輸
入
資
金
と
し
て
二
五
〇
〇
万
ド
ル
も
の
輸
出
入
銀
行
借
款
を
　
2

単
独
で
供
与
す
る
旨
決
定
し
た
。
さ
ら
に
、
翌
月
に
は
余
剰
軍
事
物
資
購
入
用
に
一
〇
〇
〇
万
ド
ル
、
ア
メ
リ
カ
の
余
剰
船
舶
購
入
用
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

四
五
〇
〇
万
ド
ル
の
借
款
を
供
与
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
イ
ギ
リ
ス
側
は
一
月
二
四
日
に
ソ
フ
ー
リ
ス
政
権
と
の
間
で
財
政
・
経
済
協
定
を
締
結
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
一
〇
〇
〇
万

ポ
ン
ド
の
貸
付
と
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
の
金
・
外
貨
準
備
一
五
〇
〇
万
ポ
ン
ド
と
の
合
計
二
五
〇
〇
万
ポ
ン
ド
を
流
通
通
貨
の
基
礎
と
す
る
こ

と
、
大
戦
直
前
の
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
貸
付
四
六
〇
〇
万
ポ
ン
ド
の
放
棄
、
そ
し
て
経
済
・
財
政
使
節
団
の
派
遺
が
合
意
さ
れ
た
。
こ
の
協
定

に
基
づ
き
、
ギ
リ
シ
ャ
政
府
側
は
一
ポ
ン
ド
H
二
万
ド
ラ
ク
マ
（
前
年
六
月
相
場
か
ら
の
十
分
の
一
減
価
／
）
の
新
相
場
を
決
定
す
る
と
共

に
、
借
款
や
通
貨
発
行
を
管
理
す
る
通
貨
委
員
会
の
設
置
を
決
め
た
。
五
人
の
委
員
か
ら
な
る
こ
の
委
員
会
に
は
イ
ギ
リ
ス
人
と
ア
メ
リ

カ
人
が
一
人
つ
つ
参
加
し
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
は
合
同
使
節
団
派
遣
に
は
賛
成
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
財
務
省
の
官
僚
G
・
パ
タ
ー
ソ
ン
が

「
個
人
と
し
て
」
通
貨
委
ロ
貝
会
に
参
加
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
通
貨
委
員
会
は
政
府
の
財
政
政
策
に
対
し
て
大
き
な
発
言
権
を
も
ち
、

外
国
人
委
員
に
は
通
貨
発
行
の
際
に
拒
否
権
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
故
、
こ
れ
は
、
「
実
際
の
行
政
上
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
外
国
人
の
手



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

に
お
か
れ
た
最
初
の
機
会
」
と
も
、
ギ
リ
シ
ャ
を
「
準
植
民
地
的
地
位
」
に
置
い
た
と
も
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
約
一
年
前
の
一
二
月
戦
闘
の
折
に
は
調
停
者
的
位
置
に
あ
っ
た
合
衆
国
政
府
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
共
同
責
任
を
負
う
こ
と
は
避
け
つ
つ

も
、
従
来
の
姿
勢
か
ら
一
歩
進
め
て
直
接
的
な
経
済
援
助
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
変
化
の
背
役
に
は
、
ソ
フ
ー
リ
ス
政
権
の

成
立
に
伴
っ
て
共
和
派
政
権
の
下
で
総
選
挙
を
成
功
さ
よ
う
と
い
う
「
中
道
的
解
決
」
へ
の
期
待
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

　
ソ
フ
ー
リ
ス
政
権
は
発
足
後
直
ち
に
総
選
挙
の
前
提
条
件
と
し
て
軍
隊
・
警
察
の
改
革
に
着
手
し
た
。
マ
ネ
ッ
タ
ス
（
目
『
8
亀
o
お
ζ
雪
9
・

件
餌
ω
）
陸
軍
大
臣
は
参
謀
本
部
に
対
し
て
枢
軸
占
領
時
代
の
偲
儲
軍
で
あ
る
治
安
大
隊
に
関
係
し
て
い
た
将
校
二
八
六
名
の
退
役
を
命
令
し

た
。
し
か
し
、
再
び
イ
ギ
リ
ス
軍
事
使
節
団
の
拒
否
に
直
面
し
、
命
令
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
に
王
党
派
将
校
団
S
A
N
の
指

導
者
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
リ
ス
を
参
謀
次
長
か
ら
解
任
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
が
、
全
体
と
し
て
S
A
N
の
指
導
権
は
ゆ
る
が
な
か
っ
た
。
し

か
も
、
こ
の
頃
ま
で
に
軍
隊
は
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
時
の
三
万
人
か
ら
倍
以
上
の
約
七
万
五
千
人
に
増
強
さ
れ
て
い
た
。
共
和
派
の
将
校
は

お
し
な
べ
て
老
令
化
し
て
お
り
、
王
党
派
将
校
を
除
け
ば
あ
と
は
旧
E
L
A
S
の
将
校
経
験
者
し
か
残
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
軍
事
使
節
団
は

反
E
L
A
S
の
立
場
を
貫
く
た
め
に
王
党
派
将
校
団
を
維
持
し
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
ソ
フ
ー
リ
ス
政
権
と
し
て
は
、
自
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
5

命
令
を
実
行
さ
せ
る
強
制
力
の
欠
如
を
嘆
か
ざ
る
を
得
ず
、
連
合
国
選
挙
監
視
使
節
団
の
米
国
代
表
団
に
イ
ギ
リ
ス
の
軍
事
・
警
察
使
節
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

団
の
抑
制
を
懇
請
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。

　
不
法
な
テ
ロ
活
動
の
取
締
り
、
治
安
の
維
持
も
容
易
に
果
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
九
四
五
年
五
月
以
来
イ
ギ
リ
ス
軍
は
都
市
部
に
駐
屯

し
、
全
国
的
な
治
安
維
持
は
憲
兵
隊
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
が
、
極
右
の
テ
ロ
活
動
は
一
向
に
鎮
静
化
し
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
取
締

り
は
左
翼
に
対
し
て
よ
り
厳
格
で
あ
り
、
一
九
四
五
年
一
二
月
の
時
点
で
内
務
省
が
把
握
し
て
い
る
だ
け
で
E
A
M
関
係
者
約
四
・
九
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

人
が
起
訴
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
「
申
道
的
解
決
」
は
権
力
の
二
重
構
造
の
前
に
再
び
無
力
を
露
呈
し
始
め
て
い
た
。
マ
ク
ヴ
ェ
イ
米
国
大
使
も
四
六
年
一
月
中
旬
の
国

務
長
官
宛
の
報
告
の
中
で
当
時
大
使
館
付
武
官
で
あ
っ
た
W
・
H
・
マ
ク
ネ
イ
ル
の
分
析
に
依
拠
し
て
、
近
い
将
来
、
「
暴
力
的
警
察
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

柔
順
な
軍
隊
に
支
持
さ
れ
た
権
力
主
義
的
政
権
」
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
警
告
し
て
い
た
。

　
三
月
末
に
予
定
さ
れ
た
総
選
挙
を
前
に
極
右
に
よ
る
テ
ロ
活
動
が
激
化
す
る
中
で
政
治
活
動
の
自
由
を
狭
め
ら
れ
て
い
っ
た
E
A
M
や

ギ
リ
シ
ャ
共
産
党
は
総
選
挙
へ
の
参
加
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
厳
し
い
選
択
に
迫
ら
れ
て
い
っ
た
。



　
戦
前
期
の
書
記
長
ザ
ハ
リ
ア
デ
ス
の
帰
国
を
う
け
て
一
九
四
五
年
六
月
末
に
開
催
さ
れ
た
共
産
党
第
一
二
回
中
央
委
員
会
総
会
は
、
社

会
主
義
革
命
路
線
へ
の
転
換
を
決
定
し
な
が
ら
も
、
当
面
は
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
の
遵
守
の
路
線
に
立
つ
と
共
に
、
ザ
ハ
リ
ア
デ
ス
書
記
長

以
下
の
新
指
導
部
を
選
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、
既
に
表
面
化
し
て
い
た
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
の
空
洞
化
が
一
層
進
行
す
る
中
で
党
内
で
の

意
見
の
相
異
も
顕
在
化
し
て
い
っ
た
。

　
一
〇
月
初
め
の
K
K
E
第
七
回
大
会
の
折
、
ツ
ィ
マ
ス
（
〉
昌
魚
臼
ω
↓
ω
一
ヨ
山
ω
）
や
カ
ラ
イ
ヨ
ル
ギ
ス
（
内
o
ω
奮
国
9
。
田
σ
q
8
同
o
q
芭
ら
は
一
二

月
戦
闘
の
敗
北
が
武
装
闘
争
の
準
備
の
遅
れ
に
よ
る
と
批
判
し
た
。
特
に
、
ツ
ィ
マ
ス
は
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
の
出
身
で
あ
り
、
大
戦
中
マ

ケ
ド
ニ
ア
や
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
抵
抗
運
動
と
の
連
絡
に
従
事
し
、
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
締
結
後
は
一
時
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
亡
命
し

て
い
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
彼
が
武
装
闘
争
の
徹
底
を
主
張
し
た
点
が
注
目
さ
れ
た
コ
ま
た
、
当
時
の
党
内
に
は
平
和
革
命
論
者
も
あ

り
、
ザ
ハ
リ
ア
デ
ス
は
こ
の
二
つ
の
流
れ
を
共
に
批
判
す
る
形
で
「
我
々
は
、
平
和
移
行
の
可
能
性
が
存
在
す
る
が
、
確
実
で
は
な
い
と

い
う
事
実
を
主
張
す
べ
き
で
あ
り
、
…
…
そ
の
可
能
性
が
日
毎
に
後
退
し
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
。
結
局
、
大

会
は
こ
の
ザ
ハ
リ
ア
デ
ス
の
基
調
を
採
択
し
、
武
力
革
命
と
平
和
革
命
の
二
者
択
一
は
避
け
た
。
同
時
に
、
大
会
は
、
「
も
し
民
主
的
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
6

数
が
ギ
リ
シ
ャ
軍
に
よ
る
北
エ
ピ
ル
ス
の
即
時
軍
事
占
領
を
支
持
す
る
な
ら
ば
、
党
は
反
対
を
変
え
な
い
が
、
多
数
の
決
定
に
は
従
う
」
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

と
の
同
年
⊥
ハ
月
の
一
二
中
総
決
定
を
承
認
し
た
。
北
エ
ピ
ル
ス
と
は
第
一
次
大
戦
の
戦
後
処
理
を
通
じ
て
ア
ル
バ
ニ
ア
領
と
な
っ
て
い
た

地
域
で
あ
る
が
、
当
時
王
党
派
を
中
心
に
「
大
ギ
リ
シ
ャ
主
義
」
が
標
榜
さ
れ
、
北
エ
ピ
ル
ス
の
軍
事
的
奪
取
さ
え
唱
導
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
共
産
党
は
そ
の
動
き
に
反
対
し
な
が
ら
、
黙
認
も
あ
り
う
る
と
し
た
わ
け
で
あ
り
、
領
土
問
題
で
民
族
主
義
的
政
策
に
傾
斜
し

て
い
た
。
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
つ
い
て
も
ザ
ハ
リ
ア
デ
ス
は
同
年
八
月
ギ
リ
シ
ャ
領
に
止
め
る
こ
と
明
言
し
て
い
た
。

　
一
一
月
末
に
ソ
フ
ー
リ
ス
政
権
が
成
立
し
た
当
初
は
E
A
M
も
、
共
産
党
も
好
意
的
反
応
を
示
し
、
連
合
国
選
挙
監
視
使
節
団
と
も
接

触
し
、
選
挙
実
施
の
前
提
条
件
と
し
て
公
共
秩
序
の
維
持
、
有
権
者
名
簿
の
修
正
、
比
例
代
表
制
の
採
用
等
を
要
求
し
て
い
た
。
し
か
し
、

ソ
フ
ー
リ
ス
政
権
が
軍
・
警
察
改
革
に
失
敗
し
、
テ
ロ
活
動
の
抑
制
に
無
力
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
に
つ
れ
、
E
A
M
や
共
産
党
は
政
府

に
頼
ら
ず
、
自
力
で
政
治
活
動
の
自
由
を
確
保
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
一
二
月
末
、
E
A
M
の
指
導
者
は
全
国
を
旅
し
て
政

治
的
抵
抗
の
基
盤
づ
く
り
に
弄
走
し
た
。
翌
年
一
月
六
日
に
は
ア
テ
ネ
で
政
治
テ
ロ
へ
の
抗
議
集
会
が
組
織
さ
れ
、
E
A
M
や
反
フ
ァ
シ

ズ
ム
労
働
者
連
盟
（
E
R
G
A
S
）
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
三
五
万
人
も
の
人
々
が
結
集
し
た
。
ま
た
、
一
月
中
旬
に
は
E
A
M
は
支
持



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

者
に
対
し
て
有
権
者
登
録
を
指
示
、
二
日
後
共
産
党
政
治
局
も
そ
れ
を
了
解
し
た
。

　
し
か
し
、
総
選
挙
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
極
右
や
王
党
派
に
よ
る
妨
害
や
テ
ロ
が
む
し
ろ
激
化
す
る
中
で
、
二
月
初
め
E
A
M
申
央
委
員

会
は
、
政
府
が
公
共
秩
序
を
回
復
し
、
警
察
か
ら
対
ナ
チ
協
力
者
を
粛
清
し
、
全
般
的
恩
赦
を
与
え
、
有
権
者
登
録
の
公
正
を
図
り
、

E
A
M
，
諸
党
が
参
加
し
た
民
主
的
政
府
の
樹
立
を
助
長
し
な
い
限
り
総
選
挙
に
棄
権
す
る
旨
決
定
し
た
。
続
い
て
、
二
月
一
二
日
に
開
か

れ
た
共
産
党
第
二
回
中
央
委
員
会
総
会
は
、
E
A
M
の
決
定
を
了
承
し
、
棄
権
の
最
終
的
決
断
を
政
治
局
に
委
ね
た
。
同
時
に
、
重
要
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

こ
と
は
、
こ
の
会
議
で
秘
密
裡
に
武
装
抵
抗
組
織
の
創
設
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
戦
闘
敗
北
後
の
一
九
五
〇
年
、
ザ
ハ
リ
ア
デ
ス
は
こ
の
時
の
決
定
に
つ
い
て
、
「
国
内
的
諸
要
因
と
バ
ル
カ
ン
及
び
国
際
情
勢
を
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

し
た
後
、
総
会
は
君
主
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
蛮
行
に
対
す
る
新
し
い
武
装
闘
争
の
組
織
を
発
足
さ
せ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
注
意

す
べ
き
は
、
こ
の
時
の
決
定
が
武
装
闘
争
へ
の
全
面
的
な
転
換
を
意
味
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
K
K
E
が
非
合
法
化
さ
れ
る
の
は
、

E
A
M
が
北
部
山
岳
地
帯
に
「
臨
時
民
主
政
府
」
を
樹
立
す
る
一
九
四
七
年
一
二
月
末
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
一
年
半
以
上
は
、
ユ
ー
ド

ゥ
の
言
う
通
り
、
「
合
法
的
和
解
の
政
策
が
党
の
公
式
路
線
の
基
礎
で
あ
り
続
け
」
、
山
岳
部
の
武
装
抵
抗
は
あ
く
ま
で
秘
密
裡
の
も
の
で

あ
っ
た
。

　
何
故
選
挙
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
武
装
闘
争
の
開
始
に
直
結
し
た
の
か
。
ま
た
、
公
式
上
の
合
法
活
動
と
秘
密
裡
の
武
装
闘
争
と
い
う
二
面

戦
術
が
何
故
採
用
さ
れ
た
の
か
。
さ
ら
に
、
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
で
E
L
A
S
の
武
装
解
除
に
同
意
し
た
ギ
リ
シ
ャ
共
産
党
が
一
年
後
に
何

故
再
び
武
器
を
と
る
決
意
を
固
め
た
の
か
、
そ
こ
に
「
バ
ル
カ
ン
及
び
国
際
情
勢
」
の
認
識
が
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
…
…
等
々
今

日
の
史
料
段
階
で
も
な
お
不
明
な
所
が
多
い
。

　
勿
論
、
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
の
空
洞
化
か
ら
K
K
E
の
言
う
「
君
主
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
形
成
と
い
う
国
内
情
勢
と
そ
の
下
で
の
闘
争
方

針
を
め
ぐ
る
党
内
の
路
線
対
立
が
基
本
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
時
に
、
ソ
連
や
北
辺
の
人
民
民
主
主
義
諸
国
の
動
向
、
つ
ま
り
、
「
バ

ル
カ
ン
の
極
」
の
影
響
に
つ
い
て
の
検
討
も
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
ソ
連
は
、
E
A
M
が
選
挙
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
決
定
す
る
約
半
月
前
の
一
月
二
一
日
に
国
連
安
全
保
障
理
事
会
に
対
し
て
ギ
リ
シ
ャ

に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
軍
の
残
留
が
政
治
的
抑
圧
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
提
訴
し
た
が
、
K
K
E
も
同
じ
日
に
イ
ギ
リ
ス
軍
の
即
時

撤
退
を
要
求
す
る
宣
言
を
機
関
紙
に
掲
載
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
は
イ
ギ
リ
ス
軍
の
駐
留
は
ギ
リ
シ
ャ
政
府
と
の
協
定
に
基
づ
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（
2
1
）

く
も
の
と
反
論
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
以
外
の
他
の
理
事
国
も
こ
れ
に
同
調
し
た
た
め
、
二
月
六
日
ソ
連
の
訴
え
は
不
採
択
と
な
っ
た
。

　
結
果
は
不
採
択
に
終
っ
た
に
せ
よ
、
ギ
リ
シ
ャ
問
題
に
つ
い
て
の
ソ
連
の
安
保
理
提
訴
は
、
一
九
四
四
年
一
〇
月
の
英
ソ
秘
密
合
意
以

来
ソ
連
政
府
が
と
っ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
の
干
渉
黙
認
政
策
の
放
棄
を
意
味
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
折
し
も
ス
タ
ー
リ
ン
が
モ
ス
ク
ワ
の
選
挙

区
で
の
演
説
の
中
で
資
本
主
義
経
済
下
の
戦
争
の
不
可
避
性
を
指
摘
し
た
の
は
二
月
九
日
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ソ
連
の
外
交
政
策
の
転

換
を
暗
示
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ャ
自
体
に
即
し
て
ソ
連
の
対
応
を
検
討
す
る
時
、
も
う
一
つ
別
な
事
実
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
K
K
E
の
書
記
兼

政
治
局
員
パ
ル
ツ
ァ
リ
デ
ィ
ス
（
∪
冒
一
茸
o
ω
勺
費
菌
臣
δ
）
が
一
月
末
に
モ
ス
ク
ワ
を
訪
問
、
モ
ロ
ト
フ
（
＜
・
ζ
・
ζ
o
ζ
o
〈
）
や
ジ
ダ
ー
ノ

ブ
（
〉
・
〉
曾
N
ま
器
o
〈
）
ら
ソ
連
首
脳
と
会
談
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
折
、
ソ
連
首
脳
は
K
K
E
の
蜂
起
計
画
に
は
極
あ
て
冷
淡
な

反
応
を
示
し
、
む
し
ろ
「
民
主
戦
線
」
を
結
成
し
、
総
選
挙
に
参
加
す
る
よ
う
強
く
勧
告
し
、
ソ
連
は
選
挙
結
果
を
尊
重
す
る
と
語
っ
た

と
い
う
。
し
か
し
、
パ
ル
ツ
ァ
リ
デ
ィ
ス
の
連
絡
が
K
K
E
に
届
い
た
の
は
、
既
に
E
A
M
、
K
K
E
が
共
に
総
選
挙
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
を

決
定
し
た
後
の
二
月
二
一
日
で
あ
っ
た
。
当
然
K
K
E
の
政
治
局
内
で
は
少
な
か
ら
ぬ
動
揺
が
起
り
、
二
月
二
二
日
の
機
関
紙
に
は
「
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
8

の
善
意
が
存
在
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
反
対
が
や
め
ば
、
真
の
自
由
選
挙
の
た
め
の
前
提
条
件
は
達
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
。
K
K
E
は
「
実
質
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

的
に
自
由
な
選
挙
の
実
施
を
確
実
に
す
る
よ
う
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
援
助
す
る
用
意
が
あ
る
」
と
の
主
張
が
掲
載
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
も
極
右
や
王
党
派
に
よ
る
選
挙
活
動
へ
の
妨
害
や
テ
ロ
は
や
ま
ず
、
K
K
E
や
E
A
M
は
三
月
三
一
日
に
予
定
さ
れ

た
総
選
挙
の
延
期
を
ソ
フ
ー
リ
ス
政
権
に
要
求
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　
っ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
ソ
連
に
関
す
る
限
り
、
総
選
挙
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
支
持
し
、
武
装
闘
争
へ
の
道
を
助
長
し
た
根
拠
は
な
い
。
む

し
ろ
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
主
導
性
を
承
認
し
た
英
ソ
秘
密
合
意
か
ら
ヤ
ル
タ
会
談
に
い
た
る
国
際
的
枠
組
の
中
で
決
定
さ

れ
た
ヴ
ァ
ル
サ
ザ
協
定
の
枠
組
、
そ
の
下
で
の
「
自
由
な
選
挙
」
の
結
果
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
ギ

リ
シ
ャ
問
題
に
関
す
る
安
保
理
提
訴
は
、
英
ソ
秘
密
合
意
の
放
棄
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
別
な
文
脈
、
特
に
、
イ
ラ
ン
問
題
と
の
関

連
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
当
時
の
イ
ラ
ン
で
は
大
戦
以
来
北
部
に
進
駐
し
て
い
た
ソ
連
軍
の
撤
退
問
題
が
、
北
部
の
ア
ゼ
ル

バ
イ
ジ
ャ
ン
地
方
に
お
け
る
左
翼
的
地
方
政
権
の
成
立
、
北
部
の
石
油
利
権
等
の
問
題
と
か
ら
ま
っ
て
国
際
的
争
点
と
な
っ
て
い
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

し
て
、
一
九
四
六
年
一
月
一
五
日
イ
ラ
ン
政
府
は
ソ
連
軍
の
駐
留
問
題
を
国
連
安
保
理
に
提
訴
し
て
い
た
。
ソ
連
政
府
が
ギ
リ
シ
ャ
問
題



を
提
訴
し
た
の
は
そ
の
一
週
間
後
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ソ
連
は
自
ら
の
失
政
に
対
す
る
国
際
的
批
判
を
あ
び
る
や
「
西
側
」
の
弱
点
と
し

て
の
ギ
リ
シ
ャ
問
題
を
対
抗
的
に
提
起
し
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
隣
接
の
人
民
民
主
主
義
諸
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
史
料
的
制
約
が
著
し
い
が
、
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
か
ら
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
除

名
と
戦
闘
敗
北
の
後
に
起
っ
た
K
K
E
と
ユ
ー
ゴ
と
の
論
争
や
K
K
E
の
敗
北
総
括
等
を
通
じ
て
断
片
的
な
が
ら
若
干
の
事
実
が
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
（
％
）

に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
戦
闘
敗
北
後
の
一
九
五
〇
年
に
ザ
ハ
リ
ア
デ
ス
は
「
チ
ト
ー
と
そ
の
一
派
は
最
も
実
質
的
な
援
助
を
我
々
に
約
束
し
た
。
こ
の
約
束
は

我
々
の
決
断
に
決
定
的
役
割
を
果
し
た
。
何
故
な
ら
、
当
時
の
バ
ル
カ
ン
に
お
け
る
主
要
な
要
素
で
あ
っ
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
中
に

は
我
々
の
新
し
い
革
命
運
動
に
と
っ
て
乗
り
越
え
難
い
障
害
を
も
た
ら
す
よ
う
な
敵
対
者
は
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
ま
た
、
同
じ
年
の
五
月
に
開
催
さ
れ
た
K
K
E
の
第
七
回
中
央
委
員
会
総
会
で
は
「
も
し
一
九
四
六
年
か
ら
挑
発
者
た
る
チ
ト
ー
の

不
誠
実
な
役
割
が
我
々
に
分
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
当
時
K
K
E
は
再
び
武
器
を
と
れ
と
の
決
定
に
達
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
さ
え
述

（
2
5
）

べ
た
。
こ
こ
に
は
、
自
ら
の
敗
北
の
責
任
を
当
時
国
際
共
産
主
義
運
動
の
異
端
児
と
さ
れ
た
ユ
…
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
転
嫁
す
る
意
図
が
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
9

め
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
す
る
ユ
ー
ゴ
側
の
関
係
者
と
し
て
の
ヴ
ク
マ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
反
論
の
　
2

中
に
は
「
社
会
主
義
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
ば
、
絶
え
ず
自
己
犠
牲
的
に
ギ
リ
シ
ャ
人
民
を
援
助
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
東
欧
諸
国
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

の
援
助
収
集
を
組
織
し
た
唯
一
の
国
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
ユ
ー
ゴ
が
K
K
E
や
E
A
M
の
抵
抗
闘
争
に
何
ら
か
の
援
助
を
与

え
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
。

　
事
実
、
ユ
ー
ド
ゥ
に
よ
る
と
、
一
九
四
五
年
の
一
二
月
中
旬
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
の
国
境
に
近
い
ピ
ー
ト
リ
ッ
チ
で
ユ
ー
ゴ
、
ブ
ル
ガ
リ

ア
、
ギ
リ
シ
ャ
三
国
の
共
産
党
代
表
が
会
談
し
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
反
乱
の
際
に
実
質
的
援
助
を
与
え
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

際
、
ユ
ー
ゴ
側
の
代
表
で
あ
っ
た
ラ
ン
コ
ヴ
ィ
チ
は
チ
ト
ー
の
意
を
う
け
援
助
の
具
体
的
条
件
ま
で
明
示
し
た
と
い
う
。

　
チ
ト
ー
が
援
助
に
積
極
的
で
あ
っ
た
背
景
に
は
、
．
ギ
リ
シ
ャ
政
府
に
よ
る
大
ギ
リ
シ
ャ
主
義
の
標
榜
、
と
り
わ
け
、
反
共
的
外
衣
を
ま

と
っ
た
反
ス
ラ
ヴ
主
義
の
唱
導
に
裏
う
ち
さ
れ
た
領
土
拡
大
の
姿
勢
へ
の
懸
念
と
共
に
、
同
じ
ス
ラ
ヴ
系
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
に
対
す
る
ギ

リ
シ
ャ
政
府
に
よ
る
苛
烈
な
弾
圧
へ
の
反
機
が
あ
っ
た
。

　
「
民
族
の
花
園
」
と
言
わ
れ
、
民
族
間
の
相
剋
、
対
立
が
絶
え
な
か
っ
た
バ
ル
カ
ン
の
中
に
あ
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
も
例
外
な
く
多
民
族
国



表VII宗教・言語別人口分布の地方別構成（1928年）
（実数単位：千人）

ギリシャ正教・ギリシャ語

トルコ語q》

ギリシャ正教・マケドニア

Xラヴ語
ユダヤ教ω その他⑧ 合　　計

実　数 ％ 実　数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

西　　ス　　レ　　ー　　ス

}　　ケ　　　ド　　ニ　　ア

G　　　　ピ　　　　ル　　　　ス

Z　　　　　サ　　　　　リ

B　オ　ニ　ア　諸　島

?寃Mリシャ・エウボエア島

L　ク　ラ　デ　ス　諸　島

y　　ロ　ポ　ネ　　ソ　　ス

G　　ー　　ゲ　　諸　　島

N　　リ　　ー　　ト　島

182．9

P16L1

Q83．4

S86．3

Q06．1

P541．9

P18．0

P046．9

R05．8

R83．1

60．3

W2．2

X0．7

X8．6

X6．7

X6．8

X1．0

X9．4

X9．4

X9．1

93．7

V1．4

P．9

Q．9

O．1

P7．9

O．1

O．9

O．3

O．6

30．9

T．1

O．6

O．6

O．05

P．1

O．08

O．08

O．1

O．15

1．0

W0．6

|
一
一
一
一
一
一
一

0．3

T．7

2．9

U0．0

Q．6

Q2

P．8

P．7

|
0
．
1
｝
0
．
2

1．0

S．2

O．8

O．5

O．8

O．1

O．01

O．05

22．6

R9．3

Q4．7

P．8

T．1

R1．3

P1．6

T．4

P．6

Q．5

7．5

Q．8

V．9

O．3

Q．45

Q．0

W．92

O．5

O．5

O．6

303ユ

P412．4

R12．6

S93．2

Q13．1

P592．8

P29．7

P053．3

R07．7

R86．4

100

P00

P00

P00

P00

P00

P00

P00

P00

P00

全　ギ　リ　シ　ャ　合　計 5716．1 92．1 190．1 3．1 81．8 1．3 71．9 1．2 144．7 2．3 6204．6 100

（注）US，　OSS，　Survey　of　Greece，　February　10，1944，　P．45より作成。

　　（1）　トルコ語住昆にはギリシャ正教徒とイスラム教徒が54：46の比で含まれている。

　　（2）ユダヤ教徒の中にはスペイン語住民とギリシャ語住民が87：15の比で含まれている。
　　（3）その他の中には，アルメニア語住民（21％）ルーマニア語に近いヴラッハ語住民（13．6％），ブルガリア語住民
　　　　　（11．6％），アルバニア語住民（9．3％）等が含まれる。
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家
で
あ
っ
た
。
表
W
は
一
九
二
八
年
時
点
の
宗
教
二
言
呈
贈
別
人
口
分
布
で
あ
る
。
デ
ー
タ
の
古
さ
と
宗
教
・
言
語
別
で
あ
る
点
が
難
点
で

あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
の
多
民
族
構
成
の
大
要
の
把
む
上
で
役
立
つ
。
当
時
の
人
口
五
七
一
万
人
の
中
、
ほ
ぼ
ギ
リ
シ
ャ
人
の
中
核
を
な
す

と
思
わ
れ
る
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ギ
リ
シ
ャ
正
教
住
民
が
九
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
ト
ル
コ
語
住

民
の
中
に
は
第
一
次
大
戦
後
に
ト
ル
コ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
の
間
で
行
わ
れ
た
一
五
〇
万
人
に
も
の
ぼ
る
住
民
交
換
の
結
果
、
ギ
リ
シ
ャ
に

流
入
し
た
ト
ル
コ
文
化
化
し
た
ギ
リ
シ
ャ
人
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
比
重
は
一
層
高
い
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
民
族

構
成
を
地
方
別
に
見
る
と
、
西
ス
レ
ー
ス
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
エ
ピ
ル
ス
等
の
北
部
に
ゆ
く
程
少
数
民
族
の
比
重
が
高
ま
る
こ
と
が
分
る
。

そ
れ
は
、
図
∬
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
北
隣
諸
国
に
も
居
住
す
る
諸
民
族
が
国
境
を
ま
た
い
で
散
在
す
る
、
つ
ま
り
、
国
境
と
民
族
分
布

と
の
間
に
ズ
レ
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
西
ス
レ
ー
ス
に
お
い
て
は
ト
ル
コ
語
住
民
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
お
い
て
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
人

の
比
率
が
高
ま
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
場
合
も
マ
ケ
ド
ニ
ア
へ
の
集
住
が
見
ら
れ
た
が
、
大
戦
中
の
ド
イ
ツ
占
領
下
で
の
強
制
移
住
、
大
量
虐

殺
政
策
の
犠
牲
と
な
り
、
戦
後
に
は
七
万
余
か
ら
一
挙
に
二
千
人
に
激
減
し
た
と
い
う
。
そ
の
他
、
ル
ー
マ
ニ
ア
語
の
方
言
と
い
わ
れ
る

ヴ
ラ
ッ
ハ
語
（
＜
一
9
。
9
）
を
使
う
遊
牧
民
が
一
・
八
万
、
ポ
マ
ッ
ク
（
℃
o
ヨ
9
。
犀
）
と
呼
ば
れ
る
ブ
ル
ガ
リ
ア
系
イ
ス
ラ
ム
教
徒
一
・
七
万
が

　
　
（
2
8
）

存
在
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
つ
ま
り
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
は
ギ
リ
シ
ャ
人
が
圧
倒
的
比
重
を
占
め
る
た
め
、
伝
統
的
に
ト
ル
コ
系
、
ス
ラ
ヴ
系
少
数
民
族
の
権
利

が
無
視
さ
れ
、
同
化
を
強
制
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
そ
れ
ら
の
少
数
民
族
は
隣
国
に
居
住
す
る
同
一
民
族
の
動
向
に
多

大
の
期
待
を
寄
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
の
場
合
は
、
ユ
ー
ゴ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
の
三
国
に
分
断
、

吸
収
さ
れ
て
い
た
た
め
、
古
く
か
ら
独
立
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
建
国
を
め
ざ
す
運
動
が
存
在
し
た
。
し
か
も
、
第
二
次
大
戦
は
そ
の
悲
願
達
成

の
絶
好
の
機
会
と
意
識
さ
れ
、
大
戦
末
期
か
ら
ユ
ー
ゴ
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
の
間
で
進
め
ら
れ
て
い
た
「
バ
ル
カ
ン
連

邦
」
構
想
の
一
環
に
自
ら
の
自
治
構
想
を
連
繋
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ユ
ー
ゴ
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
と
ピ
リ
ン
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
人

（
℃
凶
同
一
嵩
　
ζ
偵
9
0
0
山
O
づ
団
⇔
口
）
と
呼
ば
れ
る
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
そ
れ
の
場
合
は
、
一
九
四
五
年
一
一
月
に
成
立
す
る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主
義

連
邦
共
和
国
を
構
成
す
る
一
共
和
国
と
し
て
自
治
権
を
回
復
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ギ
リ
シ
ャ
側
の
エ
ー
ゲ
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
（
〉
。
σ
q
＄
コ

ζ
碧
巴
o
巳
雪
）
は
ギ
リ
シ
ャ
側
に
と
り
残
さ
れ
た
上
、
大
戦
中
の
抵
抗
の
経
歴
と
民
族
差
別
の
故
に
、
ギ
リ
シ
ャ
政
府
に
よ
る
苛
烈
な
弾

圧
に
さ
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
大
戦
直
後
の
彼
ら
の
実
勢
は
ギ
リ
シ
ャ
側
の
デ
ー
タ
で
は
低
く
見
積
も
ら
れ
、
六
～
一
〇
万
（
マ
ク
ネ

231
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イ
ル
）
と
も
、
八
・
二
万
（
ス
ウ
ィ
ー
ト
・
エ
ス
コ
ッ
ト
）
と
も
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
語
へ
の
同
化
強
制
政
策
の
結
果
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

言
わ
れ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
側
で
は
一
九
二
八
年
時
点
で
も
三
〇
万
人
と
推
定
し
て
い
た
。

　
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
で
E
L
A
S
が
武
装
解
除
し
た
後
、
ア
テ
ネ
政
権
の
軍
隊
や
警
察
が
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
進
駐
し
た
の
は
、
一
九
四
五
年

の
四
～
五
月
頃
で
あ
っ
た
が
、
反
ス
ラ
ヴ
と
反
共
感
情
が
増
幅
さ
れ
た
形
で
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
に
対
す
る
弾
圧
は
特
に
苛
烈
を
極
め
、
亡
命

者
も
多
く
で
た
。
そ
れ
故
、
ユ
ー
ゴ
側
か
ら
は
絶
え
ず
ギ
リ
シ
ャ
政
府
に
対
す
る
抗
議
が
繰
り
返
え
さ
れ
た
し
、
ユ
ー
ゴ
側
の
マ
ケ
ド
ニ

ア
人
の
間
で
は
強
い
連
帯
の
感
情
が
噴
出
し
て
い
た
。

　
既
に
指
摘
し
た
通
り
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
の
間
で
は
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
後
、
民
族
解
放
戦
線
（
N
O
F
）
が
結
成
さ
れ
て
い
た
が
、
ヴ
ク

マ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
後
の
証
言
に
よ
る
と
、
彼
ら
は
E
L
A
S
が
武
装
解
除
に
応
じ
た
後
も
武
装
抵
抗
を
継
続
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
N

O
F
の
前
身
マ
ケ
ド
ニ
ア
民
族
解
放
戦
線
（
S
N
O
F
）
は
、
大
戦
中
に
ゴ
チ
ェ
フ
（
0
9
ω
①
＜
）
ら
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
枢
軸
占
領
軍

に
対
す
る
抵
抗
組
織
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
に
お
け
る
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
独
立
を
主
張
し
た
た
め
E
A
M
や
K
K
E
と
対
立
、
一
九
四
四
年
一

〇
月
に
は
E
L
A
S
と
軍
事
衝
突
し
て
ユ
ー
ゴ
側
に
亡
命
し
て
い
た
。
ま
た
、
一
二
月
戦
闘
の
敗
北
後
も
多
数
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
が
、
一
　
3
3

部
の
E
L
A
S
と
共
に
ユ
ー
ゴ
に
移
動
し
て
い
た
。
そ
の
彼
ら
の
一
部
、
約
五
百
人
位
が
、
ア
テ
ネ
政
府
に
よ
る
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
弾
圧
が
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

強
ま
る
中
で
、
一
九
四
五
年
六
月
頃
か
ら
越
境
し
、
N
O
F
の
武
装
抵
抗
に
参
加
し
て
い
た
と
い
う
。

　
つ
ま
り
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
の
抵
抗
運
動
は
そ
の
民
族
独
立
要
求
に
お
い
て
K
K
E
や
E
A
M
と
も
対
立
す
る
側
面
を
も
っ
て
お
り
、
闘

争
方
針
に
お
い
て
も
独
自
性
を
貫
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
一
〇
月
に
開
か
れ
た
K
K
E
の
第
七
回
大
会
で
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
出
身
の
ツ
ィ

マ
ス
が
武
装
抵
抗
を
提
案
し
た
が
、
少
数
意
見
と
し
て
否
決
さ
れ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
，
国
内
に
多
数
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
を
抱
え
る
ユ
ー
ゴ
側
も
厳
し
い
弾
圧
下
に
あ
る
エ
ー
ゲ
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
に
対
し
て
強
い
関
心

を
示
し
て
い
た
。

　
八
月
二
日
、
ヴ
ク
マ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
ス
コ
ピ
エ
で
ユ
ー
ゴ
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
を
前
に
し
て
「
同
志
諸
君
、
諸
君
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
民
の

一
部
が
な
お
奴
隷
状
態
に
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
る
。
我
々
は
こ
の
こ
と
を
公
然
と
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
の
は
我
々
の
み

で
は
な
い
。
今
日
、
何
万
も
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
の
男
や
女
が
ギ
リ
シ
ャ
の
君
主
制
フ
ァ
シ
ス
ト
集
団
の
馳
の
下
で
危
害
を
加
え
ら
れ
、
坤

吟
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
さ
ら
に
、
連
邦
共
和
国
の
成
立
葬
ニ
カ
月
半
後
に
控
え
た
一
〇
月
一
一
日
、
チ
ト
ー
は
や
は
り
ス
コ
ピ
エ
で



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
我
々
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
の
統
一
の
権
利
を
決
し
て
放
棄
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
我
々
の
原
則
で
あ
り
、

我
々
は
一
時
的
な
感
情
の
た
め
に
こ
の
原
則
を
放
棄
し
た
り
し
な
い
。
我
々
は
エ
ー
ゲ
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
い
る
我
々
の
兄
弟
達
の
運
命
に

無
関
心
で
は
い
ら
れ
ず
、
我
々
の
思
想
は
彼
ら
と
共
に
あ
る
。
我
々
は
す
べ
て
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
が
自
ら
の
国
に
お
い
て
統
一
し
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
を
断
固
と
し
て
擁
護
す
る
。
」

　
チ
ト
ー
の
こ
の
発
言
に
対
し
て
ギ
リ
シ
ャ
政
府
側
は
ユ
ー
ゴ
が
エ
ー
ゲ
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
領
土
併
合
を
狙
う
も
の
と
反
接
し
た
。
し
か

し
、
ユ
ー
ゴ
側
で
は
、
既
に
一
九
四
四
年
四
月
の
段
階
で
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
民
解
放
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
評
議
会
（
〉
韓
圃
貯
駆
幹
寂
ざ
く
⑦
ひ

Z
費
o
号
o
o
q
O
。
。
δ
げ
o
合
Φ
且
p
H
ロ
o
q
。
ω
『
く
ご
①
）
の
外
相
代
理
ス
モ
ド
ラ
カ
博
士
（
匂
o
。
。
ぢ
ω
ヨ
o
巳
゜
。
訂
）
が
「
ギ
リ
シ
ャ
・
マ
ケ
ド
ニ
ヤ
は
当
然

ギ
リ
シ
ャ
に
属
し
、
ギ
リ
シ
ャ
の
一
部
で
あ
る
」
と
表
明
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
年
＝
月
に
は
評
議
会
の
副
議
長
ヴ
ラ
ホ
フ
（
O
ぎ
一
3
同

≦
匙
。
く
）
が
む
し
ろ
ギ
リ
シ
ャ
側
の
膨
脹
主
義
を
非
難
す
る
パ
パ
ン
ド
レ
ウ
首
相
宛
の
書
簡
の
中
で
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
内
の
同

胞
と
の
統
一
の
希
望
を
表
明
し
て
い
る
ピ
リ
ン
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
住
民
は
決
し
て
エ
ー
ゲ
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
同
胞
の
安
全
を
脅
か
し
て
こ

　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

な
か
っ
た
と
」
語
り
、
ユ
ー
ゴ
連
邦
へ
の
参
入
は
ピ
リ
ン
．
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
（
ブ
ル
ガ
リ
ア
側
の
）
に
限
ら
れ
、
エ
ー
ゲ
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
　
3
4

人
に
は
及
ば
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
事
実
、
一
九
四
五
年
一
一
月
に
成
立
す
る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
に
は
エ
ー
ゲ
・
マ
ケ
ド
ニ
ァ
人
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
。
全
民
族
の

統
一
を
願
っ
て
い
た
マ
ケ
ド
ニ
ァ
人
の
間
に
は
当
然
こ
の
結
末
に
強
い
不
満
が
残
っ
た
。
チ
ト
ー
や
ヴ
ク
マ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
八
月
か
ら
一

〇
月
に
か
け
て
の
発
言
の
中
で
エ
ー
ゲ
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
へ
の
連
帯
、
支
援
を
協
調
し
た
の
は
領
土
併
合
の
意
図
と
い
う
よ
り
、
こ
の
不

満
を
な
だ
め
る
意
図
に
基
づ
い
て
い
た
。

　
K
K
E
が
秘
密
裡
に
武
装
抵
抗
を
決
意
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
し
た
と
思
わ
れ
る
一
二
月
中
旬
の
ギ
リ
シ
ャ
、
ユ
ー
ゴ
、
ブ
ル
ガ

リ
ア
三
国
共
産
党
代
表
の
会
議
に
臨
ん
で
ギ
リ
シ
ャ
側
へ
の
積
極
的
支
援
を
表
明
し
た
ユ
ー
ゴ
側
に
は
こ
の
よ
う
な
背
景
が
存
在
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
マ
ク
ネ
イ
ル
は
、
こ
の
会
談
は
一
九
四
六
年
一
月
に
開
催
さ
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
K
K
E
側
か
ら
は
ザ
ハ
リ
ア
デ
ス
書

記
長
が
他
な
ら
ぬ
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
出
身
の
ツ
ィ
マ
ス
を
伴
っ
て
参
加
し
た
と
言
い
、
こ
の
会
議
に
お
い
て
マ
ケ
ド
ニ
ア
問
題
が
重
要
議
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
K
K
E
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
の
武
装
抵
抗
を
認
知
す
る
こ
と
を
通
じ
て
ユ
ー
ゴ
等
か
ら
の
支

援
を
約
束
さ
れ
、
自
ら
の
闘
争
方
針
の
中
に
も
武
装
戦
術
を
部
分
的
に
と
り
込
ん
で
い
っ
た
流
れ
が
推
定
で
き
る
。



◎

　
一
九
四
六
年
三
月
三
一
日
に
予
定
さ
れ
た
総
選
挙
を
目
前
に
し
て
K
K
E
の
動
揺
は
大
き
か
っ
た
。
王
党
派
や
極
右
に
よ
る
選
挙
活
動

へ
の
妨
害
、
テ
ロ
活
動
が
止
む
気
配
を
見
せ
ぬ
中
で
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
の
武
装
抵
抗
は
続
き
、
ユ
ー
ゴ
等
北
隣
諸
国
か
ら
の
援
助
の
約
束

が
示
さ
れ
る
一
方
、
ソ
連
か
ら
は
選
挙
参
加
の
勧
告
が
届
く
と
い
う
複
雑
な
状
況
下
で
、
K
K
E
や
E
A
M
は
当
面
ソ
フ
ー
リ
ス
政
権
に

対
し
て
総
選
挙
の
延
期
を
要
求
し
て
い
っ
た
。

　
二
月
末
か
ら
三
月
に
か
け
て
延
期
論
が
中
道
派
に
も
拡
が
り
、
ソ
フ
ー
リ
ス
政
権
内
部
で
も
延
期
論
が
拾
頭
し
て
い
た
。
駐
ギ
リ
シ
ャ

米
国
大
使
代
理
は
三
月
八
日
、
本
国
宛
の
報
告
の
中
で
「
閣
僚
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
延
期
を
望
ん
で
い
る
」
と
観
測
し
、
そ
れ
は
中
道

派
が
「
時
間
を
か
せ
ぎ
」
を
狙
っ
て
い
る
た
め
と
の
判
断
に
た
ち
、
ニ
カ
月
延
期
さ
れ
た
場
合
、
中
道
と
E
A
M
の
連
合
が
成
立
す
る
可

能
性
が
あ
る
と
も
予
測
し
て
い
た
。
し
か
し
、
三
月
七
日
、
ベ
ヴ
ィ
ン
外
相
は
ソ
フ
ー
リ
ス
首
相
宛
の
返
信
の
中
で
、
「
武
装
し
た
X
隊
が

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
警
察
や
憲
兵
隊
に
よ
っ
て
支
援
さ
れ
る
と
の
貴
殿
の
声
明
に
驚
愕
し
て
い
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
こ
の
よ
う
な
声

明
は
私
が
受
け
取
っ
た
報
告
に
よ
っ
て
は
支
持
さ
れ
な
い
」
と
述
べ
、
あ
く
ま
で
予
定
通
り
の
実
施
を
要
求
し
た
。
バ
ー
ン
ズ
国
務
長
官

も
・
三
月
二
日
・
延
期
に
よ
り
ギ
リ
シ
・
の
復
興
が
遅
れ
・
合
衆
国
の
選
挙
監
視
団
の
維
持
も
困
難
に
な
る
と
し
て
延
期
反
対
を
申
し
入
聯

　
　
　
（
3
4
）

れ
て
い
た
。

　
英
米
の
同
意
が
得
ら
れ
ぬ
た
め
、
・
ソ
フ
ー
リ
ス
政
権
だ
け
で
は
延
期
に
踏
み
切
れ
な
い
状
況
と
な
り
、
延
期
を
主
張
し
て
い
た
カ
フ
ァ

ン
ダ
リ
ス
副
首
相
、
メ
ル
ク
ー
リ
ス
公
安
相
、
カ
ル
タ
リ
ス
供
給
相
ら
は
三
月
一
五
日
「
選
挙
の
茶
番
劇
」
に
協
力
で
き
な
い
と
し
て
辞

任
し
た
。
中
で
も
、
メ
ル
ク
ー
リ
ス
公
安
相
は
辞
任
後
、
「
武
装
集
団
が
地
方
を
支
配
し
て
い
る
。
不
幸
な
こ
と
に
彼
ら
は
公
共
の
秩
序

に
責
任
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
国
家
機
関
の
協
力
を
多
く
の
地
域
で
得
て
き
て
い
る
」
と
非
難
し
た
。
後
に
、
E
A
M
側
が
公
表
し
た
数
値
に

よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
締
結
以
来
総
選
挙
ま
で
の
一
年
強
の
間
に
加
え
ら
れ
た
弾
圧
の
結
果
、
死
者
一
二
一
九
名
、
負
傷
者
六
六
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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一
名
、
被
逮
捕
者
八
四
九
三
一
名
も
の
被
害
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
閣
内
不
統
一
が
表
面
化
し
た
結
果
、
ソ
フ
ー
リ
ス
首
相
も
、
三
月
一
八
日
自
由
党
の
党
首
と
し
て
選
挙
情
勢
に
重
大
な
疑
念
を
表
明
し

た
。
「
今
日
、
私
は
、
自
由
党
に
関
す
る
限
り
、
選
挙
に
突
入
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
が
な
お
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
ざ
る

を
得
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
全
土
か
ら
の
情
報
に
よ
る
と
、
我
々
の
候
補
者
の
活
動
の
自
由
は
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。
表
現
の
自
由
は
王
党
派



　
　
　
　
　
　
（
3
6
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だ
け
に
存
在
す
る
」
。
政
権
党
で
さ
え
選
挙
活
動
の
自
由
を
制
限
さ
れ
た
状
況
下
で
ソ
フ
ー
リ
ス
首
相
は
再
度
ベ
ヴ
ィ
ン
外
相
に
打
電
し
、

延
期
を
要
請
し
た
。

　
一
方
、
バ
ー
ン
ズ
国
務
長
官
は
三
月
一
九
日
の
記
者
会
見
で
「
我
政
府
は
可
能
な
限
り
早
い
時
期
に
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
公
正
か
つ
自

由
な
選
挙
が
見
ら
れ
る
よ
う
望
む
。
選
挙
の
時
期
は
、
勿
論
、
ギ
リ
シ
ャ
政
府
の
み
が
決
定
す
る
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
た
が
、
ギ
リ
シ

ャ
で
は
こ
の
見
解
を
も
っ
て
ワ
シ
ン
ト
ン
が
延
期
論
に
傾
む
い
て
い
る
証
左
と
す
る
反
響
が
拡
が
っ
た
。
慌
て
た
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
翌

日
直
ち
に
覚
書
を
送
り
、
あ
く
ま
で
三
月
三
一
日
実
施
の
線
を
守
る
様
要
請
し
た
。
そ
の
際
、
延
期
が
経
済
危
機
を
助
長
す
る
側
面
と
共

に
、
「
延
期
は
法
と
秩
序
の
悪
化
を
も
た
ら
し
、
右
翼
が
決
起
す
れ
ば
、
内
戦
に
さ
え
導
き
か
ね
な
い
」
と
い
う
判
断
に
基
づ
き
、
延
期

に
よ
る
害
よ
り
右
翼
政
権
が
成
立
し
て
も
、
そ
の
害
の
方
が
少
な
い
と
の
極
め
て
消
極
的
根
拠
を
あ
げ
た
。
し
か
し
、
バ
ー
ン
ズ
も
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
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覚
書
に
応
じ
、
三
月
三
一
日
実
施
の
線
を
守
る
様
代
理
大
使
に
指
示
し
た
。

　
結
局
、
英
米
の
延
期
拒
否
に
直
面
し
た
ソ
フ
ー
リ
ス
首
相
は
、
「
環
境
が
選
挙
の
実
施
に
適
し
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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は
国
際
的
重
要
性
を
帯
び
て
お
り
、
我
々
は
約
束
通
り
前
に
進
ま
ざ
る
を
得
な
い
」
と
声
明
し
た
。
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こ
れ
が
、
ヴ
ァ
ル
キ
ザ
協
定
で
合
意
さ
れ
、
ヤ
ル
タ
会
談
で
援
助
が
約
束
さ
れ
た
「
自
由
選
挙
」
の
実
態
で
あ
っ
た
。
選
挙
は
そ
の
プ
　
2

ロ
セ
ス
に
お
い
て
既
に
「
中
道
的
解
決
」
な
る
も
の
の
基
盤
の
も
ろ
さ
を
、
ギ
リ
シ
ャ
の
現
実
と
英
米
両
政
府
の
姿
勢
と
の
両
面
に
お
い

て
露
呈
し
て
い
た
。

　
他
方
、
K
K
E
は
、
選
挙
延
期
の
要
求
が
否
定
さ
れ
て
ゆ
く
中
で
選
挙
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
方
向
に
傾
斜
し
て
い
た
が
、
三
月
中
旬
プ
ラ
ハ

を
訪
問
し
て
い
た
ザ
ハ
リ
ア
デ
ス
書
記
長
の
帰
国
後
、
最
終
的
に
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
決
定
し
た
。
グ
リ
ゴ
リ
ア
デ
ィ
ス
（
Z
．
O
ユ
α
q
o
H
冨
象
ω
）

ら
自
由
主
義
左
派
に
よ
る
調
停
工
作
も
あ
っ
た
が
、
結
局
失
敗
し
、
E
A
M
も
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
決
定
し
た
。
困
難
な
選
択
に
迫
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
中
道
政
党
の
中
で
は
カ
フ
ァ
ン
ダ
リ
ス
の
進
歩
党
が
棄
権
を
決
定
し
た
以
外
、
ソ
フ
ー
リ
ス
の
自
由
党
を
含
め
参
加
を
決
断

し
た
。
つ
ま
り
、
総
選
挙
は
E
A
M
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
決
定
に
よ
り
王
党
派
と
中
道
的
共
和
派
の
間
で
の
み
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
同

時
に
、
重
大
な
こ
と
は
、
ザ
ハ
リ
ア
デ
ス
が
K
K
E
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
委
員
会
に
対
し
て
総
選
挙
の
前
日
、
特
定
の
目
標
に
限
定
し
て
少
人

数
に
よ
る
武
装
攻
撃
を
加
え
る
よ
う
指
令
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
選
挙
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
同
時
に
秘
密
裡
の
武
装
抵
抗
戦
術
の
実
行
に
直
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結
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
後
、
K
K
E
は
山
岳
部
で
の
武
装
闘
争
と
都
市
部
で
の
合
法
闘
争
と
の
二
面
作
戦
に
突
入
し
て
ゆ
く
。



ρ

　
ユ
ー
ド
ゥ
に
よ
る
と
、
K
K
E
の
こ
の
戦
術
転
換
に
つ
い
て
ザ
ハ
リ
ア
デ
ス
は
プ
ラ
ハ
の
会
議
に
同
じ
く
参
加
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
共

産
党
の
ト
レ
ー
ズ
（
］
≦
窪
ユ
8
日
げ
o
お
N
）
や
イ
タ
リ
ア
共
産
党
の
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
（
頃
Ω
。
ぎ
マ
○
↓
o
σ
q
ま
窪
）
か
ら
激
し
く
反
対
さ
れ
た
が
、

そ
の
帰
途
た
ち
寄
っ
た
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
に
お
い
て
は
再
度
支
援
を
確
認
さ
れ
た
と
い
う
。
強
力
な
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
を
組
織
し
な
が

ら
、
「
大
戦
終
結
と
共
に
武
装
解
除
に
応
じ
て
連
合
政
権
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
平
和
的
変
革
の
道
を
志
向
し
た
仏
．
伊
両
共
産
党
。
他

方
、
大
戦
中
山
岳
部
を
中
心
に
武
装
パ
ル
チ
ザ
ン
闘
争
を
展
開
し
、
解
放
区
に
行
政
組
織
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
戦
終
結
時
に
は

社
会
革
命
の
基
盤
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
党
。
こ
れ
は
、
当
時
の
共
産
主
義
運
動
の
間
に
見
ら
れ
た
対
照
的
な

二
つ
の
路
線
で
あ
り
、
後
日
、
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
の
創
立
大
会
に
お
い
て
も
後
者
に
よ
る
前
者
の
批
判
と
い
う
形
で
対
立
が
表
面
化
す
る

こ
と
に
な
る
が
、
大
戦
末
期
か
ら
大
戦
直
後
に
お
け
る
K
K
E
の
歴
史
は
ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
路
線
の
間
に
お
け
る
動
揺
の
、
ま
た
、
そ

れ
故
に
、
悲
劇
的
結
末
へ
の
歴
史
で
あ
っ
た
。

　
三
月
三
一
日
、
総
選
挙
は
強
行
さ
れ
た
。
結
果
は
王
党
派
の
圧
勝
で
あ
っ
た
。

　
当
日
、
千
人
を
越
す
要
員
を
送
り
込
ん
で
い
た
連
合
国
選
挙
監
視
使
節
団
に
よ
る
と
、
当
日
は
、
「
二
、
三
の
山
村
を
除
き
、
平
穏
と

秩
序
は
破
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
二
一
才
以
上
の
男
子
普
通
選
挙
制
に
よ
る
登
録
有
権
者
約
一
八
五
万
人
（
人
口
七
五
〇

万
人
中
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
中
の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
一
一
一
万
人
が
投
票
、
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
二
八
万
人
が
政

治
的
理
由
に
よ
り
羅
し
た
と
の
推
定
も
墾
．
し
た
．
こ
れ
に
対
し
て
テ
ド
。
は
登
磐
薯
自
体
が
過
少
霧
り
、
潜
在
有
薯
は

二
二
〇
万
に
の
ぼ
り
、
そ
の
中
の
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
約
六
〇
万
人
が
政
治
的
理
由
で
棄
権
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。

　
議
席
は
、
比
例
配
分
制
に
よ
り
選
挙
戦
に
参
加
し
た
各
党
の
得
党
数
に
応
じ
て
配
分
さ
れ
た
が
、
結
果
は
、
表
田
に
見
る
通
り
、
王
党

派
の
人
民
党
が
過
半
数
を
越
え
、
圧
勝
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
戦
前
に
は
王
党
派
と
拮
抗
す
る
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
自
由
党
が
分
裂
の

影
響
も
あ
っ
て
激
減
、
共
和
主
義
的
志
向
を
も
ち
な
が
ら
も
、
国
王
復
帰
問
題
は
国
民
投
票
の
結
果
に
委
ね
る
と
し
て
中
間
的
立
場
に
立

っ
て
三
派
連
合
に
よ
り
立
候
補
し
た
国
民
政
治
連
合
を
含
め
て
も
人
民
党
の
半
分
に
満
た
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
E
A
M
や

K
K
E
は
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
よ
り
自
ら
議
会
か
ら
姿
を
消
し
た
こ
と
も
加
わ
り
、
王
党
派
絶
対
優
位
の
議
会
が
誕
生
し
た
。

　
党
派
別
得
票
数
で
見
る
と
、
ユ
ー
ド
ゥ
の
推
計
で
は
、
王
党
派
の
約
七
〇
・
五
万
票
に
対
し
て
、
中
道
的
共
和
派
は
四
一
万
票
を
獲

得
。
も
し
、
E
A
M
支
持
票
の
色
彩
が
濃
厚
と
思
わ
れ
る
政
治
的
棄
権
票
、
二
八
～
六
〇
万
票
が
中
道
的
共
和
派
と
連
合
し
て
い
た
ら
、
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表VIII　1936年と1946年選挙による政党別議席数の比較

1・936年騨　　　　　　1・946年騨

人　民　党 人民党（K．Tsaldaris） 191

国民民主党

69

@　王
@　党　132
@　派
U3

@　　　　7

ギリシャ国民党
@　　　　（Zervas）

17

独　立　党

自由精神党

国民統一党
@（P．Kane110poulos）

ヴェニゼリスト自由党
@　　（S．Venizelos） 署器　56

社会民主党
@　　（Papandreou）

自　由　党 127 自由党（Sof。ulis） 42

共　産　党 15 共産党（Zachariades）
一

そ　　　の　　　他 11

（注）1936年：表皿に同じ。
　1946年：Kousoulas，　op．　cit．，　p，234，

情
勢
は
逆
転
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
勿

論
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
歴
史
的
仮
言
命
題
に

す
ぎ
な
い
が
、
メ
タ
ク
サ
ス
独
裁
と
枢
軸
軍

の
占
領
に
よ
り
一
〇
年
間
の
空
白
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
議
会
を
、
国
内
外
の
反
フ
ァ
シ
ズ

ム
闘
争
の
末
、
よ
う
や
く
復
活
さ
せ
た
最
初

の
選
挙
の
結
果
が
「
旧
体
制
」
の
尻
尾
を
も

つ
王
党
派
の
圧
勝
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
や
は

り
歴
史
の
皮
肉
で
あ
っ
た
。

　
一
九
四
六
年
四
月
一
八
日
、
ツ
ァ
ル
ダ
リ

ス
を
首
相
と
す
る
人
民
党
単
独
政
権
が
誕
生

し
た
。
こ
こ
に
、
共
和
派
政
権
時
代
に
見
ら

れ
た
権
力
の
二
重
構
造
は
解
消
さ
れ
、
王
党

派
が
行
政
権
力
と
軍
・
警
察
権
力
と
の
両
面

を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
力
構
造
は
反

動
的
に
一
元
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
中
道
的
解
決
」
の
挫
折
は
誰
の
目
に
も
明

ら
か
で
あ
り
、
選
挙
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た

E
A
M
や
K
K
E
は
増
々
武
装
闘
争
に
傾
斜

し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
、
民
主
化

の
挫
折
で
あ
り
、
解
放
ギ
リ
シ
ャ
の
暗
転
で

あ
っ
た
。
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自
体
で
の
自
主
解
決
の
可
能
性
が
芽
ば
え
る
か
に
見
え
な
が
ら
、
一
九
四
七
年
三
月
の

ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
を
機
に
合
衆
国
が
代
っ
て
本
格
的
に
介
入
し
て
く
る
過
程
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
に
と
っ
て
の
資
本
主
義
「
中

心
部
」
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
移
動
し
て
い
っ
た
過
程
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
幕
は
、
「
内
戦
」
が
本
格
化
し
て
ゆ
く
最
中
に

発
生
し
た
コ
ミ
ン
フ
オ
ル
ム
か
ら
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
産
党
の
除
名
の
影
響
も
加
わ
り
、
E
A
M
や
K
K
E
が
軍
事
的
に
敗
退
し
て

い
っ
た
過
程
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
紙
幅
は
既
に
尽
き
た
の
で
続
篇
は
他
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

．
こ
こ
で
は
、
第
一
幕
の
限
り
で
言
い
う
る
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
結
び
に
か
え
た
い
と
思
う
。

　
最
初
の
問
題
は
何
故
戦
後
ギ
リ
シ
ャ
の
民
主
化
は
挫
折
し
た
の
か
に
関
わ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
第
一
に
外
国
か
ら
の
干
渉
の
問
題
、
つ
ま
り
、
連
合
国
で
も
事
実
上
の
占
領
下
に
お
か
れ
た
国
が
あ
り
、
し
か
も
、
そ
こ

で
の
「
占
領
」
の
機
能
は
改
革
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
動
的
で
あ
っ
た
点
を
無
視
で
き
な
い
。
ま
た
、
第
二
に
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
戦
争

を
通
じ
て
国
内
の
支
配
基
盤
を
弱
体
化
さ
せ
て
い
た
寡
頭
勢
力
が
こ
の
外
国
の
干
渉
を
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
裏
だ
て
と
し
て
自
ら
の
支
配
を

241
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強
権
的
に
再
構
築
し
て
い
っ
た
こ
と
。
第
三
に
、
外
国
の
干
渉
と
寡
頭
勢
力
の
強
権
支
配
が
反
革
命

の
意
図
で
結
合
し
て
い
る
限
り
、
た
と
え
そ
の
外
国
が
「
中
道
」
的
範
囲
の
民
主
化
を
意
図
し
て

も
、
寡
頭
支
配
の
現
実
を
掘
り
崩
し
て
ま
で
そ
の
意
図
を
貫
徹
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。　

戦
後
世
界
史
の
激
動
の
中
で
東
西
対
立
の
接
点
に
置
か
れ
た
発
展
途
上
国
に
お
い
て
「
植
民
地
フ

ァ
シ
ズ
ム
」
と
か
、
「
小
軍
国
主
義
」
と
か
呼
ば
れ
る
独
裁
制
が
多
々
出
現
し
て
い
る
が
、
戦
後
の

ギ
リ
シ
ャ
も
そ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
比
較
史
的
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
革
命
運
動
と
社
会
主
義
国
家
と
の
関
係
の
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
第
一
に
、
社
会
主
義

大
国
と
言
え
ど
も
、
大
国
優
先
の
国
際
秩
序
の
中
で
一
種
の
「
勢
力
圏
分
割
」
に
関
与
す
る
こ
と
が

あ
り
う
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
境
界
外
に
お
か
れ
た
地
域
の
革
命
運
動
は
国
際
的
支
援
か

ら
切
断
さ
れ
た
上
、
自
ら
の
勢
力
圏
と
し
た
資
本
主
義
大
国
か
ら
の
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
の
介
入
を
う
け

る
と
い
う
極
端
な
逆
境
に
直
面
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
を
ギ
リ
シ
ャ
の
事
例
は
教
え
て
い
る
。

ま
た
、
第
二
に
、
ギ
リ
シ
ャ
は
世
界
政
治
（
G
）
の
レ
ベ
ル
で
は
「
西
側
地
域
」
に
放
榔
さ
れ
、
英
米

に
繋
が
る
東
部
地
中
海
地
域
（
2
R
）
と
し
て
の
規
定
性
（
伝
統
的
経
済
趨
勢
と
し
て
は
こ
れ
が
主
要

で
あ
っ
た
が
）
を
一
層
強
く
し
て
い
た
も
の
の
、
革
命
運
動
の
レ
ベ
ル
で
は
、
北
隣
諸
国
に
お
け
る

人
民
民
主
主
義
革
命
の
進
展
と
い
う
バ
ル
カ
ン
地
域
（
＆
）
と
し
て
の
規
定
性
を
う
け
て
い
た
こ
と
、

そ
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
共
産
党
が
仏
伊
の
道
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
道
と
の
二
つ
の
革
命
路
線
の
間

で
示
し
た
動
揺
の
軌
跡
も
、
東
地
中
海
と
バ
ル
カ
ン
と
い
う
二
重
の
地
域
性
の
間
の
動
揺
と
関
連
し

て
い
た
。
第
三
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
と
い
う
既
存
の
一
国
（
N
）
の
枠
組
か
ら
は

み
で
る
少
数
民
族
の
存
在
が
ギ
リ
シ
ャ
の
革
命
運
動
を
し
て
バ
ル
カ
ン
の
地
域
性
（
R
）
に
ひ
き
つ

け
る
上
で
一
つ
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
多
か
れ
少
な
か
れ
国
家
と
の
関
係
で

論
じ
ら
れ
る
民
族
概
念
（
冨
け
凶
o
づ
）
に
立
脚
し
た
国
際
（
言
8
H
・
ミ
職
§
）
史
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

242



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
家
と
区
別
さ
れ
た
い
わ
ば
民
際
（
一
韓
。
円
も
S
㌧
㌃
始
）
史
と
し
て
接
近
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
こ
の
問
題
は
我
々
に
告
知
し
て
い
る
。

　
総
じ
て
、
未
完
の
テ
ー
マ
で
は
あ
る
が
、
こ
の
解
放
ギ
リ
シ
ャ
の
暗
転
の
歴
史
は
、
我
々
に
現
代
世
界
史
を
、
世
界
（
G
）
ー
地
域

（
R
）
1
一
国
（
N
）
の
三
層
に
区
分
し
た
上
で
そ
の
相
関
を
問
う
方
法
の
重
要
性
を
告
げ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
図
皿
ー
イ
に
示
し
た
様

に
、
一
国
（
N
）
は
経
済
・
政
治
・
文
化
等
の
多
様
な
紐
帯
を
通
じ
て
複
数
の
地
域
性
（
R
）
を
帯
び
て
お
り
、
時
と
し
て
（
N
）
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　

の
少
数
民
族
の
存
在
が
民
際
的
な
形
で
特
定
の
（
R
）
に
ひ
き
つ
け
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
ま
た
、
（
N
）
の
側
か
ら
世
界
を
見
る
際
、

（
N
）
が
中
小
国
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
（
N
）
に
と
っ
て
（
G
）
は
往
々
に
し
て
大
国
の
権
力
政
治
の
場
裡
と
し
て
自
ら
に
多
大
の
圧
力

を
下
向
さ
せ
て
く
る
た
め
、
こ
の
三
層
関
係
は
図
皿
ー
ロ
の
よ
う
な
逆
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
造
と
し
て
映
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ギ

リ
シ
ャ
に
と
っ
て
の
「
英
ソ
秘
密
合
意
」
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
で
（
N
）
が
こ
の
圧
力
に
抗
し
て
独
立
を
保
つ
に
は
、

コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
除
名
後
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
が
非
同
盟
運
動
を
組
織
し
た
よ
う
に
、
他
の
（
N
）
と
の
連
帯
を
通
じ
て
独
自
の
（
R
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
コ

を
形
成
し
、
ひ
い
て
は
（
G
）
の
状
況
を
変
え
て
ゆ
く
よ
う
な
強
固
な
主
体
性
に
貫
ぬ
か
れ
た
独
自
の
下
か
ら
の
連
帯
1
1
上
向
戦
略
が
要

求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
バ
ル
カ
ン
と
い
う
地
域
性
（
R
）
を
共
有
し
な
が
ら
、
戦
後
の
ギ
リ
シ
ャ
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
が
そ
の
軌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
3

跡
を
分
け
た
根
拠
も
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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